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（午前 ９時００分 開会） 

○飯髙委員長 皆さん、おはようございます。 

８日に引き続きまして、審査を行ってまいりたいと思います。 

それでは、住民生活部所管に係る予算審査を行います。 

  まず初めに、第２款総務費について説明を求めます。 

乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第２款総務費のうち、住民生活部が所管いたします予算の

概要につきまして、ご説明を申しあげます。座って失礼します。 

予算書の３９ページでございます。 

第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費のうち、第１３節委託料の下か

ら３つ目でございますが、無料法律相談委託料についてでございます。奈良弁護士会に

委託を行う中で、引き続き、年３６回開設し、住民の方々が抱える諸問題について、弁

護士によります問題解決について対応することといたしております。その必要経費とし

て１３７万６千円を計上いたしております。 

  次に、予算書の４７ページでございます。 

  第１項総務管理費、第８目交通安全対策費でございます。この内、自転車等の放置防

止に関する事業につきましては、環境対策課が所管しているところでございます。環境

対策課としての予算額につきましては、第１１節需用費のうち８千円、第１３節委託料

が４３万７千円、合計で４４万５千円でございます。 

  新年度におきましても、ＪＲ法隆寺駅周辺の放置禁止区域内におきまして、放置防止

指導員を配置し、町民の良好な生活環境を確保し、町の美観を維持するとともに、町民

生活の安全の保持を図ることとしております。 

  次に、第９目の自転車等駐車場運営費でございます。新年度予算額は、１，１６７万

５千円を計上しております。前年度と比較いたしまして、１１万８千円、１．０％の増

となっております。 

 予算の財源内訳は、すべてその他でございます。 

  次に､５２ペ－ジから５４ページでございます。第３項の戸籍住民基本台帳費につい

てでございます。第１目戸籍住民基本台帳費についてでありますが、新年度は、５ ,５

４４万３千円を計上しております。前年度と比較して、１,０３１万６千円、２２.９％

の増となっております。予算の財源内訳は、国県支出金が５万８千円、その他で１,０

１５万６千円、一般財源で４,５２２万９千円となっております。 
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主な予算の内容につきましては、住民記録や戸籍システム等の機器等の委託料１，０

１８万５千円、電算ソフト等の使用料及び賃借料が１，１８５万６千円などとなってお

ります。委託料には、住民基本台帳ネットワークシステム機器の更新と、戸籍総合シス

テムから副本データを送信するための連携システム構築に係る経費を計上いたしており

ます。 

また、町の施設である西公民館、東公民館、生き生きプラザ斑鳩の３施設で行ってお

ります住民票の写し等の交付について、老朽化している専用ＦＡＸ機器の更新を行い、

住民の皆様の利便性を図るため引き続き実施してまいります。 

  以上、第２款総務費のうち、住民生活部の所管に係ります予算の説明とさせていただ

きます。 

  よろしくご審議いただきますようお願い申しあげます。 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けします。 

木澤委員。 

○木澤委員 住民基本台帳ネットワークのシステムですけども、東日本大震災があって、

特に大槌町なんかは役場が流されてしまって、戸籍のデータ等がなくなってしまったと

いうことで、バックアップをとるというシステムなんかが、今導入されてきているかな

と思うんですが、そうした変更については今回入っているんでしょうか。 

○飯髙委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 今、入っておりますのは、戸籍の総合システムから複本データを、国の

と言うんですか、日本で２か所の場所を置きまして、東からの方は西の方に、西の方の

地区は東の方にということで、バックアップとっております。東日本における震災を教

訓に、戸籍正本と副本の同時消失を防ぐため、副本データ管理センターを遠隔地に設置

し、副本データの保全管理を行うことにより、最新データの管理を行い、データが消失

する場合においても、速やかに再生が可能ということで、それで行っております。その

予算を計上しております。 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

 木田委員。 

○木田委員 ３９ページの無料法律相談委託料というところなんですねんけども、年に３

６回弁護士による無料相談を行っておられるということなんですけども、これはもう法

律に該当というのか、それに当たるような相談しか受けておられないということなんで

すかな。また、他に弁護士に聞きたいというような相談は、もう相談の中に入らへんの
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ですかな。どういう相談が主で、だいたい何人ぐらい受けておられるのか。 

○飯髙委員長 清水住民課長。 

○清水住民課長 無料法律相談でございますけども、毎月３回行っております。第２、第

３、第４の火曜日の昼からでございます。予約制になっておりまして、１回３０分で行

っております。民事、刑事、それとあとその他でいろんなご相談を行っております。弁

護士は奈良弁護士会から来ていただいております。以上です。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、これをもって第２款総務費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  次に、第３款民生費について説明を求めます。乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第３款民生費につきましてご説明を申しあげます。予算書

の１３ページをお開きいただきたいと思います。 

第３款の民生費でございますが、民生費全体につきましては、新年度は２６億３，２

２７万９千円の計上となっております。前年度の予算と比較いたしまして、５，５１０

万３千円、２．１％の増となっております。それでは、各科目ごとにご説明を申しあげ

ます。座って説明させていただきます。 

それでは、予算書の５７ページから５９ページでございます。第１項社会福祉費の第

１目社会福祉総務費でございます。 

新年度は、３億４，６５２万４千円を計上いたしております。前年度と比較して、１，

２５１万２千円、３．７％の増となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で９，

１０９万４千円、その他で３６万８千円、一般財源で２億５，５０６万２千円となって

おります。主な内容は、職員に係る人件費のほか、福祉関係団体への補助金や国民健康

保険事業特別会計等への繰出金でございます。 

５８ページの第１９節負担金補助及び交付金では、遺族会や保護司会、民生児童委員

協議会等の活動に対する補助金のほか、社会福祉協議会に対して４，６７４万９千円の

補助を行うこととしております。この社会福祉協議会の補助金には、新たに行う高齢者

等外出支援事業を行うことから、前年度より９６９万２千円の増額となっております。 

また、５９ページ第２８節の繰出金では、国民健康保険事業特別会計に対する繰出金

として、基盤安定繰出金、職員給与費等繰出金、出産育児一時金繰出金、財政安定化支

援事業繰出金などの制度上の負担割合に応じて支援する法定繰出金１億９，０１３万１
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千円のほか、その他一般会計繰出金として、平成２３年度における介護納付金に係る赤

字分を支援する法定外繰出金１，９８４万９千円、あわせて２億９９８万円を計上いた

しております｡ 

  次に、第２目の国民年金事務取扱費でございます。 

新年度は、９９４万４千円を計上いたしております。前年度と比較して、１０４万４

千円、１１．７％の増となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で７２１万９

千円、一般財源で２７２万５千円となっております。職員の人件費と電算ソフト使用料

などを計上いたしております。 

次に、６０ページでございます。第３目の老人福祉費でございます。新年度予算額は

７，０８４万８千円を計上いたしております。前年度予算額と比較して１０２万２千円、

１．５％の増となっております。予算の財源内訳は、県支出金で１０９万３千円、その

他３１７万８千円、一般財源で６，６５７万７千円となっております。 

高齢者の福祉の充実のため、敬老会の開催や老人クラブへの支援、また介護保険制度

によらない福祉サービスなどについて、予算を計上したものでございます。 

主なものでは、三室園組合への負担金や老人クラブへの補助金等、負担金補助及び交

付金で３，７９６万５千円を、また、養護老人ホームの入所措置費、在宅ねたきり老人

介護手当、高齢者優待券の交付やひとり暮らし高齢者に対するサービスの費用として扶

助費に３，０３３万７千円を計上いたしたものでございます。 

  次に、６０ページから６１ページの第４目老人憩の家運営費でございます。 

新年度は１，９６９万５千円を計上いたしております。前年度と比較しまして２８万

２千円、１．５％の増であります。予算の財源内訳は、その他で２万７千円、一般財源

で１，９６６万８千円となっております。 

  次に､６１ページから６２ページの第５目医療対策費でございます。新年度は、１億

８，１８１万６千円を計上いたしております。前年度と比較して、６５７万円、３．

７％の増となっております。予算の財源内訳は、県支出金で４，６５０万５千円、その

他で９２万７千円、一般財源で１億３，４３８万４千円となっております。  

医療費助成につきましては、県の補助を受けながら、高齢者、子ども、障害のある人、

ひとり親家庭など、それぞれの対象者に対して、医療費の自己負担分を助成し、経済的

な負担の軽減と受診機会の確保に努めております。子ども医療費の助成では、引き続き、

その対象を中学生までとし、所得制限、一部負担なしで実施をし、新年度は、前年度と

比較して、４７０万円増の９，９７０万円を計上いたしております。心身障害者医療費
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の助成、重度心身障害者老人等医療費の助成では、県基準に加えて、身体障害者手帳３

級、療育手帳Ｂ１、Ｂ２保持者まで拡大したうえで、一部負担なしで実施しております。 

また、新年度からは、奈良県からの権限移譲を受け、身体の発育が未熟なままで生ま

れ、入院養育を必要とする乳児に対し、医療費の給付を行ってまいります。  

その他の福祉医療制度におきましても、県基準と同じであっても一部負担なしで助成

を行っているところであり、これまでの助成件数、助成単価等の実績を勘案して、予算

を計上していたしております。 

  次に、６２ページから６３ページの第６目人権対策費でございます。 

新年度予算額は６０万８千円を計上いたしております。前年度と比較して６万９千円、

１０．２％の減であります。予算の財源内訳は、県支出金で１８万３千円、一般財源で

４２万５千円となっております。 

部落差別をはじめ、高齢者、障害者、外国人等に対するさまざまな差別や人権侵害、

ドメスティックバイオレンスや児童への虐待が根強く残っているところですが、引き続

き県啓発連絡協議会と連携を図りながら、あらゆる差別の撤廃に向けて啓発活動の推進

に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、６３ページ、第７目あゆみの家管理運営費でございます。新年度は４０万２千

円を計上いたしております。前年度と比較して１万４千円、３．４％の減でございます。

予算の財源内訳は、その他で３６万２千円、一般財源で４万円となっております。  

  次に、６３ページから６６ページの第８目障害福祉費でございます。 

新年度は４億１，２３５万８千円を計上いたしております。前年度と比較して１，９

１６万１千円、４．９％の増となっております。予算の財源内訳は、国・県支出金で２

億７，３１６万８千円、その他で６８５万６千円、一般財源で１億３，２３３万４千円

となっております。 

この目は、障害者自立支援法に基づくサービスの給付が過半を占めており、６５ペー

ジでございますが、第２０節の扶助費で支出する額は、３億７，０３４万４千円でござ

います。この節では、居宅介護・施設入所支援などのサービス利用者に対する介護給

付・訓練等給付費で３億円を計上しているほか、更生医療、補装具や日常生活用具の給

付、重度心身障害者等福祉年金、障害児福祉サービス給付費を計上するとともに、新年

度から、障害児の医療費の助成に係る育成医療費給付費を新たに計上いたしております。 

６４ページ、ちょっと戻っていただきまして、第１３節の委託料では、主として、障

害者の日中の創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等を行う地域活
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動支援センター事業や、障害者の外出を支援する障害者移動支援事業、障害者やその家

族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う障害者相談支援事業、及び高齢

者や障害者団体に対するリフト付バスの運行事業の委託料などを計上いたしました。 

６５ページの第１９節の負担金補助及び交付金では、地域活動支援センターの運営に

対しまして他市町村への負担金や王寺周辺広域休日応急診療施設組合に設置しておりま

す自立支援認定審査会に要します費用の当町負担金、及び、西和７町で設置しておりま

す西和７町障害者自立支援協議会の当町負担金等を計上いたしております。 

  次に、６６ページから６７ページの第９目ふれあい交流センターいきいきの里管理運

営事業費でございます。 

新年度は３，６４０万８千円を計上いたしております。前年度と比較して３０５万３

千円、９．２％の増でございます。財源の内訳は、その他で６７７万１千円、一般財源

で２，９６３万７千円となっております。 

ふれあい交流センターの臨時職員の賃金や施設の維持管理等に要する経費を計上して

いるものでございます。 

  次に、６７ページの第１０目介護保険事業繰出費でございます。新年度は２億９，７

７１万６千円を計上いたしております。前年度と比較して１，９８７万９千円、７．

２％の増となっております。予算の財源内訳は、すべて一般財源となっております。 

この目は、介護保険事業特別会計への繰出金でございます。介護保険の給付に係る町

の法定負担分１２．５%にあたる介護給付費繰出金２億４，０６５万９千円のほか、地

域支援事業費の町負担分、また職員の人件費や事務費に係る経費を計上いたしておりま

す。 

次に、６８ページから６９ページの第１１目総合保健福祉会館管理運営費でございま

す。新年度は３，３４９万８千円を計上いたしております。前年度と比較して１０１万

８千円、３．１％の増でございます。予算の財源内訳は、その他で１０９万２千円、一

般財源で３，２４０万６千円となっております。これは、管理運営に要します経費が主

なものでございます。 

次に、６９ページの第１２目後期高齢者医療費でございます。新年度は、２億８，７

３８万４千円を計上いたしております。前年度と比較して、８８６万２千円、３．２％

の増となっております。予算の財源内訳は、県支出金で３，１８８万９千円、一般財源

で２億５，５４９万５千円となっております。また、増額となっている要因につきまし

ては、奈良県後期高齢者医療広域連合から示された療養給付費負担金の増によるもので
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ございます。 

  続きまして、７０ページから７１ページの第２項児童福祉費、第１目児童福祉総務費

でございます。新年度は２，４２６万１千円を計上いたしております。前年度予算額と

比較して１５６万６千円、６．９％の増となっております。予算の財源内訳は、国県支

出金で４７５万５千円、一般財源で１，９５０万７千円となっております。この目は、

児童福祉事務に関わる職員の人件費、並びに保育所、学童保育、児童手当以外の事務や

事業に係る経費を計上したものでございます。その主な内容は、一日里親会の開催、つ

どいの広場など地域子育て支援センターの運営、要保護児童対策、幼児２人同乗用自転

車の購入費の助成などでございます。新年度は、児童虐待対策として補助員を設置し、

児童虐待の疑いの通報があった児童の安否確認や、支援が必要と思われる児童及び保護

者に対する訪問や相談などの強化を図りたいと考えております。また、子ども・子育て

支援事業計画の策定の前段階として、緊急雇用創出事業補助金を活用して新しい制度に

おける事業等の需要見込量や提供体制等についてのニーズ等を調査する予定としており、

その経費を計上いたしております。 

   次に、７１ページから７４ページの第２目保育園費でございます。新年度は３億９，

４３７万４千円を計上いたしております。前年度予算額と比較して３９４万３千円、１．

０％の増となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で４，０１６万２千円、そ

の他で１億２，５６６万５千円、一般財源で２億２，８５４万７千円となっております。

この目の主な内容は、保育士など保育所職員に係ります人件費を含む町立保育所の運営

に係る経費及び広域入所委託料等でございます。町立保育園につきましては、入園予定

児童の増加に伴う保育士等の増員を図りながら、従前どおり、乳児保育や延長保育、一

時預かりなど特別保育事業を取り入れ、また、電話相談や園庭開放、家庭支援講座等を

とおして、地域での子育て支援事業の充実にも努めてまいります。 

   次に、７４ページの第３目学童保育運営費でございます。新年度は２，６６８万４

千円を計上いたしております。前年度予算額と比較して４６６万３千円、２１．２％の

増となっております。予算の財源内訳は、県支出金で８６８万４千円、その他で１，３

４８万９千円、一般財源で４５１万１千円となっております。新年度には、老朽化が著

しい西学童保育室のトイレ・倉庫の建て替えを予定をしております。 

  次に、７４ページから７５ページの第４目児童手当支給事業費でございます。新年度

は４億８，９７５万１千円を計上いたしております。前年度と比較して２，８２７万７

千円、５．５％の減となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で４億１，５７
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９万６千円、一般財源で７，３９５万５千円となっております。支給額は３歳未満児と

３歳以上小学生までの第３子が１万５，０００円、それ以外の中学生までが１万円とな

っております。ただし、現行の児童手当には、所得による給付制限が設けられているこ

とから、給付制限を想定しないで計上いたしました前年度予算額と比較して減尐するこ

ととなったものでございます。 

  次に、７５ページの第３項災害救助費についてでございますが、新年度予算額は２千

円を計上いたしましたが、万が一の災害の発生に備え、早急な対応が図られるように名

目予算となっております。 

  以上で､第３款民生費の説明とさせていただきます｡ よろしくご審議を賜りますよう

お願い申しあげます｡ 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第３款民生費について質疑をお受けいたします。 

  木澤委員。 

○木澤委員 予算書の６０ページなんですが、今回、老人クラブは５０周年ということで、

助成金の金額がふえているんですが、これはどういう形で、何をしはるとかいうのは、

はっきりしてはるんですか。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 途切れておりました、飯島町との老人クラブの関係等ですね、またあるいは

演芸大会とか等ですね、ちょっと若干やっぱりお金がふえてくると。年２回でクラブ大

会というか、３月１８日にもやられるようでございますけども、年２回、なかなか好評

でございまして、ホールが満席になるというか、出演者が多いので、朝の９時半から晩

の５時ごろまでやっておられるということで、そういうことも踏まえて、今、老人クラ

ブ等の健康対策等を考えますと、ちょうど５０周年ということで、一つのはずみという

ことで、前年よりもその関係等については、５０万円アップしたということです。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。 

 次に、予算書の６２ページのところの未熟児養育医療費給付ですね。これも新年度事

業ということで、部長の方からも説明いただきましたが、これ取り組みの中身としては、

どういうふうになってくるのかなと。県から、権限移譲がされてきてますけども、財源

的にはどういうふうな内訳になっているんでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 未熟児養育医療費につきましては、身体の発達が未熟なまま生まれ、
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入院を必要とする乳児が指定養育医療機関におきまして入院治療を受ける場合に、その

治療に要する医療費のうち自己負担分を除いた医療費について、公費によって助成しよ

うとするものでございます。 

  そして、その給付の対象者でございますけども、出生時の体重が２，０００グラム以

下の者や、また、生活力が特に薄弱である者で医師が入院養育を必要と認めた者となっ

ております。 

  そして、自己負担金につきましては、対象児の世帯の所得税の課税状況により自己負

担金を算定して、徴収することになっております。 

  ただ、なお、この自己負担金につきましては、子ども養育医療の助成の対象となりま

すので、後で全額保護者のほうに返ってきますので、実質的には自己負担がございませ

ん。以上でございます。 

  それと財源でございますけども、歳出のほうで、未熟児養育医療給付費ということで

１７万円、そしてそれに伴います診査の支払い手数料、これ国保連合会に払いますけど

も、大体年平均１７件の申請がございますので、１件１２０円で３，０００円を予算を

計上しております。 

  そして、歳入で、これは国庫負担金で入ってきますので、６５万円。そして県の負担

金がございますので、それで３３万円。そして未熟児の自己負担金として４０万円計上

しておりますけども、この４０万円を、先ほど言いましたように、子ども医療費のほう

で返ってきます。そういう形になっております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 新たに実施される事業ということですので、一応見込み１７人ぐらいという

ことで見込んでいただいてますので、また、されてどういう状況なのかというのも、ま

た決算等でも報告をお願いいたします。 

  そしたら、引き続きまして、６３ページのあゆみの家の管理なんですけども、これ補

正予算で、確か耐震診断を行っていただくということで、組んでもらっていると思いま

すが、その結果はいつごろわかって、改修が必要となった際に、その予算措置としては

どうなっていくのかという点について、確認しておきたいと思います。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 耐震診断の補正につきましては、繰越明許をお願いしているところでご

ざいますので、平成２５年度、診断をする事業者を決めて行うということですので、現

在のところ、いつ診断結果が出るという段階までは至っておりません。 
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  もちろん、その診断の結果ですね、かなり古い建物ですので、どういう結果が出てく

るかわかりませんけれども、その必要に応じて改修するのかどうかというのは、またそ

の時点で決めたいと思いますので、現段階では尐しお答えすることができないというこ

とでご了解をいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 結果として、改修が必要だということになれば、当然そのままほっておくわ

けにはいかないので、改修のほうはしていっていただきたいと思いますので、その点、

お願いしておきます。 

  そしたら、次に、その下の６４ページの障害者移動入浴サービス事業委託料ですね、

これ昨年度９４万５，０００円あがってましたけど、大幅に金額的に減っているんです

が、ちょっと状況を教えていただけますか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 このサービスを実際に使っておられる方は、現在もそれから２４年度も

１名でございます。その１名の方が、当初２４年予算を組む段階では、まず、この方、

高齢者でもありますので、介護保険の入浴サービスを使って、介護保険は支給限度額が

ありますから、いろいろなサービスを受ける中で、これ以上入浴サービスが受けられな

いといった場合に、障害者の入浴サービスを受けると、追加で受けるという格好でサー

ビスを提供しております。 

  それで、９４万５，０００円という予算を平成２４年度は組ませていただきました。  

  平成２４年度の途中で、この方が、病院のレスパイト入院をされることになりました。

レスパイト入院といいますのは、病院におきます、いわゆる短期入所、ショートステイ

で介護保険の施設ではなかなか入所が困難な、医療の管理を必要とされる場合、病院で

短期入所をされるというのがレスパイト入院なんですけれども、この方がレスパイト入

院を１カ月に約１週間ほどされるようになりまして、そこでその部分についてのいわゆ

る入浴というのが病院でサービスを受けることになりました。 

 そのことによりまして、介護保険でのサービスでおおむねサービスが充足できるとい

うことになって、レスパイト入院ができない月でありますとか、やはりほかのサービス

との兼ね合いで、介護保険のサービスが満杯になってしまうとか、そういった場合に、

障害者福祉のほうのこの入浴サービスを受けていただくということになりますので、予

算を減額をさせていただいたという経緯でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 
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○木澤委員 その方もいろいろなサービスを活用してきちっと対応されているということ

で、今そのレスパイト入院というんですか、をされていますので、そういう状況がまた

変更になったら予算として計上されていくということで理解しておきます。  

  そしたら、続きまして、予算書の６６ページの育成医療費給付費というのが新事業と

してあがってきていまして、これについても県からの権限移譲によるものだということ

なんですが、これについてはどういうものになるんでしょうか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 育成医療につきましては、かねてから障害者に対しましては、私ども、

更生医療というのをやっておりまして、その更生医療の１８歳未満の障害児版というふ

うにご理解いただければと思います。 

  本来、その障害者の障害特有の治療に限りますけれども、通常、医療の治療などを受

けますと７割、あるいは子どもさんの場合では８割の場合がありますが、健康保険が適

用されます。その残り２割につきまして、育成医療費という形で医療費助成をさせてい

ただくという制度のものです。 

  今回、更生医療は先ほど申しましたように、かねてより市町村で行っておりましたが、

育成医療につきましては、平成２５年４月から権限移譲によりまして、市町村におりて

きたということでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 これ、財源的にはどういう形になるんでしょうか。県からの権限移譲で来て

いるということですが。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 平成２５年４月１日からにつきましては、とりあえず支出は全額町で行

いますけれども、負担金といたしまして、国から２分の１、それから県から４分の１、

負担があるということでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 対象者としてはどれぐらいいてはりますか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 この３月の段階になってですけれども、まだ事務の引き継ぎ等が行われ

ていませんが、今、郡山保健所管内で治療されている中の斑鳩町在住は１８名と聞いて

おります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 
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○木澤委員 わかりました。 

  そしたら、次に、６９ページの旧老人保健医療費給付費ということで、ひとつ１３目、

あげていただいていますけど、これはいつごろまでこの目は必要になるんでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 老人保健特別会計につきましては、法令の規定によりまして、平成

２２年度をもって廃止されておりまして、もう新たな医療給付はございませんけども、

なお整理が必要なものが想定されますことから、遡及してそういう請求されますものと

か、そういったものがございますので、２３年度以降一般会計で執行しておりまして、

今年度は医療給付費や医療給付費支給費などの費用の６，０００円だけ計上させていた

だいております。当分はまだ２、３年は続くと考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 では、はっきりいつまでというふうには決まってないと。まだそういうのが

発生する可能性がある間は、目として残しておくということで理解しておきます。 

  続きまして、７１ページの、児童安全確認等業務委託料、これも部長のほうからも説

明いただいてますけども、特に児童虐待に対して新たな体制をつくって子どもたちの状

況等見ていこうということだというふうに思いますが、どういう形で実施をされていこ

うと考えているのかについて、確認をしておきたいと思います。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 児童虐待につきましては、町にも通報がありますけれども、大抵の場合、

児童相談所を通じて斑鳩町のどこどこでそういう通報があったということの報告があり

ます。４８時間以内に児童の安全を確認するということで、私ども職員も動いているわ

けですけれども、その中で、やはり同じ方に対する通報というのが複数出てきます。そ

のたびに職員が出向いて確認をするわけですけれども、中には、やはりそういう通報が

あったことに対して怒りを覚えられる保護者もおられる。 

そんな中で、役場の職員が行くと、当然私どもも安全確認をする責務があるわけです

けれども、なかなか拒否反応を起こしかねないような状況も出てきているというのが現

実です。 

  そういった中で、役場の職員、もちろん委託なりする場合では、役場の業務として働

いてもらう、動いていただくわけですけれども、いわゆる役場の行政的な職員だけでは

なく、そういう子育てとかを中心に幅広く活動されている方に、そういう家庭の訪問な

どを行っていただくことで、子どもの安全確認もそうなんですが、保護者、特にお母さ
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んのいわゆる心のケアといいますか、相談であったりとか、孤立化を防ぐとかいうよう

なことを、ベテランのその子育てをされている方を中心に相談に回っていただければな

という思いがひとつございます。 

  また、今後通報とかがふえていく中で、当然、そういった今後長くかかわっていかな

ければならないということも想定されますので、実際に安全確認する際には、行政の職

員と一緒に、そういう補助員の方に同行していただいて、その後、その方とのかかわり

につきましても、私どもも勉強もさせていただきたいですし、今後のフォローアップも

想定する中で、そういう最初の通報時のときにも同行していただこうかというふうに考

えておりまして、なかなか行政職員だけではできない部分をフォローしていただこうと

いうふうに考えているところでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら、これ訪問をお願いをさせていただく方というのは、何か資格とか

持ってはる方にとかなるんですか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 特に資格ということではございませんけれども、過去に子育てのそうい

う事業とかに携わられた方でありますとか、あるいは保育所、幼稚園などを経験された

方などを想定しているところです。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 なかなか職員さんだけで普通に話をするのが困難な状況というのが生まれて

るということなんで、そういう方も入っていただいて、よりその家庭の状況をつかめる

ようにしていくことが大切だなというふうに思います。 

  そういう形で、新たにこういう取り組みをしていただくことは非常にいいことだなと

いうのと、あと、やっぱり実際に虐待があった際の対応とかね、なかなかそれも見つけ

るのは非常に困難だということで、発見がおくれてしまうという状況もありますので、

この制度というか、新たに事業をしていただいて、そういうことが１件でも尐なくなる

ように、起こらないように、努めていただきたいというふうにお願いしておきます。  

  そうしたら、すいません。７３ページのところの、給食調理・洗浄業務委託料の関係

なんですけども、これについては、私は補正予算を組むとき、導入に対して反対の立場

を申しあげてきましたけども、その際に、栄養士の配置についても一定指摘といいます

か、させていただきましたけども、その当時、今たつた保育園のほうには栄養士さん１

人配置していただいて、新たにあわ保育園のほうについては、保健センターのほうも担
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当されている栄養士さんが兼務をされるという説明があったかというふうに思うんです

が、やっぱりあわ保育園については、非常に、２４０食ですかね、新たにつくっていく

という大きな規模でもあることから、本当にそういう兼務の状態がいいのかなというの

は疑問に思っているのですが、その後栄養士さんの配置については、充実をされるとい

うような考え方等はございませんかね。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 平成２３年度までは給食は委託はしてはおりませんでした。直接つくっ

てはおりましたけれども、その中では栄養士１名で対応していたところです。  

  昨年、たつた保育園を調理を委託すると同時に、やはりそういう、より一層安心安全

な給食をということで、栄養士を１人、臨時ですけれども採用させていただいて、２人

体制で行ったということですので、この２人体制ということで充実はさせていただいて

いると私どもも思っておりますので、その体制は平成２５年度も続けるということでご

理解をいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 確かに、たつた保育園で給食調理・洗浄業務を民間委託される際に、栄養士

を新たに採用するということで、一定充実はされていますけども、その今心配している

のは、あわ保育園のほうについて、保健センターの担当をしていただいている方が兼務

をされるということで、本当に両方見れるのかなという点については、非常に心配なん

ですけども、その点については、２人はいてはりますけどね、考え方としては、保健セ

ンターと兼務やということになるんですか。 

○飯髙委員長 池田副町長。 

○池田副町長 今、植村課長がご答弁させていただきましたように、あわ保育園、たつた

保育園。洗浄業務を民間委託する前は保健センターにおります栄養士が両方を見ておっ

た、こういう事実があるわけです。あとは調理員さんおられたと、各園に。 

 で、昨年からたつた保育園は民間委託しましたよと。非常に議員のほうからもいろい

ろご心配ありましたので、栄養士１人を余分に置きました。なおかつ、委託業者のほう

も栄養士が条件になっておりますので、委託業者のほうも栄養士を配置しているわけな

んですわ。そういう状況なんです。 

  そういう状況で、今度あわ保育園を民間委託すると。ですから、今それについては、

もともとの栄養士が保健センターにおりますので、もともと保育園見ていた栄養士がお

りますので、これ全然ノータッチするわけでないわけですので、これを見ていただくと。
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なおかつ、新しい業者、あわ保育園の業者についても、栄養士は当然、入札の条件に入

ってますからね、栄養士を配置するということで、相手も栄養士を配置しておるわけで

す。ただ、たつた保育園についても、当分の間栄養士を置く。町の栄養士を配置して様

子を見ようということで、軌道に乗れば、いつまでも置いておくというか、軌道に乗れ

ばですよ、業者からも栄養士がおるという、こういう事実があるわけなんですので、以

前よりは２年前よりは、より充実していると。なおかつ給食調理員さん、正職がまだ残

っておられますので、それは解雇しませんので、それもこちらにおって、当然ほかの業

務をしていただきますけども、当然食材の管理等々も携わっていただくということで、

以前よりは充実していると考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 それぞれ、委託業者のほうからも栄養士さんおられるということですが、基

本的に、今は小中学校でも１校に１人、町の栄養士さんを配置していただいてますわね。

基本的に町の栄養士さんの立てた献立のもとに給食をつくっていただいていると。  

  それについては、その業者任せにはしてませんよということで、きっちり管理してい

ただいていると。管理という言い方がいいかどうかわかりませんけども。 

  そういう考え方に基づくと、今は民間業者のほうにも栄養士さんいらっしゃいますよ

と。それはもちろん栄養士さんの視点できちっと衛生面と安全確保をして給食をつくっ

ていただくということについては必要だというふうに思いますが、子どもたちのその食

材であったりとか、献立であったりとかいうところの管理ですね、これまでも町の栄養

士さんがやっていただいていて、新たに１人ふえまして、全体的には充実をされている

ということですが、実際の子どもたちの数がどんどんとふえてきている中で、今の体制

でやっていけるのかどうか。 

この点について、今後進捗状況を見る中で、必要に応じて充実をさせていっていただ

きたいというふうに思っていますので、今そうした年度当初ではそういう考え方だとい

うふうに、私、町の認識で、町のほうはそういうふうに思っておられるというふうに私

も認識しておきます。 

○飯髙委員長 池田副町長。 

○池田副町長 まず、給食の献立ですけども、これにつきましては、もう以前から栄養士、

もう二十数年おりますので、ここは総括的にやります、献立は。ですから、あわもたつ

たも、その日によってかわるかわかりませんけれども、基本的に献立は同じ献立なんで

すわ。 
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  もともと献立をつくる栄養士は１本ですからね、保健センターにおる。これを受けて

たつた保育園の栄養士が見ていくという状況になっております。というのは、たつた保

育園は調理師さんおられますので、前からの調理師さん、こっち行ってもらってますの

で、そういう事実があるから、栄養士さんを置いたという事実がある。 

  献立は当然町の職員、栄養士が立てているということで。食材の購入についても、全

て町のほうから購入しますので、町の栄養士が責任を持って発注すると、こういう流れ

になっておりますので、そこらはご理解をいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 それともう一点ですね、実際に栄養士さんが現場で、その例えばあわ保育園

で子どもたちに給食を出して、どういうふうに食べているかなとかいう状況なんかを、

そしたら兼務している状況の中で見れるのかなという点についてはどうなんでしょうか。 

○飯髙委員長 池田副町長。 

○池田副町長 これも以前から申しましたように、２年前までは保健センターの栄養士が

１人で両方見ておって管理しておったわけです。その状況はかわりないわけです。逆に、

たつた保育園に１人置いたために、その業務が若干尐なくなった。逆に言うたらね。よ

りよく見れるということなんです。そういう事実がある。 

 ですから、ようこっちは見るけど、今はこっちも見にいきますよ、たつたも。ただ、

今度はあわを重点的に見にいってもらうということです。そうでないと、献立つくるわ

食事は見るわ、どういう状況であるかというのは、この方もう二十数年やっておられま

すので、十分経験を積んでおられますので、そこらは十分職員を信頼をしていただきた

いと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら、次に、同じ保育所関係なんですけども、広域入所の委託料も今回、

公立と私立を分けて予算計上していただいてますけども、広域入所についても、この間

ですね、今後町内の保育園に入所を希望される方も含めて、子どもさんの保育所入所の

申し込みの状況については、いろいろ町のほうとしても意識を持って確認をしていって

いただきたいというお願いもしてきましたけども、来年度については、広域入所の見込

みはどんなふうになっているんでしょうか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 今回の予算、公立で８４２万あまり、私立で８，５００万円あまり、組

ませていただいたのは、公立で１１人、それから私立で１０６人を前提として組ませて
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いただいております。ただ、ご承知のように、０歳児を入所させる場合と、例えば５歳

児を入所させる場合では、保育単価がかなり大きく違ってきます。したがいまして、現

在も受け付けをする中では、当初では１００名を超える人数が入所されるのではないか

なというふうに思っておりますけれども、予算につきましては、やはり０歳児を中心に

ませていただいておりますので、若干、現実よりは多目な形になっているということは

ご理解いただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら、今町内の保育園についても申し込みが大分ふえてきて、それは対

応していただいてますけど、やっぱり広域のほうでも数的にはふえていっているという

ふうに認識をさせていただきます。 

  あと、もう一点その保育所関係で心配になっていたんですけども、先日厚生委員会の

中でも、保育士確保のめど大体つきましたと報告していただいていたと思うんですが、

来年度入所申し込みの状況に応じて必要な保育士については、そしたらもう確保できた

というふうに理解をしていいですかね。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 そのとおりでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。 

  そしたら、同じ７３ページのところで、これも決算のときに指摘をさせていただいて

きましたけども、県の人権保育研究集会参加負担金で８，０００円あげていただいてま

す。金額的には尐ない金額かもしれませんが、そのやられている内容について、いろい

ろ問題があるんじゃないかということで指摘をさせていただいてきましたが、これ、来

年度予算でも８，０００円計上されていますが、この点について、見直しをするという

考え方はございませんか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 木澤委員、あるいは里川委員だったと思いますけれども、解放保育でイ

デオロギーが強いようなことをおっしゃっていただいております。 

  確かに、そういう部分もないとは言い切れないですけれども、しかしながら、個別の

グループワーキングなどになりますと、通常の保育の先進的な実践例を挙げての研修が

行われたりもします。また、やはり解放保育ということで、差別と戦いながら、頑張っ

ておられる保育士、あるいは幼稚園の教諭の姿というのも紹介をされているところであ
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ります。私どもも参加する職員につきましては、当然もう通常の保育士、資格を持った

保育士が参加しておりますから、その中で、自分がどこが足りないのかというところを

勉強して、いいところ、必要なところを吸収できればというふうに思っておりますので、

ことしにつきましても参加をしていきたいというふうに考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 内容によって、これだけ言うているような問題のあるものだけじゃない部分

もあるかもしれません。そういう点については、学ぶところもあるでしょうけども、た

だ、特定の団体が主催しているところにずっと行っているということに、私は問題があ

るというふうに思っていまして、いろんな保育の研究集会、あると思いますので、やは

りこうした同じところにずっと行っているということについては改善をしていっていた

だきたいと思いますので、要望しておきます。 

  ７４ページの学童保育運営費のところで、これもずっと要望させていただいてますけ

ども、時間延長について、指導員の確保等研究していただきたいと。さらに、実際に小

さい子どもさんがいて、共働きで大阪等に働きに行っていると、やっぱりどうしても今

の時間には間に合わないということで、その学童保育を諦めてしまっている方もいらっ

しゃるという声もお聞きしてますので、早急に対応していっていただきたいなというふ

うにお願いをしてきましたけども、この点については、町のほうとしてはどうお考えな

んでしょうか。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 木澤議員の一般質問でもお答えしてますように、やっぱり学童、子どもさん

はやっぱり保育所でも一緒なんですけども、時間延長しても、仮に６時半でも６時４５

分、６時５０分でもやっぱり先生は待っているわけです。時間延長になるといったらま

た今度７時にしたらええやないかと、こうなりますけども、そういうよりもやっぱりち

ょっとでも早く帰ってくるという努力をしていかなかったら、お勤めしているからとい

うよりも、やっぱり子どものことを考えれば、ちょっとでも時間をその子どもに費やし

ていくということを考えたら、私はやっぱり斑鳩町の場合は、時間を延長するよりも今

自身の時間を守っていきたいという気持ちでおりますから、以前にも申し上げたように、

当面はやっぱり続けていきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 以前もそういうふうにお答えになってますけども、当然子どもさんと一緒に

いる時間をつくりたいという、親御さんにしてもそうですし、第三者から見てもそのほ
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うがいいという思いは当然わかるんです。 

ただ、今の社会状況の下で、いろんな働き方、そら定時に終わって帰ってこれるよう

な働き方ができたらいいですけども、そうできない状況がありますのでね、だからそう

いう人たちもきちっと働けるように、行政として、保育の充実、保育に欠ける子に対す

る充実施策を図っていくべきじゃないかなと。だからその早く帰ってくる努力はしてい

ただいても、物理的にできない人たちに対して、そうした行政が支援をしていく必要が

あるんじゃないかなというふうに思っています。 

  だから、ちょっと町長、お答えいただいていますけども、それをしたくてもできない

人たちにどうその保育の充実をしていくのかという点で要望させていただいていますの

でね、その点についてはご理解いただきたいと思います。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 木澤議員は木澤議員の立場でおっしゃいますけども、我々はやっぱりそのお

母さんも仮に勤めに行く場合は、子どもの時間を見計らってやっぱり勤めているわけで

す。ただやっぱりちょっと時間が延長していくということになってくると、やっぱり子

どもの面倒を見られない。そういう観点に立っていかなかったら、これは私はできない

と思います。 

  何ぼでも、これ大阪に勤めているどうやということよりも、やっぱり子どもさんが大

事であれば、自分の子どもさんですから、そういうことをやっぱり十分理解をしてなか

ったら、何ぼでも時間延長してということで、それでええというよりも、国の施策でも

結局子ども手当とかあるいはそういう、今児童手当とか、そういうものになってますけ

ども、やっぱり３歳まで１万５，０００円もらえるわけですから、そういうことも踏ま

えて十分考えていかなかったら、やっぱり就職、仕事をするから、その時間がおくれる

とかいうんじゃなしに、やっぱりその時間に帰ってくる努力をするということをしなか

ったら、私はせめて中学ぐらいまでそういう努力をされたらいいわけですから、私はそ

ういう気持ちでおりますから。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうですね。ずっとかみ合わない議論になってしまっているかなというふう

に思うんですが、やっぱり、今、斑鳩町としても、男女共同参画とか女性の社会進出な

んかも応援していけるような社会状況をつくっていこうと努力もされてきていますし、

社会全体もそういう方向にいこうとはしていますけども、残念ながら、まだやっぱりそ

れがきちっと、子どもさんを持っているご家庭で、例えば女性が自分の思いで働きたい
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というてなかなか働けない。 

  今、特に就職するのが大変だという中で、子どもがいるから早く帰りたいということ

をなかなか会社のほうにも言えないというような状況もあると思うんです。どんどん社

会がいろいろそうした子育てをしながら働くということにもっともっと理解を深めて施

策等が充実してくると、企業のほうについても育児にきちっと時間を確保できるような

考え方、また体制というのが広がってくればですね、今町長がおっしゃっているような

ことができるようになるかもしれませんし、そうしていかなければいけないと思います

けども、残念ながらやっぱり今の社会状況では困難な状況があると思いますので、その

点については理解していただいて、この学童保育の時間延長についても充実を図ってい

ただきたいというふうに思いますので、もう要望しておきます。 

○飯髙委員長 ほかにございませんか。木田委員。 

○木田委員 住民生活部に関係する中で、いろいろと公共施設というものがありますねん

けど、そのほかにも、ほかの部署の公共施設かなりありますねけど、その中に、自動体

外式除細動器使用料というものが、これ何か所にも出てきてますねけども、これはどこ

のなにも皆同じ機種で契約しておられるんですかな。 

  大体１台年間１万５，０００円いうことなんですねんけども、生き生きプラザのほう

のなにでは、２台で２万７，０００円ということは、１台１万３，５００円ということ

で、やっぱり１台について１，５００円ということは、これ町内で大分設置されておる

と思いますので、その使用料についてですね、一括して、同じ機種やったらですよ、一

括して同時に入札しはったら、それだけお金浮いてくるの違うかなと思いますねんけど

も、その点について、今までどういうふうにしてこられたかをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○飯髙委員長 課長。 

○ 企画財政課長 自動体外式除細動器、いわゆるＡＥＤの導入状況につきましては、

現在、役場庁舎、いかるがホール、保育園、老人憩の家、ふれあい交流センターいきい

きの里、生き生きプラザ斑鳩、幼稚園、小中学校、公民館、町民プール、中央体育館、

斑鳩文化財センター、法隆寺ｉセンターで順次導入を進めてまいりまして、２４年度に

健民運動場に係る分として体育館のほうに設置させていただいているところでございま

して、現在２５台となっているところでございます。 

  これらの導入に当たりましては、順次導入を進めてきたことから、大体一律の使用料

とはなっておりますが、若干施設によりましては、かわっている部分もございます。  
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  １台当たりの年間使用料は６万円程度で、全体で３１万６，０００円を計上させてい

ただいているところでございます。 

  また、導入の時期が違いましたことから、リース期間は若干それぞれ前後しておりま

すので、それぞれリースが切れた時点で新たなリース、あるいは再リースをかけている

ところでございます。 

  以上です。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 今の課長、１台につき年間６万円て言わはったけど、ずっとこれ見とったら、

１台大体１万５，０００円となっているんやけど、これはどういうふうに違うんかな。  

○飯髙委員長 課長。 

企画財政課長 ただいま申しましたとおり、再リースがかかりますと、金額が極端

に減りますので、そういった部分で１万円台のところもございますということでござい

ます。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 そしたら、生き生きプラザ斑鳩は、１台で３万円ということなんですかな。

老人憩の家はあれ２か所で３万円てなってますやろ。それらにしたら、まあ生き生きプ

ラザのほう新しいけども、老人憩の家のほうやったら、１万５，０００円というような

形ですけど。 

○飯髙委員長 課長。 

巻企画財政課長 憩の家等につきましては、平成２５年の６月３０日で一旦リースが

切れますので、その後再リースとなりますので、若干個々施設によってその単価といい

ますか、リースの部分の単価料金については、年度間でも変更があるというふうにご理

解願いたいと思います。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 そしたら、最初に言うたけど、それ同じ会社のリースなんですかな、機械と

いうんか。それはもう同じ会社の機種でよろしいんかな。 

○飯髙委員長 財政課長。 

○ 企画財政課長 同じメーカーのものを現在、使用させていただいているところでご

ざいます。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 できるだけね、同じ機械で同じメーカーの機械やったら、その差異が余り出
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ないように、その値段を交渉していただきたいなと。あまり大して違わんと思うねんけ

ども、そういうとこをね、研究していただきたいなというふうに要望しておきます。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  伴委員。 

○伴委員 ５９ページの２８節の繰出金の一番下の、これ国保のとこで聞こうと思ってた

んですが、ここで数字が載ってますので、ここでお聞きしたいと思います。 

  これ昨年度予算からも約３００万強ふえてきている。これはたしか国民健康保険から

介護納付金分をたしか法定外で出していただいていると、こう認識してますねんけど、

非常に２、３年前に比べるとここ１、２年でふえてきていると。今後も非常に心配する

んですが、そのあたり、どのように思っておられるか、ちょっとお聞きします。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 国民健康保険の繰り出しということで、ご存じのように、国民健康

保険につきましては、一般会計とは違いまして、収入に応じて支出を抑制することはで

きませんで、支出に合わせて予算を組むと。その場合、どうしても医療費が増加する場

合、保険税の値上げか、そうか一般会計からの繰り入れによって補うことになりますけ

ども、被保険者の負担になります保険税の値上げには限度があります、当然。そのため、

どうしても一般会計からの繰り入れとかに頼らざるを得ないのが全国の市町村の現実で

ございます。 

  斑鳩の場合も、法定内の繰り入れいうことで、職員給与費や出産育児一時金、また低

所得者の保険基盤安定繰出金などの法定の繰り出し以外に、先ほど伴委員がおっしゃい

ましたように、介護納付金と介護納付金の課税分に係る調定額との差の赤字分を補填す

るために、介護保険の制度上で生まれた赤字を補填するために、平成２０年度から繰り

出しをしていただいておりまして、平成２０年度では、平成１２年度から１８年度分ま

での赤字分約９，３５５万円、そして２１年度では１９年度の赤字分２，１４７万円、

そして２２年度では平成２０年度の赤字分１，２９２万円、そして２３年度では平成２

１年度の赤字分１，２０７万円を繰り出しまして、平成２４年度では平成２２年度の赤

字分１，６１７万円ですか、予算を計上しておりまして、今回新年度では平成２３年度

の赤字分１，９８４万９，０００円を計上しておりまして、この赤字補填につきまして

は、当分続くものと考えておりますけれども、また委員会でもご報告いたしますけども、

２７年度の県単一化の、広域化いう問題がございますので、その時点では介護納付金の

赤字分、収支とんとんに持っていくという財政状況を見ておりますので、県のほうでは、
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その分はなくなるとは考えておりますけれども。以上でございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 確かに広域化がどんな形になっていくのかいうのはあると思いますが、確かに

そこでこれが解消されるのではないかというような答弁でしてんけど、これ大体、今回

のやつでしたら、これ２３年度分の赤字がこの金額になっていると、今の説明でしたら。

ということはもう大体この次年度も大体これぐらいになるんじゃないかなというような

ことは、今のところ出てきてないわけでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 この繰り出しにつきましては、当然前々年度の赤字分を補填すると

いうことになっておりますので、大体尐し多い目の、当然次の年度も出てくると予想し

ております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 どうしてもこれ仕方ないといいますか、その保険税との関係、それを上げない

限り仕方ないというのは認識はしているんですが、非常に私もちょっとこれは注視して、

今後の推移を見たいと思います。わかりました。 

  次に、６２ページ、２０節の扶助費の子ども医療助成金、これ私毎年ちょっと予算委

員会で質問させていただいているんですが、これちょっと今年度のというか２５年度の

わからないのは、昨年の予算なんかを見ますと、医療費の助成金、上の段ですね、は、

９，５００万円になっておりまして、そのうちの町単独事業費は同じこれ５，８９０万

ですか、これは同じ金額だったんですわ。 

  今回はこれ、９，９７０万というような形、これはこう連動してきているものでもな

いわけですか。ちょっと教えてください。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 下のうち単独事業費いうことで、この差額につきましては、県の補

助金が０歳から就学前につきましては、県の補助金２分の１つきますので、その補助金

がございます。その関係で、こういう数字になっております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 大体ここへ来て、こう横ばいの、町単独の事業は横ばいになっておるのかなと

いうようには思うんですが、非常にやっぱりこれ金額が多いので、昨年の予算委員会で

も申しましたけど、やっぱりどこかで一部負担ということも求めていく時期が来るんじ

ゃないかなというように思いますので、その辺、また考えていただきたいと思います。  



－ 25 － 

  次に、６３ページの、障害福祉費の８節の報償費、この医師の謝金というの、これた

しか新しいやつやと思いますけど、これは何ですかな。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 ２５年から権限移譲で市町村が新しく始めます育成医療、先ほどの質問

者の中にもありましたけども、育成医療で１８歳未満の子どもさんの健康保険を除く自

己負担分を助成させていただくという制度です。 

  これは、特定の障害児の方のその障害に係る部分の治療費だけに適用しますので、そ

の障害児を特定しなければならないんです。こういう障害の方ですよという条件がある

わけですけれども、それを医師の診断書をもって、提出していただいて、その方がこの

育成医療に該当するかどうかを医学的判断をしなければならないということになってお

りますので、町医師会にご協力を求めまして、その判定をしていただこうということで、

その判定の謝金ということでございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 今の回答で大体理解できました。 

  その次に、６５ページの１９節負担金補助及び交付金の中の、下から２段目の地域活

動支援センター入所負担金が、これが半額以下に、今年度の２５年度の予算なっておる

んですが、これは何でですかな。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 この地域活動支援センターといいますのは、その運営の経費につきまし

ては、原則として、地元の市町村が、そのセンターが所在している市町村が委託料とい

う形でお金を出すわけです。ところが、その施設の中に、他の市町村の方が入ると、そ

れを分担金としていただくということになります。そこで、この今回の４８万４，００

０円につきましては、郡山市にありますその一つの施設に、私ども４人現在入っており

ますので、その方の負担金でございます。 

  過去には、同じ郡山市の事業所や、また奈良の事業所、別の事業所にも人が入ってお

りましたので、その部分の負担金も予算として計上していたものですけれども、実情に

あわせて、今回減らさせていただいております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 ようわかりました。 

  次、７１ページの、これ１３節委託料の下から２番目、子ども・子育て支援事業計画

策定業務委託料、これも新しいと思いますねんけど、これどういうとこにこれ委託され
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て、どういう計画を考えておられるのか、ちょっと教えてください。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 昨年の子ども・子育て関連三法の改正によりまして、まだ法律の施行日

が決まってはいないんですけれども、恐らく、平成２７年度ぐらいに新しい仕組みでこ

の子育て施策をやっていかなければならないと。特に例えば代表的なもので言いますと、

幼保一体型の認定子ども園でありますとか、それから、その支援を受けるために認定制

度を取り入れるとか、そういうような全く新しいシステムが行われます。そのためには、

その子ども・子育て支援法の中で、市町村におけます、こういう子ども・子育て支援事

業計画を作成するよう努めなければならないということで、努力義務が課されておりま

す。 

  努力義務とはいいましても、当然事業を進めていく上では、何がしかの計画に基づい

てやっていかなければなりませんので、私どももその計画をつくろうと思いますけれど

も、そのつくる前段階といたしまして、本町におきます、そういう子ども・子育て施策

に関するニーズについて調査をしていこうというふうに思っております。 

  この子ども・子育て支援事業計画は、先ほど言いましたように、まだ施行前の法律な

んですが、法律で計画をつくるよう努力しなければならないとはなっているものの、そ

の内容等につきましては、今後、国の基本指針が定められて、例えば奈良県は奈良県、

市町村は市町村の計画を立てていくということになっておりますので、その中身につき

ましては、平成２５年度に入ってから、こういうような内容であるとか、それからこう

いうニーズ調査をするべきだとかいうことが国または県から提示されるというふうに聞

いておりますので、内容はわかりませんけれども、こういう計画を立てる、まずは検討

調査をしていこうというのが今回の予算であります。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 おぼろげながらの状況やけど、進めていかなあかんのやというような回答やっ

たと思います。この委託料は、これはそれなら国とか県が持ってくれはるような格好で

すか。 

○飯髙委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 この事業につきましては、国の緊急雇用創出事業補助金を活用して実

施するということでございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 最後に、７４ページの学童保育ですが、これは同僚議員からも質疑がありまし
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たけど、私のほうからは、これいつもこれ思いますねんけど、下校時、どういうような

感じで帰っておられるのか、特に日が短い時期、非常に心配してますんやけど、その実

態いうのはどんな感じですねやろ。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 学童保育の保護者会との話によりまして、例えば５時前後までであれば、

日が明るい段階では子どもさんを帰らせるということにはなっておりますが、しかし、

日が暮れてきて、子どもさん一人で帰すというのは防犯上よくないという場合には、町

長の答弁にもあったと思いますけれども、保護者の方が迎えにこられるまで、学童保育

でお預かりをさせていただいているというのが現状でございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 保護者の方で、ご近所のお子さんといいますか、も一緒に車等で迎えに来られ

るというように思っておったらいいわけですか、時間が遅くなった場合ですね。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 保護者がどうしても来られない場合には、例えば小学校や中学生のお兄

さんやお姉さんが迎えにきたりする場合もありますし、明らかに素性がはっきりしてい

るといいますか、保護者も同意をされているという形の中では、友達と一緒に友達の保

護者の方と一緒に帰るというようなことも現実にはございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 非常にやっぱり下校時というのは心配なんですね。ちょっと時間延長のそうい

うような意見も同僚議員から出ましたが、これ、もし遅くなっていけば、そのお姉ちゃ

ん、お兄ちゃんというような形も難しくなると。そういうような形にならざるを得ん。

そういった場合、非常に親子のふれあいの時間と、またそういうような迎えに行く、そ

の辺の難しさいうのはやっぱりあるって考えていいわけですか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 もちろん、仮に時間が延長されて夜遅く帰られるとなれば、子どもさん

だけとか、先ほど言いましたように、お兄さん、お姉さんと一緒に帰るということ自身

も危険ですので、当然その辺は考えていかなければならないと思います。 

  ただ、時間延長につきましては、よく８時とかいうようなお声も聞くわけですけれど

も、子どもさんの夕食をどうするのかとかいうこともありますので、できる限り保護者

の方には、時間内あるいは時間を過ぎてもできるだけ早く、保護者の方が迎えに来てい

ただけるというのがベストだというふうには考えているわけです。 
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○飯髙委員長 私から一点なんですけども、先ほど伴委員からも質問ございました、子ど

も・子育て支援事業計画ということで、課長は一定の答弁をされているわけですけど、

そのとおりの方向でしかの答弁されないという今の現状だと思うんです。 

  これ、県においても、国から県において、子ども・子育て会議ということでね、設置、

県においては設置され、市町村においては、その努力義務という形でも示されているん

ですけども、その会議について、どういうふうに考えられているのか、お聞きしたいと

思います。 

  植村福祉課長。 

○植村福祉課長 おっしゃいましたように、県におきましては、この２月議会ですか、条

例案が出て、会議が設置されるやに聞いております。ただ、先ほども申しましたように、

法律の施行日がまだ確定していないということが１点と、それから同様の子育て支援に

関します次世代育成計画に関します協議会も現在現存中でございます。 

  ですから、その辺の兼ね合い等はありますけれども、例えばその次世代育成計画の協

議会で、まずは計画の策定をしていくというのも一つの方法であろうし、あるいはそう

いう市町村版の子ども・子育て会議をつくって、次世代と並行して進めるのも一つの方

法だろうと思っています、 

  そのどちらがいいのかということについては、今の段階で、ちょっと何回も繰りかえ

しますが、施行日が決まっていない段階で決定するのは時期的には尚早かなというふう

な思いがありましたので、まずは計画だけの予算を今回お願いして、平成２６年度には

一定の方向を示して計画を策定する協議会等の設置については考えていきたいというふ

うに思っております。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 老人憩の家なんですねんけども、きのうも４時過ぎに救急車が来て、王寺方

面へ搬送されたというなにがあると思いますねけども、やはり、できたときは６０歳か

らということで出発してますねんけども、だんだんとこう高齢化になってきて、そして

また血圧の高い人も結構いてはるいうことで、長湯しはったりしたらそんなんで影響受

けて、年、最低２回は救急車が来る状況になっていると思いますねんけど、そういう報

告が上がっているのかどうか知らんねんけども、とにかくそういう状況になってきてる

からね、年いってきたら、自分で健康管理はしなければならないんですねんけども、や

っぱりこう長湯するいうことはあまり体にはええことないと思いますのでね、そういう

ことを啓発というんですか、何かそういうあそこに何か額か何かに書いて置いてあるけ
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ども、掛けてあるけど、そんなん誰も皆見てはらへんと思うからね、やっぱりそういう

ことも啓発していかなければ、何かこう事故あったら、町の責任にされてしまうような

ことになってもいかんからね、やっぱり８０とか８０超えた人とかも来られるいう状況

の中で、そういうことも考えていかないかんのではないかなと思いますねんけど、そう

いう報告というんですか、そんなんはもうきのうのことやから、もうきょうには上がっ

ていると思いますねんけど、どうでしょうね。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 きのうのことにつきましては、担当のほうにはあがっているとは思うん

ですけれども、私ちょっと朝からばたばたとしていたもので、実際のところは聞いては

おりません。ただ、管理人は、今お風呂に入っておられる方が誰かということにつきま

しては、名簿等でチェックいたしておりまして、あまり長湯になりますと、もしお一人

でお風呂に入っておられると、お風呂で倒れておられるという可能性もありますので、

そのことについては、時間を十分気にしながら、ある程度、十数分たってくると、管理

人がチェックしにいくという態勢をとっています。 

  また、正職員の管理人は男性ですけれども、それ以外に、シルバー人材センターのほ

うに委託した女性のそういう管理者も雇っておりますので、女性につきましても、そう

いう態勢をとっております。 

  十分管理人に対しまして、一層注意の啓発をするとともに、万一あったときにも迅速

に対応させていただくよう、努めさせていただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 それと、東の憩の家へ入るとこの看板がもう下に落ちてしまっているような

状況でね、この町の施設やから、そういうこともきちっと管理していかないかんのでは

ないんかなと思いますねんけど、やっぱり事故はあってはいかんし、またその施設自体

が町民に安心して利用していただけるような施設でなかったらいかんと思うので、その

看板等についても、またちゃんとしたものをつくりかえるのか、あるいはそのまままた

そこ今落ちているやつをそこへひっつけるのかね、何かそういうこともきちんきちんと

やっていってもらいたいなと思いますので、今後ともそういう管理については、よろし

くお願いしたいと思います。 

○飯髙委員長 ほかにございませんか。木澤委員。 

○木澤委員 一点だけ、すみません。先ほど、伴委員のほうから、子ども医療費の一部負

担導入について要望を出されてましたけども、私は、できたら今一部負担なくしてやっ
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ていただいていて、非常に保護者の皆さんからも喜ばれているし、町の子育て支援策と

しては非常に効果的な取り組みだなと。町外からも子育て世代の方がいろいろ越してき

ていただいているというのも、やっぱり斑鳩町のこうした施策を評価していただいて、

実際に来ていただいている状況だと思いますので、私のほうの要望としては、一部負担

はなくして、ずっとこのままいっていただきたいというふうにお願いしておきたいと思

います。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、これをもって第３款民生費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  ここで、１０時５０分まで休憩いたします。 

（午前１０時２９分 休憩） 

（午前１０時５０分 再開） 

○飯髙委員長 それでは、再開いたします。 

次に、第４款衛生費について説明を求めます。 

 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第４款衛生費につきまして、ご説明を申しあげます。 

  予算書の１３ページをお開きをいただきたいと思います。 

第４款の衛生費全体につきましては、新年度は１１億８，６９９万１，０００円の計

上となっております。前年度と比較いたしまして９，１６９万３，０００円、８．４％

の増となっております。 

  それでは、各科目ごとにご説明を申しあげます。座って説明させていただきます。 

 まず、予算書の７５ページから７７ページでございます。 

第１目の保健衛生総務費についてでございます。新年度は、１億４，０８３万９，０

００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして１，４１０万１，０００円、

９．１％の減となっております。 

 予算の財源内訳は、その他で７２万９，０００円、一般財源で１億４，０１１万円と

なっております。職員の人件費関係として１億１０１万３，０００円、王寺周辺広域休

日応急診療施設組合交付金・分担金として２，００６万１，０００円、西和衛生試験セ

ンター組合分担金として１，６１９万円の計上が主なものでございます。 

  次に、７７ページから７８ページにかけての第２目感染症予防費についてでございま
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す。新年度は８，４１７万８，０００円を計上いたしております。前年度予算と比較し

まして９９３万２，０００円、１０．６％の減となっております。予算の財源でござい

ますが、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防接種に係ります補助金を前年

度まで県補助金として受け入れをしておりましたが、新年度からは普通交付税措置とな

ることから、すべて一般財源となっております。 

また、感染症予防として、日常生活の中で、基本的な手洗いの励行はもとより、抵抗

力をつけるための栄養・休養の取り方などの正しい知識の普及・啓発を行うとともに、

感染症に対する情報提供や迅速な対応を引き続き行ってまいります。 

次に、７８ページから７９ページにかけまして、第３目母子衛生費でございます。新

年度は３，０５５万５，０００円を計上いたしております。前年度と比較して８０万９，

０００円、２．６％の減となっております。予算の財源内訳は、県支出金で４５万円、

その他で６，０００円、一般財源で３，００９万９，０００円となっております。 

妊婦一般健康診査の健診費用に対する補助金を前年度まで県補助金として受け入れを

しておりましたが、新年度からは普通交付税措置となることから、一般財源となってお

ります。 

 一般不妊治療・不育治療費の助成につきましては、昨年度に引き続き実施をいたしま

す。妊婦一般健康診査の公費負担を引き続き１５回助成し、自らの健康管理に留意し、

安心して出産に臨むことができるよう支援してまいりたいと考えております。  

また、新年度より、妊婦歯周疾患検診を町単独事業として実施をいたします。 

妊婦の歯周病は、早産や低体重児の危険性が高まることから、これらを予防するため

実施し、その費用につきましては、県と町歯科医師会の協力により、町の負担はござい

ません。 

また、平成２４年度まで奈良県が実施主体となっておりました未熟児訪問について、

県の権限移譲によりまして、新年度より町で未熟児訪問指導を行います。 

次に、７９ページから８０ページにかけての、第４目健康増進事業費であります。新

年度は４，０３３万３，０００円を計上いたしております。前年度と比較して３５９万

８，０００円、９．８％の増となっております。 

乳がん・子宮がん検診が２年に１回の検診となっており、新年度は受診者が多い年と

なっていること、それから高齢者健康診査において、対象者が増えたこと及び検査項目

に貧血検査と心電図を基本項目に追加し、委託料が前年度より増えたことが主な要因で

ございます。予算の財源内訳は、国県支出金が２７０万９，０００円、その他９６１万
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５，０００円、一般財源２，８００万９，０００円となっております。 

住民皆様が健やかに心豊かに生活できる活力あるまちづくりを目指し、本年に策定い

たしました第２期の斑鳩町健康増進計画に基づき、生活習慣病の発症や重症化予防など

に取り組み、健康寿命を伸ばすことを目指してまいります。 

また、引き続き女性特有の乳がん・子宮がん及び大腸がんの検診の節目の対象者に対

して、無料クーポン券を発行し、受診率の向上に努めてまいります。 

次に、８０ページ、第５目の狂犬病予防費でございます。新年度は３５万５，０００

円を計上いたしております。前年度と比較して２万２，０００円、５．８％の減となっ

ております。予算の財源内訳は、全てその他でございます。 

依然として犬の散歩時などのふん放置や放し飼いなど、ペットの飼い主のモラルが問

われておりますが、狂犬病予防集合注射の会場を初めさまざまな機会を通じまして、マ

ナー向上に向けての啓発に努めてまいります。 

次に、８０ページから８１ページ、第６目の火葬場費でございます。新年度は２，５

８２万１，０００円を計上いたしております。前年度と比較して４９０万２，０００円、

２３．４％の増でございます。予算の財源内訳につきましては、その他で３９８万３，

０００円、一般財源で２，１８３万８，０００円となっております。 

引き続き、良好な稼働、運営を心がけてまいりますとともに、周辺地域の環境整備に

努めてまいります。 

次に、８１ページから８２ページ、第７目環境対策費でございます。新年度は７７９

万５，０００円を計上いたしております。前年度と比較して５３３万２，０００円、２

１６．５％の増でございます。予算の財源内訳といたしまして、国庫支出金として２５

万円、その他で２７万８，０００円、一般財源で７２６万７，０００円でございます。 

地球温暖化対策といたしまして、再生可能エネルギーの普及を促進し、温室効果ガス

の削減を図るため、新年度から家庭用太陽光発電システムを設置する世帯に対し、設置

費用の一部を補助するため、５００万円を計上いたしております。 

また、昨年設立されました、斑鳩町地球温暖化対策地域協議会が取り組む、地域にお

ける温室効果ガスの排出抑制に向けた自主的・自発的な活動に対して支援をしてまいり

ます。 

次に、８２ページ、第２項清掃費、第１目清掃総務費でございます。新年度は１，５

８１万円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして１８５万６，０００円、

１３．３％の増でございます。職員の人件費の増が主な理由でございます。予算の財源
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内訳といたしまして、その他で９１万８，０００円、一般財源で１，４８９万２，００

０円でございます。 

ポイ捨て対策として、住民や観光客、ドライバーに対して、ポイ捨て禁止を呼びかけ

る広報やパレードなどの啓発を行う、ポイ捨て禁止啓発キャンペーンを昨年に引き続き

実施することとし、必要となる啓発用物品等の消耗品費を計上いたしております。 

また、いかるがの里クリーンキャンペーンとして、町内一斉清掃を実施するとともに、

美化活動を通じて、地域のつながりを深め、一体となって美化意識の向上を図ることを

目的とした自治会内美化キャンペーンを新年度も実施することといたしており、土砂等

の処理手数料として１６８万９，０００円を計上しているところでございます。 

次に、８２ページから８６ページにかけましての第２目塵芥処理費でございます。新

年度予算は７億１，７２３万６，０００円を計上いたしております。前年度と比較いた

しまして１億２３４万２，０００円、１６．６％の増となっております。 

可燃ごみの委託処理への移行によります積みかえ施設の整備事業や衛生処理場焼却棟

の解体撤去工事などが主な増額の理由でございます。 

予算の財源内訳といたしましては、地方債で２億１，１９０万円、その他で５，６４

３万８，０００円、一般財源で４億４，８８９万８，０００円でございます。 

可燃ごみの委託処理に伴いまして、可燃ごみを初め資源物等の積みかえ、運搬の効率

化を図るため、可燃ごみ積みかえ施設整備事業を平成２４年度からの２か年継続事業と

して実施をしておりまして、新年度中の完成を目指してまいります。 

そのための工事施工監理業務委託料として３７２万８，０００円、工事請負費として、

２億２，２４６万９，０００円を計上いたしております。 

また、衛生処理場の焼却棟解体撤去工事を新年度から３か年継続事業として実施する

こととし、その工事施工監理業務委託料として８０万円、工事請負費として２，０００

万円を計上いたしております。 

次に、可燃ごみの約３割と言われている生ごみの減量化を促進するため、生ごみ分別

収集モデル事業のさらなる拡充を図るとともに、生ごみの自家処理による減量化を促進

するため、生ごみ処理機等を設置し、処理を行う世帯に対する奨励金制度の充実を図る

こととしており、その奨励金として１２２万円を計上いたしております。 

また、町のイベントなどで「ありがとうき（陶器）市」を引き続き開催するとともに、

割れるなどして再利用できなかった陶器類・ガラス食器をリサイクル処理することとし、

その処理業務委託料として８２万５，０００円を計上いたしております。 
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また、可燃ごみの詳細な組成を知り、さらなる分別や再資源化の推進に役立てるため、

ごみ質検査を実施することとしており、その調査委託料として７８万３，０００円を計

上いたしております。 

さらに、バイオマス利活用の推進といたしまして、剪定枝葉・草類リサイクル業務委

託料として１，８９６万４，０００円、生ごみの堆肥化業務委託料として６３５万４，

０００円をそれぞれ計上するとともに、資源物集団回収事業の奨励金として８１１万４，

０００円を計上し、ごみ減量化・再資源化のさらなる推進を図ることとしております。 

なお、平成２０年度より、可燃ごみ、ビン類・缶類、ペットボトル、有害・危険なご

みの一部地域につきましては、業者委託により収集を行ってきたところでございますが、

生ごみ分別収集モデル事業の拡充とともに、その他プラスチック類、剪定枝葉・草類の

収集量増加に伴います収集体制の充実を図るため、新年度より、可燃ごみにつきまして

は、町全域の収集を業者委託することとしており、ごみ収集業務委託料として１，４５

０万円を計上いたしております。 

次に、資源物、廃棄物の処理でございます。廃棄物の処理委託料といたしまして１億

６，９０６万３，０００円を計上いたしており、うち、可燃ごみの処理委託料は１億４，

０７０万円の計上となっております。 

また、ビン類・缶類、その他プラスチック類などの資源物のリサイクル処理委託料と

して２，３０６万６，０００円を計上いたしているところでございます。 

なお、衛生処理場の周辺対策につきましては、新たな補償要望は受けておりませんが、

これまで出された要望の未実施分について対応することといたしております。 

次に、８６ページから８８ページの第３目し尿処理費でございます。新年度予算額は

１億２，４０６万９，０００円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして１

４７万３，０００円、１．２％の減でございます。予算の財源内訳は、国県支出金で５

１３万６，０００円、その他で６８７万５，０００円、一般財源で１億１，２０５万８，

０００円でございます。 

新年度におきましても、鳩水園の設備機器の補修を計画的に進め、安全かつ良好な稼

働に努め、当該施設の適切な維持管理並びに運営を行っていくこととしております。  

また、河川の水質汚濁防止を目的としております浄化槽設置者に対します助成につき

ましても引き続き行うとともに、浄化槽設置者に対し、適正な維持管理が行われますよ

う、さまざまな機会を活用して、啓発に努めてまいりたいと考えております。 

以上で、第４款衛生費の予算の説明とさせていただきます。 
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何とぞ、よろしくご審議をいただきますようお願いを申しあげます。 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第４款衛生費について質疑をお受けいたします。 

  木澤委員。 

○木澤委員 ７６ページのところに、賃金のところで、歯科衛生士賃金というのが去年は

これなかったと思うんですが、これはどういうものですか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 これは食でしっかり噛もう、しっかり磨こうということで就園前の

子どもさん、だいたい３歳児を対象に歯の教室を行うこととして予算をあげさせていた

だいております。平成２４年度前年度は、予算で１０分の１０補助金、県からの補助金

ということで、県のモデル事業としてあげさせていただいておりましたので、前年はゼ

ロ、ことしは１万円という形で上がっております。 

  例えば同ページの報償費、食育講演会講師謝金とか、あと７９ページの歯の健康教室、

健康づくり講演会講師謝金等も同じように前年度２４年度はゼロでございましたが、こ

れは前年度は県モデル事業として補助金を充てておりました。それがことし２４年度ま

でということで、２５年度から予算をこういう形であげさせていただいたところでござ

います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。これまでもやっていた事業で、県の補助金が終わったので、

引き続き町も予算計上して続けていくというふうに理解しておきます。 

  続いて、７７ページの王寺周辺広域休日応急診療施設組合負担金ですね。これ若干ふ

えているんですけども、この増の理由は何ですかね。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 王寺周辺広域休日応急診療施設組合におきましては、経費の節減に

は努めていただいておりますが、昨年度より、この分担金が約２０万円ほど増となって

おります。これにつきましては、平成２４年度の年末年始、それと２５年度年末年始な

んですけども、比較しますと、３日多くなっていると。それと平日１年間通じても１日

多くなっているということ、また、退職手当組合で負担金が１６％から２３％になると

か、そういったもろもろの理由によりまして、若干の分担金が上がっているところでご

ざいます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。大きな変動ではないということですね。 
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  そうしましたら、次に７７ページの委託料の日本脳炎予防接種委託料、これ金額が半

分ぐらいですかね、大きく減ってきておるんですけども、これはどういった理由でしょ

うか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 平成２４年度は、国におきまして、積極的勧奨を差し控えていたと

いうことで、接種できなかったものは経過的措置といたしまして、２０歳未満まで接種

できるということがございました。 

  そういったことから、そういった方たちの分も予算計上させていただいたということ

で、２５年度は今年度積極的勧奨を行う３歳児、小学校１年、２年生を基本として、委

託料をあげさせていただいております。 

  それと、委託料の金額なんですけども、広域の医師会の先生との話し合いの中で、例

えば１期７歳半までの分ですけども、平成２４年度は８，８３０円だったのが平成２５

年度は７，００９円と、１，８２１円安くなっております。 

  それと第２期６，７８０円が６，２１０円と、５７０円の減となったことから、昨年

度より６３０万あまりの減の８４０万円を予算計上させていただいているところでござ

います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうした接種単価の引き下げ等があったというのと、昨年度対象２０歳まで

上げていただいて、実績的にはどれぐらい来はったんでしょうか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 一応経過措置ということで、予算上は６５０人あげておりましたが、

実質１月末では３０人あまりということでございましたので、そういったものを勘案す

る中で、２５年度予算を計上させていただいたところでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 実績に応じて予算を組んでいただくのは、それはそれでいいと思うんですけ

ども、積極的勧奨していなかった時期に受けておられない方というのが、こうして対象

を広げて、それでも受けにこられてない、漏れているような状況なんかというのは、き

ちっと本人さんにお知らせは届いている状況なんでしょうかね。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 この日本脳炎予防接種に限らず、他の予防接種につきましては、当

然接種率を上げて、たくさん受けていただかないと効果がないということもありますし、
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定期ということなので、受けていただく時期も決まっております。そういったことから、

個別通知をさせていただいて、接種勧奨に努めているところでございます。  

  広報でも当然広報はさせていただいてますけども、個別通知もさせていただいており

ます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。今課長もおっしゃっていただいたように、できるだけ多くの

方に受けていただくことでより効果的な取り組みになるということですので、引き続き

受ける受けはらへんは本人さんの決めはることですけども、案内については十分してい

ただきますように、お願いをしておきます。 

  そしたら、７９ページの妊婦一般健康診査委託料ということで、今回新たに歯科検診

もしていただけるということで説明もいただいてますけども、費用面について、町の負

担はありませんよと。県のほうと医師会のほうとで負担していただくということで、一

定説明いただいてますが、これはどういう形でその費用が出ているのか。今後について

は、どうなのかというのもお尋ねしておきたいと思います。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 県医師会、町医師会の先生のほうから、妊婦さんの歯周病につきま

しては、早産あるいは低出生体重児の危険率が高くなるということで、こういった妊婦

さんの検診をする意義の重要性について、そういう話はございました。 

  そういった中で、県医師会のほうで１年目につきましては、この検診費用につきまし

ては、全て県歯科医師会のほうで持っていただいてするということで、２年目からは町

単独で事業を継続してほしいという話がございまして、そういったことから、ことしに

つきましては費用はございませんけども、内容的には町がやっている歯周疾患検診がご

ざいますけども、それと同じ内容の検診を行うということでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。初年度だけは費用は要らないと。２年目以降は費用を計上し

てやっていくということで。この歯周疾患が胎児に影響があるというのは、私も初めて

聞きまして、そういう取り組みについては、安全に子どもさんを生んでいただくために

も必要だと思いますので、それは理解しておきたいと思います。 

  そしたら、次に、同じ７９ページの負担金のところで、一般不妊治療助成金と不育治

療助成金を計上していただいてますけども、昨年度と比べると、それぞれ予算が半額に

なっていますが、これは実績的にはどんなふうになっていますかね。 
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○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 現時点では、不妊治療として８件申請がございます。そういったこ

とから、次年度、２５年度の予算につきましては、そういったことに関して、２４年度

と若干予算は尐な目には組んでおりますけども、これにつきましては、必要が生じた場

合には、足らなくなった場合にはその予算措置については、また講じるようお願いして

まいりたいというふうに考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 これ、昨年度から制度として取り入れていただいてやっていただいているも

ので、こちらもこれまでに要望もさしていただいてきまして、ただ取り組みの中でなか

なか相談しづらいという状況があったりとか、その制度について、まだまだよく知られ

ていない状況なんかもあると思いますので、そうした点については、引き続き啓発をし

ていただいて、今、予算を超える分については、補正等で対応していただくというふう

におっしゃっていただきましたので、より多くの方に利用していただけるように、引き

続きまた周知のほうをお願いしておきたいと思います。 

  次に、８０ページになるんですけども、がん検診の委託料が、大体その金額軒並み増

になっているんですけども、これはどういった理由によるのでしょうか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 各種がん検診につきましては、ことし、がんの啓発月間の１０月で

ございますが、スーパー前や幼稚園に出向きまして街頭キャンペーンを初めて行いまし

た。その場で申し込みを受け付けを行ったり、特定健診の集団健診時に啓発を行って、

受診勧奨を行ったところ、若干この受診率が上がってきた状況でございました。  

  特に胃がんと肺がん検診におきましては、予算が尐し不足したことによりまして、流

用により対応したところでございます。 

  こういったことから、来年度におきましても、春にも街頭啓発を行いまして、受診率

向上に努めてまいりたいと考えており、全体として前年度より尐し多くの予算をお願い

したところでございます。 

  疾病の早期発見、早期治療に住民の方に努めていただきまして、住民の皆さんに受け

ていただいて、健康増進に努めていただき、健康寿命を伸ばしていただけるよう、保健

センターとしても努力してまいりたいというふうに考えて、こういった予算計上をお願

いしたところでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 
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○木澤委員 受診率については向上を図るようにということで、これまでもいろいろな機

会を通じて要望もあったかと思いますし、今、監査委員さん等から指摘もされていたと

思いますので、そうした努力をしてふやしていただくということで予算計上されている

というふうに理解しておきます。 

  そうしましたら、８１ページのところの、太陽光発電システムの補助金、今回新たに

設置していただくということで、これも非常に評価できるものだなというふうに考えて

いますが、以前から、その際に、風致地区での設置についてどうなるのかということで、

県とも協議しながら設置できる方向で進めていっていただきたいとお願いをしていまし

たが、今回権限移譲されるに当たって、町も設置できる方向で検討されるというふうに

厚生委員会で報告されていたと思いますが、ぜひ設置できる方向で進めていっていただ

きたいと思いますけども、その風致地区に設置するに当たっては、例えば特殊なパネル

になったりとかいうことで、風致地区に住んでおられる方の負担がふえてしまうという

ような心配もしていましたが、その点については、町のほうとしては、どんなふうに考

えておられるのでしょうか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 現在、都市整備課のほうで風致地区内におけます太陽光発電システ

ム設置に関する基準について検討を。 

○飯髙委員長 藤川都市建設部長。 

○藤川都市建設部長 今、環境対策課長がご答弁を申し上げかけましたけれども、風致地

区内で設置を、風致地区内もいろいろございますので、ゾーン分けもしております。そ

の中で、適切に設置がしていただけるように緩和をしていくということで、要項のほう

も策定をしていこうということで取り組んでおりまして、特別にその費用負担がふえる

とかいったところに対する処置というところは今のところ検討はもちろんしておりませ

んけれども、今現在ある商品ですね、そういったものを適正に利用していただいて、設

置していただくことはできるのかなというふうに考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。そしたら、一般の風致地区以外のものと同じようなものを設

置していただけるということで、緩和をしていくというふうに検討されているというふ

う理解をしておきます。 

○飯髙委員長 ほか、ございませんでしょうか。 

伴委員。 
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○伴委員 私のほうから、７７ページの１９節の負担金補助及び交付金の一番下、西和衛

生試験センター組合分の負担金です。これ増えているのは、これ何でですやろ。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 西和衛生試験センターの職員の給与基準につきましては、上牧町の

職員給与と同基準で運用をされております。これまで上牧町は財政再建団体からの脱却

を図ることを目的に、人件費などの支出を抑制するため、給料を減額されておりました

が、平成２５年３月末でその対策の期限が満了となることから、平成２５年度よりこれ

まで５％分減額していた給料等の人件費が引き戻されることになりまして、西和衛生試

験センターでも、人件費が約１，５００万円程度増加をしておりまして、そのことによ

りまして、加盟町１町あたりの分担金が増加をするというものであります。  

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 上牧町の職員さんの給料と連動するというの、これ初めて知りました。そない

なっておるわけですな。 

  次に、７９ページの、健康増進事業費の中の８節の報償費の一番下の運動士のこの謝

金ですか、これ上がってますし、運動士という方というのは、どんな資格を持ってどん

な方になるわけですか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 運動指導士という資格を持っておられます。ある一定の時間数の講

義を受けられて、そういった試験を受けて資格をとられるんですけども、運動を中心と

したリハビリとか、あと運動ですね、そういった指導をされるということでございます。 

  ここであげさせていただいているのは、保健センターで１日合わせて運動の希望され

た方に対する講習とか、保健事業で行う運動の教室の謝金としてあげております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 ちょっとそれと私お聞きしたのは、これ２４年度に比べて倍ぐらい、これ回数

は倍されるということですか。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 先ほどちょっと県のモデル事業についてふれさせていただきました

けども、これにつきましても、２４年度で一部県のモデル事業の中で、この謝金につき

ましては支払いをしておりまして、２４年度でそのモデル事業は終わりましたので、そ

れをこちらのほうに予算、２５年度はあげてきたということで、前年と比べて上がって

いるという形になります。 
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○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 それがこっちのほうで持つようになったということで理解させてもらいます。 

  続きまして、８５ページの一番下の公用車ですねんけど、これパッカー車でも買われ

るんかなと思うてますねんけど、これも２４年度のときは、これ１，０００万弱の金額

で公用車を買われていると。この車種の違いとか、今回これ６３０万ですわね。この車

種の違いとか何かこれがあるわけですか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 平成２４年度につきましては、ダンプトラック車２台を購入すると

いうことで９９７万５，０００円の予算計上をしておりました。今回はプレスパッカー

車１台を購入するということで６３０万円の予算計上となっております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 わかりました。 

  最後に、８６ページの１９節負担金補助及び交付金の中の下から、伊賀市の環境保全

負担金、これもちょっと昨年と金額が違うんですが、こういうようなものも金額の変動

があるわけですか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 伊賀市の環境保全負担金につきましては、搬入する量に応じまして、

１トン当たり１，０００円の負担金を納めるということになっておりますので、今回、

５６０万８，０００円の予算計上となっているところであります。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  木澤委員。 

○木澤委員 ８４ページのところのごみ処理業務等委託料で、これ可燃ごみだと思うんで

すけども、金額的には減っていますが、今、これは量が減ることに伴っての予算額の減

ということで理解していいんでしょうか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 ご質問のごみ処理業務等の委託料であります。これにつきましては、

可燃ごみ、不燃ごみ、小動物の死体の処理の委託料でございます。それぞれ、可燃ごみ

につきましては２４年度から２５年度は減尐、不燃ごみにつきましても減尐しておりま

す。小動物につきましてもそれぞれ減尐しておりまして、そのことによりまして、予算

が減額をしているということでご理解をいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 
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○木澤委員 そうしましたら、その下のところの、缶類・ビン類の処理の委託料なんです

けども、以前に缶類・ビン類、特に缶なんかは分けて売るというほうが費用的に処理は、

トータル的な処理として安くなるんじゃないかなという提案をさせていただいたんです

けども、その点についてはどうなんでしょうかね。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 当町では、回収をいたしましたビン類、缶類はすべて資源化処理を

されているところでありますが、廃棄物処理法上、アルミ缶、スチール缶については有

価で取り扱いられますけども、ビン類は廃棄物となりまして、処理する場合には、処理

費用が発生をいたします。 

  そのような中、当町は、有価で取り引きされているアルミとスチール缶、そしてビン

類を混合して収集をして、処理の委託料を支払って処理をしておりますけども、それを

アルミ缶、スチール缶を分別して売却してはどうかという提案でございます。  

  まず、処理費から申しあげますと、現在、当町のビン類、缶類は１トン当たり１万３，

２３０円の処理費で委託をしております。年間大体約２６０トン前後のビン類、缶類を

処理をしておりまして、委託料は大体３４０万円から３５０万円程度でございます。  

  それをビン類と缶類を分別をいたしますと、ビン類につきましては、先ほど申しまし

たように廃棄物でございますので、処理費用が必要となりまして、さらに再資源化をし

ようとする場合には、色別に選別する必要がございます。そういったことから、ビン類

単体で、処理を委託した場合、処理費用は１トン当たり約３万５，０００円が相場だと

いうふうに聞いております。 

  当町のビン類は、平成２３年度の実績で約２００トン処理をしておりますので、単体

で処理を委託した場合、約７００万円の処理費用が必要ということになります。  

  一方、アルミ缶、スチール缶につきましては有価で売却することができます。当町で

は、空き缶回収機で回収をいたしましたアルミ缶、スチール缶については売却をしてお

りますので、その値段で積算をいたしますと、アルミ缶は１キロ当たり９０円で売却を

しております。その額で試算しますと、平成２３年度では、アルミ缶で２３６万９，７

００円、スチール缶が１キロ当たり２０円で売却をしておりますので７１万２，２００

円。合計約３１０万円の売却益となりまして、ビン類、缶類の７００万円から売却益を

引きましても、まだビン類、缶類を混合で処理している年間の３４０万円から３５０万

円から比べたら、ビン類単体ではまだ高くなると。さらにビン類、アルミ缶を分別する

となりますと、今まで１回の収集で回収をしておりますけども、アルミ缶、スチール缶
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用の収集車両、ビン類用の収集車両ということで、燃料費なども考えますと、現在のビ

ン類、缶類混合で収集をしてそれを処理を委託しているほうが町にとっては有為な方法

であるというふうに考えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 非常にわかりやすい説明でした。わかりました。町のほうとしても費用も安

くなるということであるし、きちっと資源化もされているということでしたら、今の形

のほうがいいというのはよくわかりました。 

  そしたら、８５ページのほうで、ペットボトルの選別委託というのが新たに予算計上

されていますけども、これは今までとどういうふうに変わるんでしょうか。  

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 ペットボトル等選別業務委託料の関係ですけども、これ平成２４年

度の予算計上時は、陶器類のリユース、リサイクルを推進していくために、ありがとう

き（陶器）市というのを平成２３年度から開催をしておりますけども、その回収した陶

器をリユースできるものかどうかを選別する作業につきまして、シルバー人材センター

に平成２４年度につきましては委託をしておりました。 

  一方、今回ペットボトルの選別作業委託ということなんですけども、昨年度もペット

ボトルにつきましては、なかなかラベルやキャップを外していただけない方がおられま

して、何とかリサイクル率を上げるために、それらをシルバー人材センターのその陶器

を選別をしていただいている合間の時間を利用して、ペットボトルにつきましても、キ

ャップを外していただいたり、ラベルを外していただいたりする作業もあわせてしてい

ただいたところ、２４年度につきましては、ペットボトルの資源化率が相当上がりまし

たので、２５年度につきましても、引き続きペットボトルと陶器の選別ということで、

ペットボトル等という選別作業の業務を委託するということで、名称を変更したという

とこでご理解をいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうしたら金額はかわっていないよということですね。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 平成２４年度につきましては、１５６日という設定をしておりまし

たけども、今回ペットボトルの作業と陶磁器の作業をもっと専門的にやっていただくと

いうことで、１９１日を見ておりますので、金額にいたしまして４万８，０００円ほど

昨年度より増額になっております。 
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○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。 

  そうしましたら、同じ８５ページのごみステーションの整備工事というところで、こ

れ先日もお尋ねしたところ、担当課が環対のほうもありますよということなんで、こち

らでお聞かせいただきたいと思うんですけども、この間、ミニ開発等が進んでくる中で、

そうした開発するところについては、ごみボックスを設置してくださいというふうな指

導をしてきていただいているというふうに思うんです。ただ、そんな中でも、設置され

ておられないところもありまして、さらに、新しく越してきはった方なんかがネットを

かけるということもどうやらご存じないような形で、カラスの被害に遭っているという

ようなお話もちょっと聞きましたので、その開発に際してのそうした指導はどういう形

で今行っていただいているんでしょうか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 平成１５年の１月に開発指導要綱に基づきますごみ集積場所の指導

方針というのを定めておりまして、おおむね５戸以上の開発の場合、開発地域内でごみ

集積場所を設置するように指導をしております。５戸以内の開発の場合は、開発地の最

も近いごみ集積場所を管理されている自治会にごみ集積場所の利用をご依頼をいただく

という指導をしております。なお、ごみ集積場所につきましては、容易にカラスや猫が

侵入しない設備とし、住居数に見合ったスペースを確保するように指導をしているとこ

ろであります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、４戸以下のところやとその近所で出してはるステーションのと

ころに一緒に出させてもらいに行ってくださいねということで指導してらっしゃるとい

うことですが、その指導した後に、それがうまいこといっているのかどうかというとこ

ろについては、どんな状況なんですかね。相談等もあると思うんですけども。  

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 最初の指導の段階では、５戸以内の場合は、近くの自治会に依頼を

してくださいというお願いをしております。しかし、なかなか自治会で集積場所が狭く

て利用できないという場合もございます。そういった場合、再度ご相談があった場合に

つきましては、５戸以内でも開発地域内にごみ集積場所を設置するように指導をしてお

ります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 
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○木澤委員 今、相談があった場合には、そういうふうに対応もしていただいているとい

うことですが、相談のないところで、開発当初に設置できなかったところがどうなって

いるのかなというのは、収集時にも見ていただいているとは思いますが、改めてまたち

ょっとできましたら点検していただきたいと思いますので、お願いしておきます。  

  ８６ページの衛生処理場の周辺対策整備補償金のところなんですが、２５年度の予算

で１，３００万円あげていただいてますが、これ、まず中身はどういった事業なんでし

ょうか。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 平成２５年度の衛生処理場周辺対策事業であります。主に、里道の

拡幅工事、農道の整備事業、あるいは水路の浚渫事業など、合計７事業の地元負担金を

補償をするということで予算計上しております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 衛生処理場が廃止されるに伴って、基本的には補償も終わりますよというこ

とで説明しておられたと思いましたので、ただその際に、残事業について、終わらない

分をやっていくということで説明されておられたので、私は、２３年度末で廃止になっ

て、今年度、そやから２３年度でやりきれなかった事業が残って計上されるものだと。

だから２５年度以降については、こうした補償の関係では、衛生処理場の分は計上され

てこないというふうに思っていたんですが、今回こういうふうに計上されるということ

で、その補償の残事業に対しての町の考え方について、再度確認をしたいというふうに

思うんですが。 

○飯髙委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 この衛生処理場の補償の関係でございますけれども、今現在、前の今、

従来の約束の中で出ております要望を、順次やってきたわけですけれども、その中でや

はり事業量によっては単年度では実施できないということで、数年かけてさせていただ

いている、継続している事業がございます。 

  この中にも当然一部それも入っておりますし、まだ要望が出ている中で、地元の調整

がまだできていないという事業もございます。これにつきましては早急にまとめていた

だいて、地元で協議をしていただいて、協議がまとまった段階で、その次の年度からま

た数年かけて実施をしていくということになりますので、当然２６年度以降も継続して

やっている部分がございます。 

  また、要望の中でまとまってくる部分もございますので、それについてもまた数年か
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けてまた実施をさせていただきたいと思いますので、もうしばらく終了まではかかると

いうことでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 以前に、補償については、地元自治会と交わしていただいている覚書も資料

で出していただいておりますけども、そうすると、１０年補償で覚書を交わした中の項

目で、あと地元自治会ですね、幸前、高安のほうでどれぐらいの項目が残っていて、金

額的に見ると、概算でどれぐらいになるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。  

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 自治会別で申しあげますと、まず、高安自治会につきましては、平

成２３年度末、衛生処理場の焼却施設を廃止した段階で、そのとき進めておりました継

続中の事業を含めまして、１９事業積み残しがございました。うち、２４年度では６事

業が完了しまして、残り１３事業で、平成２５年度では５事業が完了する見込みであり

ます。 

  次に、幸前自治会につきましては、平成２３年度末で１２事業の積み残しがございま

して、平成２４年度では３事業が完了し、２５年度ではさらに２事業が完了するという

見込みであります。 

  それのあと事業費のボリュームでありますけども、あくまで概算ではございますけど

も、高安自治会につきましては、２６年度で８事業が残っておりまして、大体事業費で

１億７，０００万から２億円程度、幸前につきましては、７事業が２５年度末で残りま

して、事業費につきましては７，０００万円から１億円程度という試算をしているとこ

ろであります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、この残事業については、まだ新たにこれから組んでやっていく

ということなんですが、これまでの補償に対する覚書の中で、覚書を交わして補償して

きてますけども、その覚書以外に自治会のほうから要望があって、それに対して補償し

てきたというような経過はあるんですかね。 

○飯髙委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 この項目の中で、例えば一つの事業が、地元で調整ができないという

ことから、代替として、その事業に見合う代替の業務、これをやっていただきたいとい

うようなご要望がございます。ですから、当初はその１０年間の約束の中ではその具体

的な事業としては上がっておりませんけども、その代替事業として、かわりにやったと
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いうものはございます。 

  それ以外に、農道整備とか、あるいは水路整備というような、具体的にここというこ

とではないんですけれども、そういう名目であがっている分については、農道整備、水

路整備については、具体的な項目じゃないんですけど、全般的に農道整備、水路整備と

いう項目ですので、それについてはさせていただくということでございます。  

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、その覚書で交わした項目以外に、追加で入れてきはったやつも

これまで対応してきたということなんですかね。 

○飯髙委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 当然その項目以外の中で、当然代替という形ではやっているというこ

とでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 もともと項目、予定してたのをやめて、それのかわりにということでやって

きたけれども、それ以外に追加でプラスしてということではやっておられないんですか。 

○飯髙委員長 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それはやっておりません。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今、火葬場のほうで、覚書以外の分でもいろいろ出てきているという状況が

もしあるのであれば、項目が残っているから引き続きやっていくということにはならな

いのかなと、ちょっと思いましたけども、きちっと項目に従ってその内容でやってきた

と。やりきれなかった分が残っているのだということでは、それはいたし方ないものな

のかなと思いますが、ただ、やっぱり衛生処理場自体はもう廃止になってますので、今

後当然新たに発生するものは認められないでしょうし、やはり補償としてはきちっと、

どういう項目があって、どういう考え方でもってやるのかというのは、やっぱりこれか

ら整理をしていく必要があると思いますのでね、そうした点について、今お聞きして、

そういうふうに残事業があるというお話ですので、これもきっちりと計画を立ててやっ

ていけるような形で、当然、予算的に、町の財政的な影響も見ておられると思いますの

で、そうしたものについても、できるだけ議会のほうにわかりやすい形で提案していた

だきたいというふうに、こちらのほうとしてもやっぱり補償がどういうふうな形で進ん

でいくのかというのについても把握をしたいと思いますので、その点についてお願いを

しておきたいと思います。 
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○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  小林委員。 

○小林委員 私のほうから１点だけ。８１ページの火葬場費の中の、火葬業務委託につい

てなんですけれども、その中の業務委託の中の項目に、軽微な清掃が含まれているのか、

またその軽微な清掃が含まれているんでしたら、火葬場内のソファーやテーブルの上の

ほこりがつかないようにするぐらいの清掃が含まれている、していただけるというふう

に町のほうでは認識しているのかということについてお聞きしたいと思います。  

  と言いますのも、大多数の方がさっと行かれて、すぐにバスでとかさっと帰られます

ので、多くの方はソファーとかには座られないとは思うんですけれども、やっぱり年間

ごく一部の方は座られますので、そのときに、黒い服で座られて、すごいほこりがつい

てしまって目立ってしまいますと、また町外からもいろんな方来られますので、斑鳩町

は火葬場をきれいに清掃してないなというふうな印象を持たれても困りますので、町の

ほうとしては、どういうふうに考えているのか、お聞かせいただけますか。  

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 火葬場の管理業務の仕様書の中で、日々の清掃につきましても、項

目を設けて、従事者につきましては、毎日炉前ホールあるいは待合室については清掃す

るように記載をしているところであります。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

木田委員。 

○木田委員 ７８、７９にまたがりますねけど、母子衛生費ですか、その中の負担金及び

交付金の中の一番最後のほうなんですねんけど、産婦人科一次救急医療体制緊急整備事

業負担金ということで、これ多分、県立三室病院の中に設置されるんかなというふうに

思いますんやけども、これはもう、そしたら今年度の４月１日からそれはもうやられる

のかどうかについてですね、お聞かせ願いたいと思います。 

○飯髙委員長 西梶健康対策課長。 

○西梶健康対策課長 これにつきましては、今おっしゃられた三室病院の分ではございま

せんで、救急の場合、医療機関が輪番でそういった緊急に当たるということで、それの

負担金として、市町村全体で要る費用の持ち出しをして、町としてこれだけを上げてい

るということで、緊急時の輪番体制に対する費用ということでよろしくお願いいたしま

す。 

○飯髙委員長 木田委員。 
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○木田委員 ということは、私ちょっと聞いたんでは、あそこに勤めてはる人に聞いたん

では、産婦人科が新年度からできるとかなんかいうふうに聞いてんけど、それは間違い

かな。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 この間新聞等に荒井知事から、この奈良病院が完成するとあわせて、三室病

院との提携、何かの組織をつくって統合するという中に産婦人科を設けていこうと。今

現在はそういうことはございません。まだこれからの先の話ですから、恐らく統合して

からの話だと思います。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 それから８１ページの、先ほど同僚議員聞かれておったんですけど、私は、

負担金及び交付金の中の一番最後のなんですねんけども、太陽光発電システム設置費補

助金という、これ５００万円なんですねんけども、この１件当たりの補助金と、それと

件数というんですか、何件まで補助するという、その数とどんだけの費用まで補助して

くれはるのか、その２点、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 太陽光発電システムの設置につきまして、補助金につきましては、

１件当たり５万円、予算額は１００件分の５００万円を負担金及び交付金で計上をして

おります。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 ということは、１００件分を補助するいうことなんですね。はい、それで結

構です。 

  それから、８５ページの１５節工事請負費のごみステーション整備工事て２００万円

ということなんですねんけども、これはちょっと尐ないように思うんねんけども、大体

こんなもんかなというとこもあるんやけども、私とこもこれきょうも朝からもうカラス

追いせんならんぐらい、あのネットをもうて帰って、それでなにしてんねんけど、あの

辺はものすごいことカラスがおってですね、だから、なかなかそのステーションという

んですか、それを入ってこないということで、来年度でと、２５年度でと思うてますね

んけども、とにかく、そうしたやっぱり斑鳩町は観光観光言うてる以上は、そういうこ

との、場所のないとこはそれはいたし方ないけども、私もちゃんとここの場所に設置し

てほしいということを言うておる以上は、やっぱりそれをできるだけ早いこと解決して

もらえるような方法で、何かイベントで使うような何か入れ物でも考えますわというと
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こまでは聞いてますねんけど、それもまだできないということであれば、これできるだ

け早いこと、こういうごみステーションなんかは、こう美観も一番大事なことやねんか

ら、この観光地いうのはその見た目が一番のなにやから、その点について、そういうこ

とのないように、朝の早くから収集してもらえるから、そのカラスの活動時期というん

ですか、それは関係ないかなというふうに思っておられますんやけど、うちらの辺は、

もう夜中も、あの辺に巣をつくっているというんですか、高安のあのお宮さんとかにも

いてるし、そんなんでもう２４時間カラスが活動しよるような場所やから、できるだけ

やっぱり早いとこそういうなにを設置してもらいたいなということでお願いしたいんで

すけど、それについては、新年度早々にでもやってもらいたいなと思いますんやけど、

どうですかな。 

○飯髙委員長 栗本環境対策課長。 

○栗本環境対策課長 新年度につきましては、現在５件のごみ収納ボックスの整備のご要

望をいただいております。そのうち１件につきましては、現在、木田議員が申されてい

るような幸前地域も含まれておりますので、新年度早々に着手をしていきたいというふ

うに考えております。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

ないようですので、これをもって第４款衛生費に対する質疑を終結いたします。 

次に、第６款商工費について説明を求めます。 

  乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、第６款商工費のうち、住民生活部が所管いたします予算の

概要につきまして、ご説明を申しあげます。座って説明させていただきます。 

  予算書の９４ペ－ジをお開きいただきたいと思います｡ 

第６款商工費、第１項商工費、第１目商工総務費のうち、第８節報償費の消費生活相

談員謝金でありますが、４５万６，０００円を計上いたしております。 

 消費者保護対策といたしまして、引き続き、専門の相談員による消費者相談を毎週木

曜日の午後及び第４木曜日の午前に実施し、複雑多様化する相談に対応してまいります。

また、相談体制の充実を図るため、近隣町との広域連携も引き続き行ってまいります。 

  次に、第１９節負担金補助及び交付金では、高齢者の方に就業機会を提供しているシ

ルバー人材センターの活動助成等に８４９万円を計上いたしております。予算の財源内

訳といたしましては、全て一般財源であります。 
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 シルバー人材センター活動助成金につきましては、前年度と同様に、制度に基づく補

助金７１０万円に町単独補助金１２０万円を上積みして、合計８３０万円を計上したも

のでございます。 

  以上で、第６款 商工費のうち、住民生活部の所管に係ります予算の説明とさせてい

ただきます。よろしくご審議をいただきますようお願いを申しあげます｡ 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第６款商工費について質疑をお受けいたします。 

ないようですので、これをもって第６款商工費に対する質疑を終結いたします。 

ここで１３時まで休憩といたします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○飯髙委員長 再開します。 

続きまして、議案第１３号 平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算につ

いての審議に入ります。理事者の説明を求めます。 

乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、議案第１３号 平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計予算につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読いたします。 

議案第１３号 

 平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について 

標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。 

     平成２５年３月１日提出 

                                             斑鳩町長 小 城 利 重 

  

それでは、本特別会計予算書の１ページをお開きいただけますでしょうか。 

はじめに、予算総則につきまして、朗読をさせていただきます。 

        平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算 

  平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２億５，６５０万円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」
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による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１億円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

（２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

                             平成２５年３月１日提出 

斑鳩町長 小城 利重 

失礼して座って説明させていただきます。 

はじめに、本特別会計の予算概要についてでございます。 

予算総額は３２億５，６５０万円となっております。前年度と比較して、１億９，６

５０万円、６．４％の増となっております。 

それでは、予算に関する説明書によりまして、予算の内容を説明させていただきます。

予算書の９ページをお開きいただきたいと思います。 

  はじめに、歳入予算につきまして、ご説明を申しあげます。 

第１款国民健康保険税、第１項国民健康保険税についてであります。 

新年度は、７億２，４６４万円を計上いたしております。前年度と比較して、３１１

万円、０．４％の増となっております。 

予算の内訳は、第１目一般被保険者国民健康保険税で６億９，０６２万円、第２目  

退職被保険者等国民健康保険税で３，４０２万円となっております。現年課税分につき

ましては、その基礎となる総所得金額が引き続き減尐する見込みから、厳しい予算計上

となっております。 

  １０ページをお開きいただきたいと思います。続きまして、第２款国庫支出金につい

てでございます。 

第１項国庫負担金では、本年度は、５億４，９６２万１千円を計上しております。前

年度と比較して、２，８７９万６千円、５．０％の減となっております。 
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予算の内訳は、第１目療養給付費等負担金で５億２，６４４万１千円、第２目老人保

健医療費拠出金負担金で１千円、第３目高額医療費共同事業負担金で１，８５８万７千

円、第４目特定健康診査等負担金で４５９万２千円となっております。 

医療給付費や後期高齢者支援金、介護納付金、高額医療費共同事業拠出金、特定健康

診査等の費用に係る国の法定負担金を計上いたしております。 

  続きまして１１ページでございます。第２項国庫補助金では、新年度は、１億４，６

９４万円を計上いたしております。前年度と比較して、１８８万６千円、１．３％の増

となっております。財政調整交付金は、市町村間の財政力等の不均衡を是正するため、

または特別な事情による財政負担が生じた場合に、財政上の不均衡を是正するために、

国から交付される補助金となっております。 

続きまして、第３款療養給付費等交付金、第１項療養給付費等交付金についてであり

ます。第１目療養給付費等交付金で、新年度は、７，７６３万５千円を計上しておりま

す。前年度と比較して、１，０９０万１千円、１２．２％の減となっております。  

本交付金は、退職者医療制度に係る医療給付費の費用に対して、被用者保険等保険者

が社会保険診療報酬支払基金に納付する拠出金から市町村に交付されるもので、この保

険給付費の減により減額となっております。 

  続きまして１２ページでございます。第４款前期高齢者交付金、第１項前期高齢者交

付金についてであります。 

第１目前期高齢者交付金で、新年度は、１０億３，８１８万９千円を計上いたしてお

ります。前年度と比較して、１億７，７８１万１千円、２０．７％の増となっておりま

す。 

本交付金の見積りにあたりましては、前々年度の実績により見込まれる前期高齢者の

納付金をもとに前期高齢者の加入状況を勘案し、見積もっております。また、増額とな

った主な要因につきましては、前期高齢者の納付金の増加が見込まれることによるもの

でございます。 

  続きまして、第５款県支出金についてであります。第１項県負担金では、新年度は、

２，３１７万９千円を計上いたしております。前年度と比較して、１２５万２千円、５．

７％の増となっております。 

予算の内訳は、第１目高額医療費共同事業負担金で１，８５８万７千円、第２目特定

健康診査等負担金で４５９万２千円となっております。 

国庫負担金と同様に、高額医療費共同事業拠出金、特定健康診査等に係る県の法定負
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担金を計上いたしております。 

  続きまして、１２ページから１３ページにかけましての第２項県補助金でございます。

第１目財政調整交付金で、新年度は、１億５，３１５万５千円を計上いたしております。

前年度と比較して、３，６９５万９千円、３１．８％の増となっております。国庫補助

金と同様に、市町村間の財政力等の不均衡を是正する等のために、県から交付される財

政調整交付金となっております。 

  続きまして、第６款共同事業交付金、第１項共同事業交付金についてでございます。 

  第１目共同事業交付金で、新年度は、３億２，６２２万９千円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、９５０万２千円、３．０％の増となっております。  

高額な医療費の発生等による保険者の過重な負担を緩和するため、国保連合会を事業

主体として、県内の市町村が拠出金を出し合って実施している高額医療費共同事業、保

険財政共同安定化事業において交付されるもので、高額医療費共同事業交付金で６，６

６８万円、保険財政共同安定化事業交付金で２億５，９５４万９千円を計上いたしてお

ります。 

  続きまして、第７款財産収入、第１項財産運用収入でございます。第１目利子及び配

当金で、財政調整基金に係る利子１千円を計上いたしております。 

  続きまして１４ページでございます。第８款繰入金、第１項他会計繰入金についてで

ございます。 

第１目一般会計繰入金で、新年度は、２億９９８万円を計上いたしております。前年

度と比較して、２１１万３千円、１．０％の増となっております。保険基盤安定繰入金

や職員給与費等繰入金、財政安定化支援事業繰入金などの法定繰入金として、１億９，

０１３万１千円を、平成２３年度分に係る介護納付金分の赤字補てんとして、その他一

般会計繰入金１，９８４万９千円を計上いたしております。 

  続きまして、第９款繰越金についてでございます。第１項繰越金、第１目繰越金で、

新年度は、前年度と同額の１千円を計上いたしております。 

続きまして１５ページでございます。第１０款諸収入についてでございます。 

第１項延滞金加算金及び過料では、第１目延滞金で、新年度は、前年度と同額の５０

万円を計上いたしております。 

  第２項雑入では、新年度は、６１５万９千円を計上いたしております。予算の内訳は、

第１目一般被保険者第三者納付金で５００万円、第２目退職被保険者等第三者納付金で

１００万円、第３目一般被保険者返納金で５万円、第４目退職被保険者等返納金で３万
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円、第５目納付金で８千円、第６目雑入で７万１千円となっております。 

  続きまして１６ページでございます。第３項の療養費等指定公費返還金では、第１目

療養費等指定公費返還金で、新年度は、２７万１千円を計上いたしております。 

この返還金は、７０歳以上の被保険者の８割支給の療養費であって、一旦９割支給を

行った事例について、公費が負担すべき１割分を国から返還を受けるというものとなっ

ております。 

  続きまして１７ページでございます。歳出予算につきましてご説明をさせていただき

ます。 

  はじめに、第１款総務費についてでございます。１７ページから１８ページにかけま

しての第１項総務管理費、第１目一般管理費では、新年度は、３，３９６万４千円を計

上いたしております。前年度と比較して、２６８万８千円、７．３％の減となっており

ます。予算の財源内訳は、県支出金で３１８万３千円、その他で２，９０４万１千円、

一般財源で１７４万円となっております。 

国民健康保険事業に携わる職員の人件費及び給付や資格管理などの事務の執行に係る

費用、診療報酬明細書の内容点検業務を継続して行うための費用などとなっております。 

  次に、１８ページから１９ページにかけての第２項徴税費、第１目賦課徴収費では、

新年度は、１，６４８万９千円を計上いたしております。前年度と比較して、３１万円、

１．９％の増となっております。予算の財源内訳は、すべてその他となっております。

国民健康保険税の賦課徴収に携わる職員の人件費及び賦課計算業務委託などの電算委託

料などの費用となっております。 

  次に、第３項運営協議会費、第１目運営協議会費では、新年度は、前年度と同額の１

８万円を計上いたしております。予算の財源内訳は、その他で１８万円となっておりま

す。国保運営協議会の開催に係る委員報酬として、委員９名、４回分を計上いたしてお

ります。 

  続きまして２０ページでございます。 

第４項趣旨普及費、第１目趣旨普及費では、新年度は、前年度と同額の７６万８千円

を計上いたしております。予算の財源内訳は、国庫支出金で１８万円、その他で５８万

８千円となっております。国民健康保険制度の理解とエイズ予防の普及の啓発パンフレ

ットの購入費となっております。 

  続きまして、第２款保険給付費についてでございます。 

保険給付費は、本特別会計の予算支出の約７０％を占める費用となっており、その積
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算にあたりましては、療養諸費、高額療養費など、各給付費の推移やその動向などを勘

案して見積もっております。 

はじめに、第１項療養諸費では、新年度は、１９億８，３９５万６千円を計上いたし

ております。前年度と比較して７，７９４万４千円、４．１％の増となっております。  

予算の財源内訳は、国県支出金で４億７，６９１万円、その他で１０億８，７１４万

３千円、一般財源で４億１，９９０万３千円となっております。 

予算の内訳は、第１目一般被保険者療養給付費で１８億７，２６６万６千円、第２目 

退職被保険者等療養給付費で７，２９３万５千円、第３目一般被保険者療養費で２，８

８７万３千円、第４目退職被保険者等療養費で９２万６千円、第５目審査支払手数料が

８５５万６千円となっております。このうち、療養給付費は、通院、入院、調剤等診療

や治療に関する給付となっており、療養費は、柔道整復や補装具等に関する給付となっ

ております。 

  続きまして２１ページでございます。第２項高額療養費では、新年度は、２億５，９

５７万２千円を計上いたしております。 

前年度と比較して６，０００万５千円、３０．１％の増となっております。予算の財

源内訳は、国県支出金で６，２５８万円、その他で１億９，３２２万円、一般財源で３

７７万２千円となっております。 

予算の内訳は、第１目一般被保険者高額療養費で２億４，９６１万５千円、第２目退

職被保険者等高額療養費で９８７万６千円、第３目一般被保険者高額介護合算療養費で

８万円、第４目退職被保険者等高額介護合算療養費で１千円となっております。高額介

護合算療養費につきましては、被保険者等が支払った国民健康保険と介護保険の負担金

が一定基準を超えた場合に給付するものでありますが、このうち第４目の退職被保険者

等高額介護合算療養費においては、６５歳未満である退職被保険者が介護保険のサービ

スを利用されるケースは稀であると考えられることから、１千円のみの計上としており

ます。 

次に、第３項移送費では、新年度は、前年度と同額の１０万円を計上いたしておりま

す。予算の財源内訳は、一般財源で１０万円となっております。予算の内訳は、第１目

一般被保険者移送費、第２目退職被保険者等移送費とも５万円を計上いたしております。

移送費は、疾病や負傷等により移動が著しく困難である場合で、緊急やむを得ず、移送

により診療を受けた場合における、その移送の費用について給付するものとなっており

ます。 
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  続きまして２２ページでございます。第４項出産育児諸費では、新年度は、１，６８

０万９千円を計上いたしております。前年度と比較して、４２万円、２．６％の増とな

っております。予算の財源内訳は、その他で１，１２０万円、一般財源で５６０万９千

円となっております。予算の内訳は、第１目出産育児一時金で１，６８０万円、第２目 

支払手数料で９千円となっております。 

出産育児一時金につきましては、１件あたりの支給単価を４２万円、４０件と見込み、

予算を計上いたしております。 

次に、第５項葬祭諸費、第１目葬祭費についてであります。新年度は、前年度と同額

の１００万円を計上いたしております。予算の財源内訳は、すべて一般財源となってお

ります。葬祭費につきましては、１件あたりの支給単価を２万円、５０件と見込み、予

算を計上いたしております。 

続きまして、第３款後期高齢者支援金等についてでございます。 

第１項後期高齢者支援金等で、新年度は、４億９１８万３千円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、４，８０８万６千円、１３．３％の増となっております。予算

の財源内訳は、国県支出金で１億９，８８１万９千円、その他で３，１９６万４千円、

一般財源で１億７，８４０万円となっております。予算の内訳は、第１目後期高齢者支

援金で４億９１４万６千円、第２目後期高齢者関係事務費拠出金で３万７千円となって

おります。 

後期高齢者支援金は、後期高齢者医療制度の財源として、医療保険者が拠出するもの

で、市町村国民健康保険も一保険者として支援を行っております。 

当該年度の概算額と前々年度の精算額を調整した上で納付する仕組みとなっておりま

す。また、増額となった主な要因につきましては、１人当たり支援金額の増加と精算見

込額の減尐による増となっております。 

続きまして２３ページでございます。第４款前期高齢者納付金等についてでございま

す。第１項前期高齢者納付金等で、新年度は、７５万９千円を計上いたしております。

前年度と比較して、２６万８千円、２６．１％の減となっております。予算の財源内訳

は、すべて一般財源となっております。予算の内訳は、第１目前期高齢者納付金で７１

万９千円、第２目前期高齢者関係事務費拠出金で４万円となっております。  

前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を調整するためのもので、保険者へ

の交付金の財源として納付するものとなっており、当該年度の概算額と前々年度の精算

額を調整した上で納付する仕組みとなっております。 
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続きまして、第５款老人保健拠出金についてでございます。 

第１項老人保健拠出金で、新年度は、１万９千円を計上いたしております。前年度と

比較して、１万７千円の減となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で１千円、

一般財源で１万８千円となっております。予算の内訳は、第１目老人保健医療費拠出金

で、１千円、第２目老人保健事務費拠出金で１万８千円となっております。 

続きまして２４ページでございます。 

第６款介護納付金についてでございます。第１項介護納付金、第１目介護納付金で、

新年度は、１億６，３１８万６千円を計上いたしております。前年度と比較して１，２

５９万１千円、８．４％の増となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で８，

１５９万２千円、その他で６６０万７千円、一般財源で７，４９８万７千円となってお

ります。介護保険の第２号被保険者の保険料分として納付するもので、当該年度の概算

額と前々年度の精算額を調整した上で納付する仕組みとなっております。 

続きまして、第７款共同事業拠出金についてでございます。 

第１項共同事業拠出金で、新年度は、３億３，７３５万２千円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、９万８千円、０．０２％の増となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で３，７１７万４千円、その他で２億５，９５５万１

千円、一般財源で４，０６２万７千円となっております。 

予算の内訳は、第１目高額医療費共同事業拠出金で７，４３４万９千円、第２目保険

財政共同安定化事業拠出金で２億６，３００万１千円  同事業拠出金で２千円となって

おります。 

続きまして２５ページでございます。第８款保健事業費についてでございます。 

第１項特定健康診査等事業費、第１目特定健康診査等事業費で、新年度は、２，５２

１万８千円を計上いたしております。前年度と比較して、１６万１千円、０．６％の増

となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で１，１０３万４千円、一般財源で１，４１８万４千

円となっております。 

平成２４年度から、個別健診に加えて集団健診を導入し、受診機会の拡大を図ってお

りますが、新年度からは、検査項目について、これまで医師の判断による追加項目であ

った貧血検査及び心電図検査を基本項目に追加し、受診率向上に努めてまいります。  

第２項保健事業費では、新年度は、４２１万３千円を計上いたしております。前年度

と比較して９千円、０．２％の増となっております。 
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予算の財源内訳は、県支出金で１４２万２千円、一般財源で２７９万１千円となって

おります。 

予算の内訳は、第１目医療費通知費で１８１万３千円、第２目人間ドッグ健診受診費

用助成費で２４０万円となっております。 

続きまして２６ページでございます。 

第９款公債費についてでございます。第１項一般公債費、第１目利子で、新年度は、

１０万円を計上いたしております。前年度と比較して１万４千円、２０．５％の増とな

っております。予算の財源内訳は、すべて一般財源となっております。 

当年度の資金状況の必要に応じて、医療費の支払資金を金融機関等で一時的に借り入

れした場合の利子分となっております。 

続きまして、第１０款諸支出金についてであります。 

第１項償還金及び還付加算金では、新年度は、２３６万１千円を計上いたしておりま

す。前年度と比較して、２０万円、７．８％の減となっております。予算の財源内訳は、

すべて一般財源となっております。 

本項では、平成２４年度決算の確定に伴う国庫支出金等の精算において、超過交付が

生じた場合の交付金等の返還、また、所得更正などにより、前年度までに納付された国

民健康保険税に減額更正が生じた場合に還付するための予算を計上いたしております。 

予算の内訳は、第１目一般被保険者保険税還付金で２０５万円、第２目退職被保険者

等保険税還付金で３１万円、国庫支出金等償還金で１千円となっております。  

続きまして２７ページでございます。 

第２項療養費等指定公費立替金、第１目療養費等指定公費立替金では、新年度は、２

７万１千円を計上いたしております。前年度と比較して、３万５千円、１４．８％の増

となっております。予算の財源内訳は、その他で２７万１千円となっております。  

最後に、第１１款予備費についてでございますが、新年度は、前年度と同額の１００

万円を計上いたしております。 

国民健康保険制度につきましては、現在国で進められております社会保障制度改革国

民会議の中で、どのように進んでいくのか、今後につきましても、国等の動きには十分

注視しながら、適切な対応を図るとともに、地域保険の安定的な提供に努めてまいりた

いと考えております。 

以上で、議案第１３号 平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算の説明と

させていただきます。 



－ 60 － 

何とぞ、温かいご審議を賜りまして、原案どおりご承認を賜りますよう、よろしくお

願いを申しあげます。 

○飯髙委員長 国民健康保険事業特別会計予算について、説明が終わりましたので、これ

に対する質疑をお受けいたします。 

  木澤委員。 

○木澤委員 まず、保険給付費についてお尋ねしたいんですけども、給付費、２５年度も

今年度と比べて１億３，８００万程度ですかね、ふえるというふうに見込んでの予算で

すけども、国保の加入者自体はそんなにふえてないというか逆に減ってきているような

状況の中で、給付費が増になるという原因というか要因というのはどういうところにあ

るんでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 保険給付費は前年度と比較して、約１億３，８３６万円の６．５％

増の２２億６，１４３万７，０００円を計上しております。これが歳出の約７割を占め

ておりますけども、要因として挙げられますのは、国民健康保険の被保険者の年齢が高

いというのが要因の一つとして挙げられます。 

  国民健康保険の年齢別の構成を見ますと、５０歳が１０．１％、そして６０歳代が３

４．８％、そして７０歳代が２１．７％となっておりまして、合わせて６６．６％にも

なります。当然、医療費につきましては、年齢が加齢するにつれまして当然医療費もか

さみますので、当然保険給付費も今後もふえていくものと考えております。  

  ２５年度の一般被保険者療養給付費の予算につきましても、１人当たりの給付額に被

保険者数を乗じて計算しておりますけども、前年また前々年度のその伸び率等を勘案い

たしまして、こういう予算計上をさせていただいております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 高齢化が進む中で年齢構成、国保のほうも上がってきているということで、

給付費がこういうふうにどんどんふえていくんですけども、逆に今回、国庫支出金のほ

うが大分減額になってきてますけども、これ、給付費は伸びてるのに国庫負担金支出金

が減ってきてるというのはどういう状況なんでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 今回、国庫支出金が前年度より約２，６９１万円の減となっており

ます。といいますのは、療養給付費等負担金が約３，００４万６，０００円の減となっ

ておりまして、この負担金は一般被保険者にかかります医療給付費や後期高齢者支援金、
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また介護納付金の費用にかかります国の法定の負担金で、この補助率が前年でしたら３

４％ございましたけども、２４年度から３２％、２％引き下げられております。そのか

わり、その減った２％につきましては、県支出金の財政調整交付金のほうでもともと

７％あったやつが９％に引き上げられております。 

  以上です。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 国の負担率が引き下げられて、県のほうの、２％上昇になったと言いますけ

ども、でも実際には金額としては減ってしまっているという状況だというふうに思うん

ですね。 

  ほんとにこの国保の会計というのは、今、市町村が運営主体になってますけども、こ

の間ずっと国が負担を減らし続けてきて、ほんとにもう運営していけない状況になって

きておりまして、以前からそのことは指摘もしてきましたし、町のほうにも、国に対し

てきちんとやっぱり財政的にも国が責任を持って国民の健康・命を守るという立場を明

確に示していただくように要望していただいてきていると思うんですけどもね、今回ま

た新たに国庫負担が引き下げられるということについて、私もほんとに遺憾ですし、引

き続きやっぱり国に対して、きちっと責任を持って国民の命を守れということを、町の

ほうからもまた声を挙げていただきたいというふうに思います。 

  そんな中でも、特に高額医療費ですね、こちらのほうも金額的に非常にふえてきてま

すけども、高額医療費の内訳というんですか、使っておられる方の状況の推移というの

はどんなふうになっているんですかね。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 保険給付費の一般被保険者の高額療養費ですけども、前年度と比較

して約５，８４８万６，０００円の増となっております。これも平成２５年度の予算に

つきましては、前々年度と前年度の伸び率を勘案いたしまして計算しておりますけども、

高額療養費が当然、７０歳以上の高齢者ではその自己負担限度額の基準が緩やかになる

ことによりまして、対象となる件数が非常に多くなります。一方、だから比較的尐額の

医療費であっても高額療養費としてカウントされます。１件当たりの平均額は７０歳未

満の場合よりも尐なくなる傾向をもっておりますけれども、件数につきましては当然ふ

えてきますので、今後もそれは増加するものと思っております。 

  ここ２年間、高額療養費の国保連合から回ってきますデータを見ますと、ひと月当た

りで最高で五百何万円を使われるという高額の医療費の方が何人かおられます。当然、
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１００万円以上になりますと、この３月から８月診療分までを見てみますと、５００万

円以上が１件、４００万円以上が１件、３００万円以上が５件、そして１００万円以上

使われるという方が１０９件に上っております。だから、１人当たりのそういう医療費

も以前に比べまして高くなっているのが原因と思われます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 この高額医療の部分でも、高齢化が進むにつれて、高齢者の方がふつうに使

っておられても高額医療になってしまうという状況ですね。 

  それとあと、突発的にやっぱり高額、ほんとに高額で利用される方というのは発生す

るものだなというふうに認識していますけども、ただ、この１００万円以上の方が１０

９件ですかね、ここのところ、これもやっぱり高齢者の方がふつうにといって理解して

いいのかはわからへんけども、１００万円の傾向としてその高齢者の方がふつうに使っ

て１００万円超える分が１０９件あると。何かその１００万円超える方がこれだけいら

っしゃるということの中で、その傾向的なものはあるんですか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 この１０９件はちょっと見てみますと高齢者じゃなくて４０歳以上

の成年の、いわゆる成人病によるものが、病気の疾病別で見てみますと高血圧でありま

すとか糖尿病でありますとか心臓疾患でありますとか、そうしたものが主な要因となり

まして、こういう病気につきましては長期間療養を要しますので、こういう金額に上が

ってきているものと思われます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 主に成人病ですね。そうするとやっぱり特定健診等をしっかり受けていただ

いて、その成人病にならないようにするという対策が必要になってくるなと。その辺が

やっぱり今後、医療費、何とか給付を抑制していこうと思うとそうした対策が必要にな

ってくると思いますので、今回、心電図と貧血と項目に新たに加えていただいて、さら

に特定健診を受けていただけるように町のほうも引き続き啓発のほうをよろしくお願い

しておきたいと思うんです。 

それとあと、短期保険証の発行状況について確認しておきたいと思うんですけども。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 平成２０年の法改正によりまして、中学生以下の被保険者に対しま

しては、資格証の証明はしないということになっております。 

  それで、当町におきましても、１８歳未満の子どもさんにおきましては、全部当初か



－ 63 － 

ら保険証は送付しております。 

  それで、平成２４年度の状況を見てみますと、保険証をまずとめ置きした件数が１３

７世帯ございまして、窓口の納付相談の結果、１年の正規証を交付したものが５３世帯、

そして６か月の短期被保険者証が２１世帯、そしてとめ置きの１３７世帯のうち１８歳

未満の子どものいる世帯は３０世帯ございました。そして、その中で１８歳の子どもは

５２人おられましたけれども、先ほど申しましたようにその方には全員、保険証は送付

しております。 

  また、今回、先週ですけども、２５年度の保険証を送付いたしましたけれども、その

中で１８歳未満の子どもがおられる方は５２世帯ございまして、子どもの数が３５人お

られましたけれども、その方につきましても全員、保険証は送付いたしております。  

  それで、委員が申されてます資格証の証明につきましては、現在、斑鳩町では行って

おりません。また、どうしてもとめ置きをしてて保険証を取りに来られてない方につき

ましては、郵便で何回か「取りに来てください」という案内を行っておりますけども、

それでも取りに来られない場合につきましては自宅に赴くなどして行っていきたいと考

えております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今、課長のほうで、私がお聞きしようと思っていたことをしっかり答えてい

ただきましたので。やっぱり健康保険証がなくてお医者さんにかかれないという状況は

作ってはならないと思いますし、町のほうもなかなかその住所が特定できなかったりと

かおられなかったりとかいう困難な状況もあるかと思いますが、できる限りやっぱり相

談にも対応していただきたいし、そして訪問を引き続き行っていただいて丁寧に対応し

ていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

  伴委員。 

○伴委員 ちょっと総括的にお聞きしたいんですが、今、国保の累積の赤字の金額をちょ

っと教えてください。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 累積の赤字といいますか、平成２５年の２月末で滞納者が約８００

名おられます。そして滞納額が１億９，０００万、そして累積の赤字ですけども２億尐

し、すみません、赤字の累積額が４億６，０００万です。 

  それで、２４年度、今年度の、国保財政の単年度の収支の見込みとしましては約５，
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０００万近く赤字になると思われます。当然、先ほどの４億６，０００万を足しまして

５億１，０００万近くの累積赤字となる予定でございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 ５億１，０００万、確かちょっと午前中に質問させてもらった中で、２７年度

ぐらいに広域化ということが今検討、上の方で検討をされてるといいますか、そういう

ようなことをちょっとお聞きしましてんけど、その場合、この累積の赤字というのはど

う考えさせてもらったらよろしいやろ。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 一元化を図るというのはもう、県で価格を、料金を設定するというだけで、

この赤字は全く手をつけない、そういうことですから何も別にメリットはないわけです。

赤字を解消してくれるのだったらそれはいいわけですけども、料金の設定を一元化を図

っていくということですから、そういうことでこれも実際に言ったら平成二十何年に料

金設定を値上げしていますから、そのときに結果６億ぐらいあった赤字が四億何ぼかま

で下げてきたんです、下がったんです。そやけども、やっぱり料金を値上げしていただ

いても結局はまたこれがふえていっているわけですね。もうやっぱり５億２，０００万

ぐらいの、もう平成２４年度を締めきったらですね、大体５，０００万円から６，００

０万円、ほんならもう５億２，０００万。そしたら２６年は何ぼやといったら、これや

っぱり５億もっといきますから、これ以上というのはもう難しいとこです、これは。も

う以前からこれはもう何ぼ我々が国に対して要望しても、自民党であろうが、民主党で

あろうが、維新の会であろうが、どこであろうが、ええことだけ言うんです。ええこと

を言うけど、結果的には何も言わない。そしてもう、県でこんなものやっていただこう

かとかいうことを言うんですけども、もう、県はそんなものとても要りませんとかとな

ってきますからね。だから、この解決方法というのはなかなかないんです。私どもかて、

一遍は応能応益の関係を、半分半分ということでやったことも、議会のほうでやってい

ただいたこともあるんですけども、なかなか簡単にこの赤字というのは解消していかな

い。そこへまた滞納者そのものが、やっぱり現在１億９，０００万、２億ぐらいあるわ

けですから、逆に言うたら２億円を全部集めて２億を引いても３億の赤字やと。こうい

うことはなかなか、伴委員がおっしゃっていただくように、結局それでも一般会計から

やっぱり介護分の関係はあれだけの金額をやっぱり毎年出してきているわけですから、

かなりやっぱり昔はまだ高い金利のときやったら、一借りをするわけです。一遍借りて

おいて、その金を、もうただ利息は払わないですから、その分までここへ入れてたわけ
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ですから、その関係等については非常にやっぱり厳しいと思うんです。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 町長から厳しいと、難しいというのは、おっしゃることはよくわかるんです。

これは、思いますねんけど、介護の給付のように一般財源から入れていただくか、もし

くはその保険税を上げていただくか、もうこの二つに一つしかないと思うんですね。そ

の辺で、どこかで、累積どんどんどんどんしていってしまうとものすごい大きな金額に

今後なっていきますので、そのあたり、ちょっとどこかで決断していただかなあかんと

思いますけど、そのあたりどうですか。 

○飯髙委員長 池田副町長。 

○池田副町長 定期監査で辰巳代表監査委員も言われておるように、結局、連結決算を行

いますと、この差し引きは黒字になっていますけども、ただその黒字というのは一般会

計の黒字と水道の事業財源３億弱ありますので、その合計で黒字になっているだけなん

です。 

  国保財政を見てみますと、今後、先ほど課長から申しあげてますように、今も単年度

は赤字になっております。この赤字といいますのは、当然、介護については埋めていっ

てますけども、後期高齢者の納付金の差し引き、もらう分と納める分がありますわね、

これにつきましてはもう恐らく２３年度で約１億９，０００万、２４年度見込みで約３

億２，０００万の赤字となってきます。２５年度もやっぱり３億６，０００万と、徐々

に後期高齢のほうも赤字がふえていきます。ですからこの分はどんどん、どんどん赤字

がふえていくわけですので、一定の段階で一般会計から以前やりましたように繰り入れ

をしないと、非常に困難な状況になってこようかと考えております。 

  例えばこれは一つの例ですけど、ある北海道の市、もう財政再生団体になる寸前にな

ったんですわ。これは一般会計もそら厳しいけども、例えば国保会計でもう５億以上の

赤字になった、病院会計も赤字を抱えておったと。連結決算を打ったら非常に大きな赤

字になってしまいますので、その部分で財政の再生団体になる寸前だったということで、

ここで一手をつけられました。斑鳩町もそういう状況になったらあきませんので、恐ら

く今、２４年、２５年で５億超えてまいりますので、近いうちにこれの手当てを打つ必

要があるというぐあいには考えております。 

  ただ、先ほど町長が申し上げられましたように、２７年のときに保険料の統一化へ進

んでおります。２７年度で財政調整基金を、頼母子講みたいな制度になってくるんです。

２７年、各市町村でお金を出し合って、その地域によって医療費が高いとこがあります
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わね、非常に高齢化率が高いところ、また病院が多いために１人当たりの医療費が高い

とこ、そこを補填しようという制度になりますので、そのときになりますので、それに

向けて若干、斑鳩町も保険税は当然上がってきます。それを見ながら、ほんでこの後期

高齢の赤字も見ながら、いつの段階で繰り入れを、大きな繰り入れをするかというのは

委員の皆様方とも相談しながら、その時期は決めていきたいと考えております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 町の、明確に、今後の考え方というのは示していただいたと思います。 

  １つ、最後にお聞きしたいんですが、近隣の市町村、奈良県内で結構です。法定外で、

介護納付金ですか、以外に一般会計から繰り入れられている団体というのはございます

か。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 近隣で法定外の一般会計からの繰り入れをされている市町村は９市

町村ございます。 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

  小林委員。 

○小林委員 今の質問に関連してなんですけれども、県のほうが広域化に向けて赤字にな

らないように運営するために試算した保険料と、また、斑鳩町が平成２５年度に、これ

の予算に向けての試算した保険料について差額、差額というか保険料についてお聞きし

たいと思います。 

  その差額については、今、副町長がどのように今後なっていくのかという答弁をいた

だきましたので、金額についてだけお聞かせ願えますか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 現在、平成２４年度の斑鳩町の現状の保険料は８万８，６０３円、

１人当たりになってございます。それは平成２７年の県の標準保険料になりますと、シ

ミュレーションでございますけども、斑鳩町の場合、９万２，７３１円というシミュレ

ーションが出ておりまして、約４，１２８円の増加となります。ただ、県が今シミュレ

ーションをしていますけども、この場合、１人当たりで１０％の値上げになる場合、激

変緩和措置を施そうという考えがございまして、平均で四千何ぼ上がりますけども、こ

の中には当然１０％以上上がる人もおられますので、それをならしますと、激変緩和措

置をいたしますと約１，２７４円の増加という試算が出されておりまして、上昇率が約

１．４％に抑えられるという試算が出ております。 
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○飯髙委員長 小林委員。 

○小林委員 またそれらについては今後、担当の委員会のほうでもまた議論させていただ

きます。 

  あと一つ、２５ページのジェネリック医薬品利用差額通知書作成業務委託料に関連し

てなんですけれども、各薬局のほうでは自分の薬局がどれぐらいの割合でジェネリック

を使用しているかというのも、何％使用しているかというのを把握してるんですけれど

も、というのも、ジェネリックをより多くの方に利用していただいたら補助金のほうが

出ますので、薬局としては努力されていても、なかなかジェネリック、後発関係を受け

付けないお医者さんの方もおられますし、利用者の方も、患者さんもおられますので、

なかなか難しいかもしれませんけれども、保険者として、これジェネリックどう、斑鳩

町の住民がどれぐらい使用されているかというのはわかるものなんですかね。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 斑鳩町の住民の方が今現在、ジェネリックをどれだけ利用されてい

るかというのはわかりません、正直言って。ただ、国保連合会のほうへ毎月の薬剤のそ

ういうのが行きますので、これをジェネリックに置きかえた場合、何ぼの差額が出ます

というのは出ます。今回、この新年度予算であげております利用差額通知については、

そういった今使っている薬をジェネリックに置きかえた場合、幾らかこれだけの分が安

くなりますという通知をしようと思っておったんですけども、まだジェネリック医薬品

につきましては、ちょっとその副作用の問題とかいろんなちょっと詰めなければならな

い問題も当然ございまして、現在、医師会と最終また詰めていかなければならないとは

思っております。 

○飯髙委員長 小林委員。 

○小林委員 各薬局のほうで努力されてジェネリックの利用率を上げても、逆に上げ過ぎ

るとそれはおかしいということで上のほうから監査が来て、監査が来るというような状

態なのでなかなかジェネリックを普及させる制度、制度というか、していただくのは難

しいかなとは思うんですけれども、やっぱりこれほど医療費がかさんでいくってなって

くると、私やっぱりより多くの方に声を大きく、ちょっとジェネリックを使用していた

だきたいというふうには言ってるんですけれども、現状においてはやっぱり例えば湿布

とか、そんなに張るとこないやろうというぐらいもらって帰られる人もおられますので、

やっぱりそういう方においては、こういうジェネリックの通知書に関連して医療費の適

正化についても町のほうとしてはより一層取り組んでいただきたいというふうに要望だ
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けさせていただきます。 

  以上です。 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

  木田委員。 

○木田委員 一般的に国保税の場合には、法定割とほんで資産割ってあると思いますねん

けども、その割合というんですか。それとその資産というのは何によってそれ、資産と

いうものをつかんでおられるのかね。固定資産税か何かその辺はちょっとわからんねん

けども、かなり年いった者でも資産というか何かある人についてはやっぱり資産のほう

が結構かかっておるように思うねんけど、それはどういう形で法定割と資産割となって

いるのか、教えていただきたいと思います。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 国保税を出す場合、まず斑鳩町の場合、所得割、そして資産割、そ

して平等割、そして均等割の４方式を採用しておりまして、資産割につきましては、当

然斑鳩町内に固定資産をお持ちの方に対して、それぞれ医療分でありますとか介護分で

ありますとかの率をかけて算定をしております。奈良県の状況を見てみますと当然資産

割をもうとうに廃止をしている市町村もございます。 

  そして、平成２７年、先ほどから出ております広域化になりますと、この資産割はな

くなる予定でございます。 

  以上です。 

○飯髙委員長 ほかにないようですので、これをもって国民健康保険事業特別会計予算に

対する質疑を終結いたします。 

  続いて、議案第１６号 平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算についての審

議に入ります。 

 理事者の説明を求めます。 

乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、議案第１６号 平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計

予算につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

議案第１６号 

平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について 

  標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議
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会の議決を求めます。 

    平成２５年３月１日提出 

斑鳩町長 小 城 利 重 

続きまして、特別会計予算書の６３ページをご覧いただきたいと思います｡ 

  予算総則を朗読をいたします｡ 

        平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算 

  平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億１，６９０万円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）介護給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用 

（２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

                             平成２５年３月１日提出 

斑鳩町長 小城 利重 

 失礼して座って説明させていただきます。 

まず、本特別会計予算の概要につきましてご説明を申しあげます。本特別会計の歳入

歳出予算の総額は、２０億１，６９０万円を計上いたしております。前年度と比較して

１億４，８５０万円７．９％の増額となっております。 

介護保険事業は、平成２４年度から平成２６年までの第５期事業計画の管理期間とな

り、この３か年での収支について均衡を図ることとするものでありますが、平成２５年

度は、その中間年でございます。 

はじめに、歳入予算についてご説明申しあげます。７１ページをお開きいただきたい

と思います。 

第１款保険料、第１項介護保険料でございます。新年度は第１目第１号被保険者保険

料で４億５，５０３万９千円を計上いたしております。前年度と比較して２，８７６万
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４千円、６．７％の増となっております。 

６５歳以上の第１号被保険者にかかる保険料であり、原則として介護給付費の２３．

５％にあたる金額としております。 

  次に、第２款使用料及び手数料、第１項手数料についてでございますが、第１目督促

手数料において保険料の督促手数料といたしまして、８千円を計上いたしております。 

   次に、第３款国庫支出金、第１項国庫負担金についてでございます。 

新年度は、第１目介護給付費負担金で３億４，３１４万円を計上しており、前年度と

比較いたしまして２，７１７万９千円、８．６％の増額となっております。 

これは、施設給付費を除く介護給付費の２０％と、施設給付費の１５％を計上いたし

ております。 

  次に、７２ページでございます。第２項国庫補助金についてでございます。新年度は、

６，３６７万９千円を計上いたしております。前年と比較して６３１万１千円、１１．

０％の増額であります。 

その内訳は、第１目調整交付金が４，９２８万７千円、第２目地域支援事業交付金の

介護予防事業分として上限事業費の２５％にあたる２１８万８千円、第３目包括的支援

事業・任意事業分として上限事業費の３９．５％にあたる１，２２０万４千円を計上い

たしております。 

次に、第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金についてでありますが、新年度

は５億６，０８６万６千円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして、４，

３４６万３千円、８．４％の増となっております。 

この費目は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者の保険料に相当するものでござ

います。 

その内訳につきましては、第１目介護給付費交付金として介護給付費の２９％にあた

る５億５，８３２万８千円、第２目地域支援事業交付金の介護予防事業分として上限事

業費の２９％の２５３万８千円を計上いたしております。 

なお介護給付費交付金につきましては、４０歳から６４歳までの保険料にかかるもの

でございます。 

   次に、７３ページの、第５款県支出金、第１項県負担金であります。第１目介護給付

費負担金で２億８，２５７万２千円を計上いたしております。前年度と比較して、２，

１３５万５千円、８．２％の増となっております。施設給付費を除く介護給付費の１２．

５％と施設給付費の１７．５％を計上いたしております。 
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次に第２項県補助金では、７１９万６千円を計上いたしております。前年度と比較し

て５３万２千円、６．９％の減となっております。 

その内訳は、第１目で地域支援事業交付金の介護予防事業分として、上限事業費の１

２．５％の１０９万４千円、第２目で地域支援事業交付金の包括的支援事業・任意事業

分として上限事業費の１９．７５％の６１０万２千円を計上いたしております。 

  続きまして７４ページでございます。第６款財産収入、第１項財産運用収入でござい

ます。新年度は、第１目利子及び配当金で６万５千円計上いたしております。前年度と

比較いたしまして８万３千円、５６．１％の減となっております。 

次に、第７款寄附金、第１項寄附金につきましては、第１目寄附金で前年度と同様１

千円を計上いたしております。 

  続きまして、７４ページから７５ページにかけましての第８款繰入金、第１項一般会

計繰入金でございます。 

新年度は２億９，７７１万６千円を計上いたしております。前年度と比較して１，９

８７万９千円、７．２％の増となっております。 

第１目介護給付費繰入金では、２億４，０６５万９千円、第２目地域支援事業費繰入

金の介護予防事業分として１０９万４千円、第３目地域支援事業費繰入金の包括的支援

事業・任意事業分として６１０万２千円、第４目その他一般会計繰入金では、４，９８

６万１千円を計上いたしております。 

介護給付費繰入金として、介護給付費の１２．５％、地域支援事業費繰入金は、介護

予防事業分として上限事業費の１２．５％、包括的支援事業・任意事業分として上限事

業費の１９．７５％を計上いたしております。その他一般会計繰入金では、職員給与費

及び事務費に係る分を計上いたしております。 

７５ページの、第２項基金繰入金、第１目介護保険給付費準備基金繰入金でございま

す。 

新年度は５５６万５千円を計上しております。前年度と比較して２１６万５千円、６

３．７％の増でございます。 

次に、第９款繰越金、第１項繰越金では、第１目繰越金として１００万円を計上いた

しております。平成２４年度中に償還できない保険料について、新年度に繰越しするも

のでございます。 

次に、７６ページでございます。第１０款諸収入、第１項延滞金加算金及び割引料で

は、第１目過料で１千円、第２目第１号被保険者延滞金で２万３千円、第３目第１号被



－ 72 － 

保険者加算金で１千円を計上いたしました。 

また、第２項雑入では、弁償金等の雑入としまして、合わせて項全体で２万８千円を

計上いたしております。第１目滞納処分費、第２目弁償金、第３目違約金及び延納利息、

第４目第三者納付金、第５目返納金では、それぞれ１千円を計上、また、第６目 納付

金で１万３千円、第７目雑入で１万円をそれぞれ計上いたしております｡なお、財政安

定化基金事業交付金については、平成２４年度での受け入れのみであったことから、新

年度予算の計上はございません。 

続きまして、歳出予算でございます。７８ページをお開きいただきたいと思います。 

第１款総務費、第１項総務管理費でございます。新年度は、第１目一般管理費で２，

８０３万９千円を計上いたしております。前年度と比較いたしまして、３４４万９千円、

１４．０％の増となっております。予算の財源内訳は、その他で２，８０３万９千円と

なっております。 

主な内容は、介護保険事務に携わる職員の人件費、国民健康保険団体連合会への負担

金、電算システムのソフト使用料等の経費でございます。 

次に、７９ページ、第２項 徴収費であります。新年度は、第１目 賦課徴収費で１

５３万２千円を計上いたしております。前年度と比較して、８万７千円、６．０％の増

となっております。予算の財源内訳は、その他で１５０万８千円、一般財源で２万４千

円となっております。 

主な内容は、特別徴収に係る保険料の通知や普通徴収の納付書等の送付に係る経費等

でございます。 

次に、７９ページから８０ページの、第３項介護認定審査会費であります。新年度は、

第１目介護認定審査会費で１，９８２万２千円を計上いたしております。前年度と比較

して、６９万７千円、３．４％の減となっております。予算の財源内訳は、すべてその

他となっております。 

主なものは、要介護認定にかかる主治医意見書の作成手数料、訪問調査に伴う認定調

査事務委託料等でございます。 

次に、８０ページ、第４項の趣旨普及費であります。新年度予算額は、第１目趣旨普

及費で４０万５千円を計上いたしております。前年度と比較して、１０９万５千円、７

３．０％の減となっております。予算の財源内訳は、すべてその他となっております。

パンフレットの作成に係る経費等を計上いたしております。 

第５項介護保険運営協議会費でございます。新年度は、第１目介護保険運営協議会費
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で、８万円を計上いたしております。予算の財源内訳は、すべてその他となっておりま

す 

介護保険事業の進捗状況等に関してご審議いただくこととしており、２回の開催を予

定をしております。 

次に、８１ページでございます。第６項地域包括支援センター運営協議会費でありま

す。新年度は、第１目地域包括支援センター運営協議会費で３万５千円を計上いたして

おります。予算の財源内訳は、すべてその他となっております。 

次に、第２款介護給付費、第１項介護サービス等諸費についてでございます。新年度

は、第１目介護サービス等諸費で１７億１，５２３万６千円を計上いたしております。

前年度と比較して、１億８８６万９千円、６．８％の増となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で６億１３６万７千円、その他で７億１，１８２万４

千円、一般財源で４億２０４万５千円となっております。 

これらは、要介護１から５に認定された方への介護サービス等にかかる経費であり、

介護保険事業計画や実績をもとに計上いたしております。 

  次に、８２ページでございます。第２項介護予防サービス等諸費についてであります。

新年度は、第１目介護予防サービス等諸費で７，７６６万円を計上いたしており、前年

度と比較して、６０２万４千円、８．４％の増となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で２，７２２万５千円、その他で３，２２２万８千円、

一般財源で１，８２０万７千円となっております。 

これは、要支援１及び２と認定された方への介護予防サービス等にかかる経費であり、

介護保険事業計画や実績をもとに計上いたしております。 

   次に、第３項その他諸費についてでございます。新年度は、第１目審査支払手数料で

２５７万２千円を計上いたしております。前年度と比較して、１１万円、４．５％の増

となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で９０万２千円、その他で１０６万

８千円、一般財源で６０万２千円となっております。 

支給限度額等の審査や支払事務を奈良県国民健康保険団体連合会で行っており、これ

らに係る経費を計上したものでございます。 

次に、８３ページの、第４項高額サービス等費についてであります。新年度は、第１

目高額サービス諸費で３，７３４万５千円を計上いたしております。前年度と比較して、

６２７万９千円、２０．２％の増となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で１，３０９万３千円、その他で１，５４９万８千円、
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一般財源で８７５万４千円となっております。 

医療保険制度と同様に、自己負担額が高額になって一定額を超えた場合、その超過分

について償還払いにより給付するもので、これに要する経費でございます。 

   次に、第５項高額医療合算サービス等費についてであります。新年度は、第１目高額

医療合算サービス諸費で７６７万２千円を計上いたしております。前年度と比較しまし

て、５６万２千円、７．９％の増となっております。 

予算の財源内訳は、国県支出金で２６８万９千円、その他で３１８万４千円、一般財

源で１７９万９千円となっております。 

介護保険、医療保険の制度においてそれぞれに自己負担額が高額となったときは、月

額で限度額が設けられており、それぞれ高額介護サービス費、高額療養費として限度額

を超えた分について支給されています。さらに、このそれぞれの利用額を合算した年額

で所得に応じ限度額が設けられ、その限度額を超えた額について介護保険と医療保険の

利用額に応じて按分され、介護保険事業特別会計からは高額医療合算サービス等費とし

て支給されることとなります。 

次に、８３ページから８４ページの、第６項特定入所者介護サービス等費についてで

あります。 

新年度は、第１目特定入所者介護サービス等費で８，４７８万３千円を計上いたして

おります。前年度と比較して、２，７４９万４千円、４８．０％の増となっております。

予算の財源内訳は、国県支出金で２，９７２万３千円、その他で３，５１８万５千円、

一般財源で１，９８７万５千円となっております。 

施設に入所等されている方の居住費と食費にかかる経費でございます。この施設に係

る昨年の給付量の推移から推計すると、今後増加することは避けられないものと考えて

いるところでございます。 

次に、８４ページでございます。第３款基金積立金、第１項基金積立金でございます。

まず、第１目介護保険給付費準備基金積立金では、新年度は、６万５千円を計上いたし

ております。前年度と比較して、８万３千円、５６．１％の減となっております。予算

の財源内訳は、すべてその他となっております。 

介護保険給付費準備基金から生じる利子を積み立てるものでございます。なお、保険

給付に関して保険料等に余剰金が生じる場合は、その余剰金をこの基金に積み立てるも

のでございます。 

次に、８４ページから８５ページの、第４款地域支援事業費、第１項介護予防事業費
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でございます。まず、第１目一次予防事業費についてでございます。 

新年度は、１６４万４千円を計上いたしております。前年度と比較して、５万６千円、

３．３％の減となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で６１万３千円、その

他で６８万６千円、一般財源で３４万５千円となっております。 

６５歳以上の高齢者を対象として実施いたします運動機能向上指導や認知症予防事業

等に係る経費でございます。 

  次に、８５ページ、第２目二次予防事業費についてでございます。新年度は、７１１

万３千円を計上いたしております。前年度と比較して、５９万円、９．０％の増となっ

ております。予算の財源内訳は、国県支出金で２６６万９千円、その他で２９５万４千

円、一般財源で１４９万円となっております。 

要介護状態に移行するおそれの高い高齢者を対象として実施いたします介護予防事業

にかかる経費で、臨時職員や歯科衛生士の賃金、運動機能向上指導業務委託料、生活機

能評価業務委託料等が主な経費でございます。              

次に、８５ページから８６ページにかけましての、第２項包括的支援事業・任意事業

費であります。まず、第１目包括的支援事業費についてでございます。 

新年度は、２，０００万円を計上いたしております。前年度と比較して、２０９万４

千円、９．５％の減となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で１，１８５万

１千円、その他で３９５万円、一般財源で４１９万９千円となっております。  

斑鳩町社会福祉協議会に委託しております地域包活支援センターの運営に係る経費と

なっております。 

次に、８５ページから８６ページの第２目任意事業費についてでございます。新年度

は、１，０８９万５千円を計上いたしております。前年度予算と比較いたしまして、９

３万９千円、８．９％の減となっております。予算の財源内訳は、国県支出金で６４５

万５千円、その他で２１５万２千円、一般財源で２２８万８千円となっております。  

配食サービス、家族介護用品支給事業や緊急通報装置貸与事業等に係る経費でござい

ます。 

次に、８６ページでございます。第５款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金であ

りますが、第１目第１号被保険者保険料還付金で１００万円、第２目償還金で１千円、

第３目第１号被保険者還付加算金といたしまして１千円と、項全体で１００万２千円を

計上いたしております。 

第１号被保険者の過誤納保険料の返還金や、国の負担金や補助金などで返還すべき額
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があったときに対応するためのものでございます｡ 

   最後に、８７ページの、第６款予備費でございます。前年度と同様１００万円を計上

いたしております。 

以上で、議案第１６号 平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算の説明とさせ

ていただきます。 

  何とぞ、よろしくご審査を賜りまして、原案どおり可決賜りますよう、よろしくお願

いを申しあげます。 

○飯髙委員長 介護保険事業特別会計予算について、説明が終わりましたので、これに対

する質疑をお受けいたします。 

 木澤委員。 

○木澤委員 ８１ページのところの、介護給付費なんですけども、これも介護サービス等

諸費とかで、１億円を超えて伸びている状況ですけども、その要因はどういったものな

のかお尋ねしたいと思います。介護給付。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 介護給付、今年度につきましては、第５期介護保険事業計画で見込みま

す平成２５年度の給付量を元に算出させていただいた分でございます。前年度につきま

しては、事業計画ができる前に予算額の編成を行いましたもので、若干尐なめにという

か、低めに前年度の予算を立てられているんですけども、今年度は計画に沿った形で計

上させていただいたものとご理解いただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら１億８００万円程度ですかね、給付は伸びているけども、実態とし

たら、前年度の予算の見積もりのほうが尐なくなっていたということなんですか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 はい、前年度につきましては、それまでの推移を見る中で予算を立てま

したけれども、改めて２４年度から２６年度の事業計画を立てて、事業計画をつくりま

したもので、今年度につきましては、その事業計画を元に予算を計上したということで

す。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら第５期の計画どおりにはいっているというふうに理解しておいてい

いですね。 

それとですね、８３ページのところの、特定入所者介護サービス等費ですね、これ部
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長の説明の中にもふえていくものだということでありましたけど、そのふえる額、率が

非常に高くなってますけども、これはどういったことなんでしょう。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 この特定入所者介護サービス費といいますのは、施設に入所された方で、

非課税世帯におられる方につきましては、居住費、食費などが負担限度額まででいいと、

残りはこの保険給付から支出するという内容のものです。今年度に入りましてから、例

えば４月に支払った、この特定入所者介護サービス費と、その後ですね、だいたい１１

月ごろですね、去年の１１月頃に払った費用につきまして、２５％ぐらい伸びがでてき

ております。もちろん施設に入られる方も人数もふえてはいるんですけれども、その加

入者の中で非課税世帯がふえてきているという状況がございます。課税世帯であれば、

基本的には利用者が負担してもらうわけですけれども、非課税世帯が増えたことによっ

て、この特定入所者介護サービス費がふえていくという現状がございます。それの推移

を見る中で、来年度も入所される方が非課税世帯が多く入所されていくのであれば、全

体的に月間平均で７００万円ぐらい払わなければならないのではないかというふうに推

計をしまして、年間で８，４００万円の予算を計上させていただいたものです。ただ、

非課税なのか、課税なのかというのは年１回見直しますので、今年の夏に見直した際に、

課税世帯、非課税世帯の割合が変われば、この数字が下がることも考えられるというふ

うに思っております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 入所されている方が課税世帯か非課税世帯かというのもあるかと思いますが、

全体で今入所されている方というのはどれぐらいになるんですか。 

○飯髙委員長 今わかりますか。 

植村福祉課長。 

○植村福祉課長 すみません。ちょっと療養型医療分と老健の数字がちょっと確定したも

のを持っておりませんので、あとで報告させていただきたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 すみません、そしたらまた後ほどよろしくお願いします。あとですね、８５

ページのところで、包括支援事業で減額になっているんですけども、今、介護認定者等

もふえてきている中で、これが何で減額になるのかなというのがよくわからないんです

けども。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 
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○植村福祉課長 ８５ページの第２項の包括的支援事業・任意事業費で、減額になりまし

たものは、主に理由は２つございます。１点目は、第１目の包括的支援事業費、これで

２０９万円あまりが減額になっております。平成２３年度に生活機能評価のやり方を、

それまで特定検診にセットで行っていたものを、特定検診ではなくて、もう全員に郵送

でチェックリストを送るというやり方に変えました。そのやり方を変える中で、当然回

答を寄せられる方の量も増えてきたものですから、その方が２次予防事業のサービスに

うまく結びついていってもらわなければならないということで、そのあたり、生活機能

評価から２次予防のサービスに、スムーズに受けてもらうためのコーディネート的な役

割を地域包括支援センターにやってもらおうというふうに思っておりました。しかしな

がら、意外と、意外といいますか、サービス利用につきましては、私どもの福祉課の周

知なども行う中で、スムーズにいったことから、今年度につきましては、その部分につ

いてはもう必要がないだろうということで、もともとの２千万円に戻させていただいた

ということでございます。 

２点目は、扶助費で、家族介護用品支給費ということで、これで１１０万円ほど金額

が落ちております。これにつきましては、いわゆる紙おむつ、あと、おむつカバー、パ

ジャマ、防水シートなどの給付ですけども、これまではこれらの方が年度途中でもかな

りふえてくるだろうというふうな推移があるだろうと見込む中で、これまでも５００万

円近くの予算を組んできたんですが、ここ数年の決算額を見ますと、４００万円台の前

半で留まっていることが多いことから、実態に則した形で今回の４１４万円あまりの予

算を計上させていただいたということで、この２点について減額されたことが主な理由

でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 まあ、一定実績を元に予算組んだらこうなったという説明やったかなと思い

ますけども、１のほうについては、包括支援センターに委託をするという形で金額組ん

できてますけども、そうすると、包括支援センターの体制のほうっていうのは、何か変

更等はあるんですか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 平成２４年度と２５年度については、体制には影響はございません。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

 伴委員。 

○伴委員 すみません、予算関係参考資料の２２ページですねんけど、１番の介護給付状
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況の中の１番の介護サービスで、地域密着型介護サービスが２５年度の推計はぐんと伸

びているんですが、件数、給付額とも、これはなぜでしょうか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 この、地域密着型介護サービスの中には、グループホームというものが

ございます。だいたい１つの施設で１８人ぐらいが共同で生活をされるということで、

いわゆる特別養護老人ホームなどのような施設入所ということではなくて、在宅サービ

ス扱いになるものです。基本的には、共同、１つの建物で１８人が生活されるんですけ

ども、地域に自由に買い物に行ったりとかする中で、２４時間見守りの中で基本的には

地域の中で根ざした生活をしていただこうというための施設が、このサービスの中に含

まれております。介護保険事業計画の中でもこの施設につきまして、平成２５年度の途

中からではございますけれども、斑鳩町で新たに１つの施設を指定していこうというふ

うに思っております。指定されましたならば、１８人分のほとんどが斑鳩町の町民の方

が入られるだろうということで、この費用が２４年度に比べて急激に増えておるという

ような状況でございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 今、平成２５年度に新たな施設のグループホームを認定していきたいというお

答えでしたけど、これグループ名は、ホームの名前はいいですが、場所とか。斑鳩町内

でそういうのがあるわけですか。 

○飯髙委員長 植村福祉課長。 

○植村福祉課長 現在１箇所ございまして、陶の里というところが開業しております。そ

れに加えまして、興留で１つ準備を進められている状況で、それが完成しましたならば、

町が指定をしようというふうに思っております。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、これをもって介護保険事業特別会計予算に対する質疑

を終結いたします。 

  続いて、議案第１７号 平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算についての

審議に入ります。 

  理事者の説明を求めます。 

 乾住民生活部長。 

○乾住民生活部長 それでは、議案第１７号 平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会
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計予算につきまして、ご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

議案第１７号 

平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算について 

標記について、地方自治法第２１１条第１項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の議決を求めます。 

平成２５年３月１日提出 

                                            斑鳩町長 小 城 利 重 

  

それでは、特別会計予算書の９５ページをお開きいただきたいと思います。はじめに、

予算総則につきまして、朗読をさせていただきます。 

平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算 

平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億２，４１０万円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

平成２５年３月１日提出 

斑鳩町長 小 城 利 重 

 

座って説明をさせていただきます。 

はじめに、本特別会計予算の概要についてでございます。予算総額は３億２，４１０

万円となっております。前年度と比較して、６９０万円、２．１％の減となっておりま

す。 

本特別会計は、後期高齢者医療保険料の収納について、会計上明確にするために設置

されているものでございまして、本町が保険料を徴収し、その保険料と事務費等を奈良

県後期高齢者医療広域連合へ納付する会計となっております。 

それでは、予算に関する説明書によりまして、予算の内容をご説明させていただきま

す。予算書の１０１ページをお開きいただきたいと思います。 

はじめに、歳入予算につきまして、ご説明を申しあげます。第１款後期高齢者医療保

険料、第１項後期高齢者医療保険料についてでございます。 
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新年度は、２億６，０９２万２千円を計上いたしております。前年度と比較して、７

３０万３千円、２．７％の減となっております。 

予算の内訳は、第１目特別徴収保険料で１億６，２５５万７千円、第２目普通徴収保

険料で９，８３６万５千円となっております。 

後期高齢者医療保険料は、おおむね２年ごとに財政の均衡が保たれるよう設定される

こととなっており、新年度の保険料率は、所得割率が年率８．１％、均等割額が年額４

４，２００円となっております。 

保険料総額は、広域連合の見積りによる保険料となっており、収納方法の区分は、平

成２３年度実績に基づく割合で、特別徴収分を６２％、普通徴収分を３８％として計上

いたしております。 

続きまして、第２款使用料及び手数料、第１項手数料についてでございます。第１目 

督促手数料で、保険料の督促事務に係る手数料として、新年度は、前年度と同額の２万

円を計上いたしております。 

続きまして、第３款寄附金、第１項寄附金についてでございます。第１目寄附金で、

寄附金があった場合の受け入れとして、新年度は、前年度と同額の１千円を計上いたし

ております。 

続きまして１０２ページでございます。第４款繰入金、第１項他会計繰入金について

でございます。第１目一般会計繰入金で、新年度は、６，２０９万３千円を計上いたし

ております。前年度と比較して、４０万３千円、０．７％の増となっております。 

一般会計からの繰入金として、保険料の徴収や被保険者証の交付など、町が取扱う事

務費繰入金６０９万６千円、また、広域連合の運営に係る事務費負担金、低所得者の保

険料軽減に伴う保険基盤安定負担金など後期高齢者医療広域連合納付金繰入金５，５９

９万７千円を計上いたしております。 

なお、この後期高齢者医療広域連合納付金繰入金につきましては、公費負担相当分と

して、一般会計から一旦本特別会計に受け入れ、さらに本特別会計から広域連合に納付

する仕組みとなっております。 

次に、第５款繰越金、第１項繰越金についてでございます。新年度は、前年度と同額

の１千円を計上いたしております。 

続きまして、第６款諸収入についてでございます。 

第１項延滞金、加算金及び過料では、新年度は、前年度と同額の１万１千円を計上い

たしております。 
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予算の内訳は、第１目延滞金で１万円、第２目過料で１千円となっております。  

続きまして１０３ページでございます。 

第２項償還金及び還付加算金では、転居や死亡などにより、前年度までに納付された

保険料に還付等が生じた場合、その相当額を広域連合から受け入れるもので、新年度は、

前年度と同額の１０５万円を計上いたしております。 

予算の内訳は、第１目保険料還付金で１００万円、第２目還付加算金で５万円となっ

ております。 

次に、第３項雑入では、前年度と同額の２千円を計上いたしております。予算の内訳

は、第１目滞納処分費で１千円、第２目雑入で１千円となっております。 

続きまして１０４ページでございます。歳出予算につきまして、ご説明をさせてもら

います。はじめに、第１款総務費についてでございます。 

第１項総務管理費、第１目一般管理費では、新年度は１３４万１千円を計上いたして

おります。前年度と比較して、２万６千円、１．９％の減となっております。 

予算の財源内訳は、その他で１３３万９千円、一般財源で２千円となっております。

被保険者証の郵送など資格管理に係る事務費用となっております。 

次に、第２項徴収費、第１目徴収費では、新年度は、４４８万円を計上いたしており

ます。前年度と比較して、１３４万３千円、４２．８％の増となっております。予算の

財源内訳は、すべてその他となっております。後期高齢者医療保険料の徴収管理に要す

る電算関係の費用や納付書の作成費や郵送料などとなっております。増額となった主な

要因につきましては、電算システムの更新業務委託料の増によるものでございます。 

次、１０５ページでございます。第２款後期高齢者医療広域連合納付金についてでご

ざいます。 

第１項後期高齢者医療広域連合納付金で、新年度は、３億１，６９２万９千円を計上

しております。前年度と比較して、８２１万７千円、２．５％の減となっております。  

予算の財源内訳は、その他で５，５９９万７千円、一般財源で２億６，０９３万２千

円となっております。 

被保険者から納付される保険料相当額２億６，０９３万２千円と、歳入予算の方でご

説明申しあげましたように、一般会計から受け入れた広域連合の運営に係る事務費負担

金１，３４７万８千円、保険基盤安定負担金４，２５１万９千円を広域連合に納付する

ものとなっております。 

続きまして、第３款諸支出金についてであります。第１項償還金及び還付加算金、保
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険料還付金及び還付加算金で、新年度は、前年度と同額の１０５万円を計上いたしてお

ります。予算の財源内訳は、すべてその他となっております。転居や死亡などにより、

前年度までに納付された保険料に減額更正が生じた場合に還付するための予算を計上い

たしております。 

最後に、第４款予備費についてでありますが、新年度は、前年度と同額の３０万円を

計上いたしております。 

後期高齢者医療制度につきましても、社会保障制度改革国民会議において、本年８月

までに一定の結論を得ることになっております。国等からの情報収集に努めるとともに、

今後示されるであろう制度設計の動きには十分注視しながら、適切な対応を図ってまい

りたいと考えております。 

以上で、議案第１７号 平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算の説明とさ

せていただきます。何とぞ、温かいご審議を賜りまして、原案どおり可決賜りますよう、

よろしくお願いをいたします。 

○飯髙委員長 後期高齢者医療特別会計予算について、説明が終わりましたので、これに

対する質疑をお受けいたします。 

 木澤委員。 

○木澤委員 １０１ページのところなんですけども、この間、後期高齢者の広域連合とし

ても保険料がどんどん引き上がってきていると、さらに加入者自体もふえてきていると

思うんですが、今回保険料がこうして減額になっているというのは、どういった理由な

んでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 前年度予算と比較いたしまして、７３０万３千円、保険料が減額と

なっておりますけど、その主な理由といたしましては、平成２４年度予算では、編成す

る時点では、平成２４年度、そして２５年度の新保険料率についてまだ決定をされてお

りませんで、広域連合で審議中でございまして、また、所得の低い被保険者等への軽減

措置等についても国の考え方がまだ示されておりませんでした。そのことから、この２

４年度の予算に計上する時には、平成２３年１０月に広域連合から提示をされた保険料

をもって予算に計上したためにこういう数字となっております。そして広域の議会後の、

議決後の、正式と言ったらおかしいですけど、保険料というのは２億５，８６８万８千

円という数字になっておりまして、それと比べますと、今回は２２３万あまりの保険料

が増となっております。 
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○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 もともと２３年の１０月に見込みで提示された必要額よりも、決定された額

の方が低かったということですね。 

それと１０５ページのところの広域連合への納付金も、これ減額になってて、減額に

なること自体は町にとってもいいことなんですけども、これはどういった理由によるも

のなんでしょうか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 事務費負担金というのは、広域連合が行う事務経費について、加入

する市町村が負担するもので、先ほどの説明がございましたように、一般会計から特別

会計に繰り出したあと、特別会計から広域連合に支出するものでございまして、その総

経費を負担割合に応じて負担するもので、その負担割合は均等割が１０％、そして高齢

者人口割が４５％、そして人口割が４５％になっておりまして、平成２５年度見てみま

すと、均等割が１６８万４千円、そして高齢者の人口割が５８１万５千円、そして人口

割が５９７万８千円の計１，３４７万８千円となっておりまして、これを前年度と比較

しますとそれぞれが減額になって、斑鳩町の方に提示されておりますので、その分当然

減額になったということでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、事務費総額が減ったのか、それか斑鳩町の負担割合が減ったの

か、どっちかやということですか。 

○飯髙委員長 寺田国保医療課長。 

○寺田国保医療課長 奈良県全体の事務費総額が下がったということでございます。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、後期高齢者医療特別会計予算に対する質疑を終結いた

します。 

  植村福祉課長。 

○植村福祉課長 先ほど、介護保険の予算の中での質問についての回答をさせていただき

たいと思います。介護保険を利用しての施設入所者の数でございますが、平成２４年１

２月入所分でございますけれども、特別養護老人ホームが９７人、老人保健施設が８７

人、療養型医療施設が２５人、あわせて２０９人でございます。このうち、先ほどの特

定入所者介護サービス費の対象となっている方は、１５５人であります。以上です。  
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○飯髙委員長 これをもって、住民生活部所管に係る予算審査を終わります。 

  理事者入れ替えのため、ここで、３時まで休憩をいたします。 

（午後 ２時４２分 休憩） 

（午後 ３時００分 再開） 

○飯髙委員長 再開いたします。 

それでは、教育委員会所管に係る予算審査に入ります。まず初めに、第２款総務費に

ついて説明を求めます。 

清水教育長。 

○清水教育長 それでは、総務費のうち、教育委員会が所管いたします予算の概要につい

て、説明をさせていただきます。一般会計予算書の４８ページをお開きください。座っ

て説明させていただきます。 

４８ページ 第２款総務費、第１項総務管理費、第１１目青尐年対策費についてであ

ります。 

  新年度予算額は２１６万１千円を計上しております。前年度と比較して、２万７千円、

１．２％の減となっております。 

  青尐年問題協議会の活動に係る経費として、委員報酬、巡回活動謝金、啓発物の購入

費のほか、青尐年悩み事相談員の賃金などを計上しております。 

  引き続き、青尐年問題協議会を中心に、青尐年の健全育成に努めてまいります。 

  以上、青尐年対策費にかかります予算の概要でございます。よろしくご審査をお願い

いたします。 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第２款総務費について質疑をお受けいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、これをもって第２款総務費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  次に、第９款教育費について説明を求めます。 

清水教育長。 

○清水教育長 第９款教育費についてでございます。恐れ入りますが、まず予算書の１３

ページをお開きいただきたいと思います。１３ページの第９款教育費であります。 

２５年度の教育費の予算額は、８億８，５１４万６千円を計上しておりまして、前年

度と比較いたしますと、１，６８７万１千円、１．９％の減となっております。 

予算額が減となった主な理由といたしましては、国の平成２４年度復興予備費活用事
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業を活用いたしまして、東小学校の耐震補強工事を実施することによりまして、学校校

舎の耐震補強工事の予算計上が平成２５年度予算ではないということによるものでござ

います。 

それでは、各項目によって説明をさせていただきます。座って説明をさせていただき

ます。 

それでは、１０８ページをお願いしたいと思います。 

まず、第１項教育総務費、第１目教育委員会費であります。新年度予算額は、１５９

万８千円を計上しており、前年度と比較して、８万７千円、５．２％の減となっており

ます。すべて一般財源によるものであります。 

教育委員会の会議は、月１回の定例を開催いたしまして、教育行政全般についてご審

議をいただいております。また、教育委員会は、きめ細やかな教育行政を確実に進めて

いくため、研修等を行い、教育委員みずからの資質の向上と教育委員会がいっそう活性

化するよう努めております。 

次に、１０９ページであります。第２目事務局費であります。 

新年度予算額は、６，０８６万４千円を計上しており、前年度と比較して、４５０万    

１千円、６．９％の減となっております。予算の財源内訳は、その他で５万５千円、一

般財源で６，０８０万９千円となっております。予算額が減となった主な理由は、職員

人件費及び社会科副読本作成費用が減額となっていることによるものであります。この

費目におきましては、事務局の職員に係る人件費、学校教育指導主事及び外国人英語指

導助手配置のほか、教職員の健康管理、英会話教育や小中連携教育の充実、特別支援教

育就学指導、就園・就学前の子どもたちの健康診断、中学生太子サミットなどに係る事

業内容となっております。 

本町学校教育の特色ある取り組みであります英会話教育、道徳教育及び小中交流事業

を柱とした小中連携教育に引き続き取り組むことで、小学校と中学校の教職員が連携し

て、英語の学習や郷土を題材とした道徳教育を推進するとともに、小学校から中学校へ

スムーズに進学できる取り組みをいっそう推進してまいります。 

また、外国人英語指導助手については、引き続き、学校教育の場において、英語や異

文化に対する興味、関心を高めるため、外国人英語指導助手を配置し、両中学校におい

て生徒の英語によるコミュニケーション能力の育成や、中学校だけでなく、幼稚園・小

学校にも外国人英語指導助手を派遣いたしまして、小さいころから異文化に親しみ、関

心を高める国際理解教育の推進に努めてまいります。 
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また、障がいのある児童・生徒一人ひとりの教育ニーズに応じて適切な指導及び必要

な支援など適正な就学に努めるため、就学指導委員会による適切な指導及び必要な支援

を行ってまいります。 

新規事業といたしましては、友好都市提携をしています長野県飯島町との交流活動の

一環として、両町の３中学校の吹奏楽部が学校ごとや合同の演奏会をいかるがホールで

開催することにより、両町の中学生の交流を深めてまいります。その予算として、１１

０ページの第１４節使用料及び賃借料のうち、施設使用料及び車両借上料２６万９千円

ほか４１万２千円を計上しております。 

  次に１１０ページ、第３目私立学校振興費であります。 

新年度予算額は、１，１２５万３千円を計上しておりまして、前年度と比較して、     

４０万９千円、３ .８％の増となっております。予算の財源内訳は、国庫支出金で     

３６５万円、県支出金で５万６千円、合わせて３７０万６千円、一般財源で７５４万   

７千円となっております。新年度も、私立幼稚園に対し就園奨励費補助金を交付するこ

とで、保護者の負担軽減を図り、私立幼稚園における幼児教育の支援に努めたいと考え

ております。 

  次に１１１ページ、第４目スクールカウンセラー事業費であります。 

新年度予算額は、３７万７千円を計上しており、前年度と比較して、１８万７千円、   

１０１．６％の増であります。すべて一般財源によるものであります。 

現在、斑鳩中学校に配置している心の教室相談員を引き続き配置し、児童生徒や保護

者、教師の心の悩みや不安、ストレスの解消を図り、個々の児童生徒に対するきめ細や

かな支援・指導に努め、子どもたちの悩みやストレスの解消に努めてまいります。新年

度におきましては、その配置時間を倍増いたしまして、相談体制の充実を図っておりま

す。なお、斑鳩南中学校の臨床心理士によるスクールカウンセラーにつきましては、県

負担で継続して配置していただく予定となっております。 

  これら第１項教育総務費の予算額合計は、７，４０９万２千円であり、前年度と比較

して、３９９万２千円、５．１％の減となっております。 

  次に、１１１から１１５ページの第２項小学校費についてであります。 

まず、１１１ページ、第１目学校管理費の新年度予算額は、５，５２４万４千円であ

りまして、前年度と比較して、３，２４５万４千円、３７．０％の減となっております。

予算の財源内訳は、その他で３万２千円、一般財源で５，５２１万２千円となっており

ます。 
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予算額が減となりましたのは、先ほども申し上げましたが、学校の耐震補強工事の予

算計上の減によるものであります。新年度におきましても耐震補強工事を実施はいたし

ますが、これは前年度の国の復興予備費活用事業を活用したものでありまして、新年度

予算に繰越してお願いしていることから新年度当初予算には計上されておらないもので

あります。 

耐震補強工事につきましては、計画的に耐震補強を進めてまいりましたが、斑鳩東小

学校の本館東棟と本館西棟及び体育館の校舎耐震補強及び屋上防水工事を実施すること

により、学校施設の耐震化率は１００％となり、学校校舎の耐震化工事をすべて完了す

るということになります。 

新規事業といたしましては、環境に配慮した学校施設の整備及び児童の環境問題につ

いての意識向上を図るため、計画的に小・中学校、幼稚園施設の照明器具をＬＥＤ照明

に更新を実施してまいりますが、新年度ではその照明設備の調査及び更新工事の設計を

行ってまいります。その予算として、１１２ページの第１３節委託料のうち、照明設備

ＬＥＤ化設計業務委託料１６８万円を計上しております。 

  次に、１１３ページ、第２目教育振興費であります。 

新年度予算額は、７，３０３万３千円でありまして、前年度と比較して、１,５５９

万３千円、２７．１％の増となっております。予算の財源内訳は、国庫支出金で７４万

８千円、県支出金で７万５千円、合わせて８２万３千円、その他で１７万円、一般財源

で７，２０４万円となっております。 

予算額が増となった主な理由は、町が独自で推進をしております３０人学級編制に必

要な町費講師等の配置に要する予算計上が配置人数の増によりまして増額となったもの

であります。 

この教育振興費においては、学校教育の充実、特別支援教育の充実、特別活動の推進

のほか、情報教育の推進、日本伝統文化の学習などに必要な費用を計上しております。  

この３０人学級を新年度におきましては、第５学年まで１学年拡充することから、８

名の常勤講師を配置する予算として、１１３ページの第７節賃金のうち、２，２６６万

９千円を計上しております。 

また、特別な支援を必要とする児童につきましては、その児童の持てる力を向上させ

るため、４名の非常勤講師を配置する予算として、賃金７５９万円を計上し、きめ細か

な学習を行うことで、基礎学力の習得や豊かな個性の育成に努めてまいります。 

次に、小学校学校図書の整備では、児童の読書習慣の定着を図るため、文部科学省が
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示す標準冊数の基準の達成を目指し、交付税措置額より増額した図書購入の予算を計上

するとともに、新たに３小学校で１名の図書館司書を配置する予算として、賃金１６６

万円を計上し、児童の読書活動や学校図書の整理等の環境整備の充実を図ってまいりま

す。 

また、準要保護世帯の就学援助では、経済的に就学が困難と認められる児童の保護者

に対しまして、学用品や校外活動費、給食費などについて援助し、その負担を軽減して

おります。 

  次に、１１４ページ、第３目保健体育費であります。 

新年度予算額は、６，８５４万３千円を計上しておりまして、前年度と比較して、５

９１万３千円、７．９％の減となっております。予算の財源内訳は、その他で７４万円、

一般財源で６，７８０万３千円となっております。予算額が減となった主な理由は、給

食調理員１名が平成２４年度末で定年退職いたしますが、来年度新たに再任用職員とな

ることからその人件費の差額等、また、給食用備品の購入費の減によるものであります。 

  この保健体育費におきましては、児童の健康診断にかかる学校医等への報酬や健康診

断の委託料、学校給食にかかる備品購入や維持管理、斑鳩西小学校、斑鳩東小学校の学

校給食業務の委託、プール施設の維持管理などの経費を計上しております。  

さらに、給食につきましては、保護者の負担を軽減するための給食補助金も引き続き

計上しております。 

  これら第２項小学校費の予算額合計は、１１５ページにありますように、１億   

９，６８２万円で、前年度と比較して、２，２７７万４千円、１０．４％の減となって

おります。 

  次に、１１６から１１９ページの第３項中学校費についてであります。 

まず、１１６ページ、第１目学校管理費であります。 

新年度予算額は、４，２０２万４千円を計上しておりまして、前年度と比較して、１

４７万３千円、３．４％の減となっております。予算の財源内訳は、その他で３万円、

一般財源で４，１９９万４千円となっております。 

予算額が減となった主な理由は、新年度では斑鳩南中学校のダッグアウト設置工事の

予算計上が、前年度にあったのが本年度はないということであります。 

新規事業といたしましては、小学校と同様に照明設備のＬＥＤ化として、環境に配慮

した学校施設の整備及び生徒の環境問題についての意識向上を図るため、照明設備のＬ

ＥＤ化を推進していくもので、新年度では照明設備の調査及び更新工事の設計を行って
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まいります。  

その予算として、１１７ページの第１３節委託料のうち、照明設備ＬＥＤ化設計業務

委託料５２万円を計上しております。 

  次に、１１７ページ、第２目教育振興費であります。 

新年度予算額は、４，３２４万７千円でありまして、前年度と比較して、４４６万   

７千円、９．４％の減となっております。予算の財源内訳は、国庫支出金で５１万８千

円、県支出金で１１万９千円、合わせて６３万７千円、その他で８万８千円、一般財源

では４，２５２万２千円となっております。予算額が減となった主な理由は、前年度に

おいては教科書改訂によります教師用教科書及び指導書購入費６９１万８千円が新年度

予算計上にはないということでございます。 

この教育振興費におきましては、学校教育の充実、特別支援教育の充実、特別活動の

推進のほか、情報教育の推進などに必要な費用を計上しております。 

中学校においては、新年度では前年度に引き続き、第１学年から第２学年に１クラス    

３０人とする尐人数学級を導入することで、子どもたち個々に応じて時間をかけた丁寧

な指導ができるなど、落ち着いて授業に取り組める環境づくりに努めてまいります。 

この３０人学級では、３名の常勤講師を配置する予算として、１１７ページの第７節 

賃金のうち、８７７万６千円を計上しております。 

また、教科補充や小中連携教育の推進のため、４名の常勤及び非常勤講師を配置する

予算として、賃金６１４万７千円を計上し、基礎学力の習得や豊かな個性の育成に努め

てまいります。 

次に、小学校と同様、生徒の読書活動や学校図書の整理等の環境整備の充実を図るた

めに中学校で１名の図書館司書の配置を行ってまいります。 

また、小学校と同様に、準要保護世帯の就学援助につきましては、経済的に就学が困

難と認められる生徒の保護者に対しまして、学用品や校外活動費等々について援助し、

その負担を軽減してまいります。  

  次に、１１８ページ、第３目保健体育費であります。 

新年度予算額は、３，６２４万７千円を計上しておりまして、前年度と比較して、４

８万２千円、１．３％の増となっております。予算の財源内訳は、その他で３６万３千

円、一般財源で３，５８８万４千円となっております。 

  この保健体育費におきましては、生徒の健康診断にかかる学校医等への報酬や健康診

断の委託料、学校給食にかかる備品購入や維持管理、斑鳩中学校と斑鳩南中学校の学校
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給食業務の委託、プール施設の維持管理などの経費を計上しております。 

さらに、小学校と同様、給食につきましては、保護者の負担を軽減するために給食補

助金につきまして引き続き計上しております。 

  これら第３項中学校費の予算額合計は、１１９ページにありますように、１億２，１

５１万８千円で、前年度と比較して、５４５万８千円、４．３％の減となっております。 

  次に、１２０から１２２ページの第４項幼稚園費、第１目幼稚園費であります。 

新年度予算額は、１億３，５３７万３千円を計上しておりまして、前年度と比較して、     

８９２万２千円、７．１％の増となっております。予算の財源内訳は、国庫支出金で    

２４万９千円、その他で２，１９６万３千円、一般財源で１億１，３１６万１千円とな

っております。 

予算額が増となった主な理由は、幼稚園保育や特別支援教育に必要な町費講師等の配

置に要します予算計上の増によるものであります。 

町立幼稚園のいかるがホールでの合同クリスマス会など幼稚園行事についても支援し

ながら、園長以下教職員がみずからの資質の向上に励み、幼稚園教育の充実に努めてま

いります。 

幼稚園講師の配置につきましては、本年度では、斑鳩幼稚園で１クラス増えることか

ら３名の常勤講師を、東幼稚園では１名の常勤講師を、特別な支援を必要とする園児に

対しまして、心身の状況と発達段階に応じた支援に６名の非常勤講師を、そして園運営

支援に３名の非常勤講師を配置する予算として、１２０ページの第７節賃金のうち、２，

５１３万５千円を計上しております。 

次に、幼稚園プールの改修につきましては、保育環境の整備のため、前年度から３か

年計画で幼稚園プールの改修を計画をしておりまして、新年度では、去年の斑鳩東幼稚

園に引き続きまして、斑鳩西幼稚園の既存のプールを撤去し、ＦＲＰ製プールの設置及

びプールサイドの整備の予算として、１２１ページの第１５節工事請負費、５３０万円

を計上しております 

  次に、１２２ページ、第５項社会教育費、第１目社会教育総務費についてであります。 

新年度予算額は４，５７８万７千円でありまして、前年度と比較して４０９万円、 

９．８％の増となっております｡ 

予算の財源内訳は、国県支出金で８４万６千円、その他で３万円、一般財源で     

４，４９１万１千円となっております。 

この費目につきましては、職員に係る人件費、社会教育指導員の配置のほか、青尐年
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健全育成活動にかかる支援、学校・地域連携教育支援活動の推進、野外活動センター利

用の支援にかかる経費について計上しております。新規事業といたしましては、地域健

康スポーツ教室の開催やユネスコ活動の推進がございます。 

  本町の生涯学習の振興及び推進体制の充実を図るため、引き続き、社会教育指導員３

人を配置し、人権教育や家庭教育、そして青尐年教育など生涯学習事業のさらなる推進

に努めてまいります。 

  また、子どもたちが地域社会の中で健やかに心豊かに育まれる環境づくりを推進する

とともに、地域と学校が連携を図ることにより、地域の絆を深められるよう、新年度も

引き続き、放課後子ども教室及び学校支援本部事業を総合的に推進する学校・地域連携

教育支援活動の推進に努めてまいります。 

  また、青尐年の豊かな人間性を培う上で野外体験活動への期待は大きいことから、青

尐年の健全な育成を目的とする団体に対し、野外体験活動施設を利用される際に、補助

金を交付することにより、活動の支援に努めてまいります。 

  また、新規事業といたしましては、地域の活動拠点として、４月１日に開館を予定し

ております斑鳩町法隆寺五丁地区地域交流館を拠点として、地域健康スポーツ教室の開

催を事業委託し、健康スポーツ教室を提供することにより、地域住民の社会参加の促進

を図ってまいります。 

また、法隆寺地域の仏教建造物がユネスコの世界文化遺産登録をされてから、２０年

という節目の契機を迎えますことから、斑鳩ユネスコ協会が実施されます記念事業に対

しまして補助金を交付することにより、ユネスコ活動の活性化に努めてまいります。  

  続きまして、１２４ページ、第２目公民館費についてであります。  

新年度は１億４０７万４千円を計上しておりまして、前年度と比較して、２３９万７

千円、２．４％の増となっております｡ 

予算の財源内訳は、地方債で３，０００万円、その他で５０９万８千円、一般財源で   

６，８９７万６千円となっております。 

この費目においては、公民館の管理運営に係る職員・臨時職員の人件費と維持管理費、

中央公民館リニューアル工事などの施設の充実費、公民館教室の開催などが主なもので

あります。 

  １２５ページ、第１１節の需用費でありますが、公民館３館の光熱水費・燃料費等の

費用として１，２８１万７千円、修繕料といたしまして、中央公民館大ホール舞台の吊

物装置の部材改修でありますとか、東・西公民館電話機の更新などで２５８万６千円を
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計上しております。また、第１３節の委託料では、公民館管理運営に要する清掃業務委

託料や警備保障委託料等の経費として９５７万８千円を計上しております。  

  次に、１２６ページ、第１５節の工事請負費でありますが、施設の充実を図るため、  

４，１２０万円を計上しております。先ほども申しあげましたが、中央公民館リニュー

アル工事に要する費用として、新年度では４，０００万円を計上しております。本工事

につきましては、平成２３年度から改修工事を進めており、平成２５年度では、中央公

民館北側の部分であります研修室や調理室、和室などがあります、いわゆる研修棟の空

調設備の改修を行います。また、東公民館正面玄関前において、雨水の排水が困難な状

況がみられることやスロープの改修工事も行うため、当該工事に係る費用を計上してお

ります。 

  次に、同じく１２６ページ、第３目文化祭費であります。 

新年度は１２４万４千円を計上しておりまして、前年度と比較して、９万円、７．

８％の増となっております｡予算の財源内訳は、すべて一般財源であります。 

新年度も、町民皆様の文化・芸術に対する関心と教養を深めるため、それととともに、

技術の向上を図り、文化・芸術の振興を図るため、斑鳩の里文化芸術祭を、いかるがホ

ールにおいて開催をさせていただきたいと考えております。 

  次に、１２７ページから１２８ペーシにかけましての第４目文化財保存費であります。

新年度は３，７８７万１千円を計上しております。前年度と比較して、史跡中宮寺跡の

整備の推進等によりまして、５５１万５千円、１７％の増となっております。予算の財

源内訳は、国県支出金で１，６９０万円、その他で３０４万４千円、一般財源で１，７

９２万７千円となっております。 

  この費目におきましては、町内に所在する遺跡における発掘調査や史跡中宮寺跡の整

備、出土遺物の保存・整理等の文化財の整理と調査、小田原市との文化交流事業等の文

化財情報の発信が主なものでございます。 

初めに、個人住宅建築等に伴います町内遺跡の発掘調査のほか、公共事業及び開発事

業に伴う発掘調査でありますが、５４０万円を計上しております。内訳といたしまして

は、１２７ペーシの第７節賃金で３７１万４千円、第１１節需要費で６４万円、１２８

ページにあります第１４節使用料及び賃借料で８８万２千円などとなっております。こ

れら遺跡の範囲内における開発行為に伴い発掘調査を実施することにより、町内の埋蔵

文化財の適切な保存に努めてまいります。 

次に、史跡中宮寺跡の整備では、１，６７０万円を計上しております。内訳といたし
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ましては、１２７ページの委託料で１，３００万円、工事請負費で３００万円、１２６

ページに戻りますけども、第１１節需用費で７０万円を計上しております。平成２４年

度に策定をいたします整備基本設計に基づき、実施設計書を作成いたしますとともに、

一部造成工事に取りかかりまして、史跡公園としての整備に努めてまいります。 

次に、出土遺物の保存・整理では、５５２万６千円を計上しております。内訳といた

しましては、１２７ページ第１３節委託料で５００万円、第７節賃金で５２万６千円を

計上しております。平成２４年度に引き続きまして、緊急雇用創出事業において、出土

遺物の実測や撮影、図面の浄書等の整理作業に対しまして、新年度も事業採択される見

込みとなりましたことから実施をしてまいりたいと考えております。 

次に、小田原市との文化交流事業につきましては、２８万５千円を計上しております。

平成２３年度より進めております小田原市との文化交流をより推進するため、住民が小

田原市を訪ねて、小田原市の文化財担当職員による案内のもと、「史跡小田原城」など

の文化財や施設を巡り、小田原市の歴史や文化について理解を深めていただく機会を創

出してまいります。 

  次に、出土遺物等の文化財の保管場所でございます文化財収蔵庫につきましては、施

設の老朽化に伴う修繕として、１２７ページ需用費で、その修繕費といたしまして１４

０万円を計上しております。 

  つづきまして、１２８ページ 第５目図書館管理運営費であります。 

本年度は７，３２１万６千円を計上しております。前年度と比較して、７２６万２千

円、９％の減となっております。図書館正規職員の育児休暇取得に伴いまして人件費や

図書購入費が減額となったのが主な理由であります。 

予算の財源内訳は、その他で２７万６千円、一般財源で７，２９４万円となっており

ます。この費目におきましては、職員・臨時職員の人件費、図書館の維持管理、図書館

サービスの充実、そして蔵書の充実が主なものでございます。 

  図書館の維持管理につきましては、１２９ページ 第１３節委託料の図書館施設管理

業務委託料が主なものでございます。図書館閲覧ホール照明設備の安定器の取替といた

しまして、第１１節需要費で６０万円を計上しております。 

  次に、図書館サービスの充実でありますが、図書館資料を整備し、利用者への資料提

供、レファレンス、聖徳太子歴史資料室講座や絵本講座の開催などを通じ、地域に密着

したサービスの提供に努めてまいります。また、閲覧による貴重本の保存を目的に緊急

度の高い貴重資料からデジタル化を進めるため、平成２４年度に引き続き、１２９ペー
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ジ第１３節委託料の一番下にございます、貴重書デジタル化等業務委託料として３５万

円を計上しております。 

  また、法隆寺・聖徳太子に関連する図書・古文書資料にとどまらず、生活・文化、写

真、映像等の非文字資料、自然・生態などの環境資料までを斑鳩の記憶としてデジタル

化し、随時閲覧・鑑賞、また情報ネットワークを利用して情報発信できる仕組みであり

ますアーカイブ化事業について、新規事業として取り組んでまいります。新年度では、

住民が所蔵されております斑鳩の古い写真や映像資料を収集整理公開していく方法につ

いて調査研究を行うため、住民や専門家を交えましたワークショップを開催し、その際

使用するプログラムなどの保管管理用のパソコンをリースするため、１３０ページ使用

料及び賃借料で８万１千円を計上しております。 

次に、１３０ページから１３１ペーシにかけましての第６目文化財活用センター管理

運営費であります。 

新年度は３，０９５万５千円を計上しております。前年度と比較して、６６万８千円、

２．２％の増となっております｡予算の財源内訳は、その他で５４万３千円、一般財源

で３，０４１万２千円となっております。 

この費目においては、職員及び臨時職員の人件費等と、施設の維持管理費と、特別展

の開催等となっております。 

その中の特別展の開催でありますが、１３１ページ第１２節役務費で５０万円を計上

しております。新年度におきましても、一部ではありますが国宝藤ノ木古墳出土品が里

帰りする特別展をはじめ、テーマを定めた企画展など季節の展示会の開催や、勾玉づく

り等のこどもの体験学習の場でありますこども考古学教室の開催を計画しております。

また、予算は企画費で計上しておりますが、先ほどもご説明させていただきましたよう

に法隆寺地域の仏教建造物が世界遺産登録から２０周年を迎えますことから、これを記

念し、法隆寺創建以来、もっとも大規模で重要な修理工事でありました法隆寺の昭和大

修理を、夏季特別展のテーマとして開催し、貴重な文化財を未来に守り伝える精神を養

う機会を提供するとともに、住民の皆様をはじめ、多くの方々に文化財センターをご利

用いただくよう努めてまいります。 

  以上、これらの社会教育費の合計額は、２億９，３１４万７千円となり、昨年度と比

較いたしますと５４９万８千円、１．９％の増となっております。 

  次に１３２ページからの第６項保健体育費、第１目保健体育総務費であります。 

新年度は１，７２８万３千円を計上しております、前年度と比較して、６５５万円、   
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２７．５％の減となっております、正規職員の退職によります人件費の減がその減尐の

主な理由であります。予算の財源内訳は、その他で７万円、一般財源で１，７２１万３

千円となっております。 

この費目におきましては、職員の人件費、社会教育指導員の配置、友好都市スポーツ

交流の推進や各種団体、いかるがの里法隆寺マラソン実行委員会等に対する支援が主な

内容であります。 

次に、１３３ページの第２目町民体育大会費についてであります。 

新年度は１０６万１千円を計上しておりまして、前年度と比較して２７万３千円、２

０．５％の減となっております｡予算の財源内訳は、すべて一般財源であります。 

町民体育大会につきましては、平成２４年度は雨天によって中止となりましたが、平

成２４年度に予定しておりました内容を踏襲し、各種目の人数などの制限を取り除き、

全種目、自由参加として開催をしてまいりたいと考えております。この町民体育大会は、

地域の方々が一堂に会する唯一の機会でありまして、町民の皆様方の健康・体力づくり

のほか、地域の方々と交流を持っていただく機会でもあり、それにより、近隣の方との

連帯感、そして絆を深めることができ、万一の災害時などにおける地域の組織力の醸成

に一役を担っているものであると考えておりますますことから、より多くの方が参加し

やすく、また、参加したくなる事業となるよう努力して参りたいと考えております。  

次に、１３４ページの第３目健民運動場費であります。 

新年度は６６４万７千円を計上しておりまして、前年度と比較して、９８万２千円、

１７．３％の増となっております｡予算の財源内訳は、その他で８０万２千円、一般財

源で５８４万５千円となっております。 

予算の増の主な内容といたしましては、健民運動場や天満スポーツグラウンド排水施

設の適正な管理を図るための土砂浚渫費用、また、健民運動場のダッグアウト内にあり

ますベンチの補修費用として、１３４ページ第１５節工事請負費で２２０万円を計上し

ております。また、健民運動場のサッカーゴールが経年の使用により、老朽化が見られ

ることから、更新費用として、１３５ページ備品購入費として、４０万円を計上してお

ります。 

  次に、同じく１３５ページの第４目町民プール運営費についてであります。  

新年度は７７０万９千円を計上しておりまして、前年度と比較して、５７万４千円、

８％の増となっております｡予算の財源内訳は、その他で１３６万４千円、一般財源で

６３４万５千円となっております。 
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新年度も７月１日よりオープンすることで計画をいたしておりますが、安心してご利

用いただくため、施設内のドアや排水設備、ろ過器ポンプの修繕費として、第１１節 

需用費で５０万円を計上しておりまして、決して事故がないよう施設の安全管理の徹底

に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、同じく１３５ページの第５目すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費について

であります。新年度は３，１４９万６千円を計上しております。前年度と比較して、６

２０万円、２４．５％の増となっております｡予算の財源内訳は、その他で７９８万２

千円、一般財源で２，３５１万４千円となっております。 

予算の増の主な内容といたしましては、この費目につきましては、維持管理費が主な

ものでありますが、先ほどの保健体育総務費でご説明申しあげました正規職員の退職に

よる臨時職員の雇用に係ります第４節共済費や第７節賃金を予算計上しております。ま

た、住民の健康の増進、体力づくりの推進、スポーツ・レクリェーション活動、そして

町民相互の交流の場としての町内の社会体育施設を利用していただくために、常に良好

な状態で利用していただけるよう適切な施設管理に努めるため、中央体育館内の扉やベ

ンチの修繕費として、第１１節需用費で２０４万円、シャワー施設の改修工事及び中央

体育館テニスコートにおける利用者の熱中症対策としてベンチ屋根の設置工事費として、

第１５節工事請負費に２７５万円を予算計上しております。 

  以上が、教育費にかかります予算の概要であります。 

  よろしくご審議賜りますようよろしくお願いします。 

○飯髙委員長 説明が終わりましたので、第９款教育費について質疑をお受けいたします。 

木澤委員。 

○木澤委員 １１０ページのところに、郡教育長会の負担金１０万円、これ毎年あげてい

ただいてますけども、どんなことをしてはるのかというのをお尋ねしたいと思います。  

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 お尋ねの郡教育長会負担金でございます。郡内での地教委、郡４町

の地教委が連絡協議会を持っております。その中でまた教育長も連携を図りまして、教

育行政の円滑な運営と生駒郡内の教育の進展向上に向けて、目的としてこの教育長会を

持っておられます。 

  活動といたしましては、月１回の郡の教育長が集まります教育長会、それとまた、全

国大会、また県町村教育長夏期研修会等がございます。それらに参加する費用等もこの

負担額で賄っております。以上です。 
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○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 １０万円のうち、主に交通費なんかも含まれますけども、そういったものが

ほとんどだということですかね。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 先ほど申しました全国町村教育長会への参加の費用等の主なものと

なってございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 あとは会場費とか。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 今、課長が申し上げましたように、毎月定例で郡教育長会を開いておりま

すけども、その際の会場につきましては、ことしと来年度、斑鳩町が幹事町でございま

すので、斑鳩町の庁舎の中の会議室を利用しておりますので、その場合の会議施設料は

不要であります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 去年と同じ額であげていただいていると思いますけども、そうしたら会場費

についてはかからないよということで理解しておきます。 

  それと、１１３ページのところと、あと中学校費でも出てくるんですけども、人権教

育関係負担金というのがあがってるんですが、これについてはどういったもので、どう

いう形で参加をしてるということになるんですかね。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 小学校、中学校、それぞれ人権問題教育関係の負担金を組ませてい

ただいております。 

  その主な内容といたしましては、生駒郡で人権教育研究会等、学校の先生を対象とい

たします人権に伴います研究また研修、それを行う研究会をもっております。その参加

負担金等でございます。また、他の大会としましては、全国の人権教育研究大会もござ

いますが、その負担金等もそこには入ってございます。小学校でしたら３校で１名、代

表として参加すると、中学校でしたら代表１名が参加するという負担金となっておりま

す。主に、生駒郡内での活動といたしまして、郡内での総会でありますとか、夏期の講

演会でありますとか、夏期の現地研修会でありますとか、そういう活動を先生方が人権

についての研修ということで行ってもらっておりますので、その参加負担金ということ

になってございます。 
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○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 年間で大体何名ぐらいの先生が参加してはるんですか。 

○飯髙委員長 今、出ますかね、数値。 

  清水教育長。 

○清水教育長 今お尋ねは、小学校費でございまして、各小学校で人権担当の教職員、２

名か３名がございまして、その中で全員が常に行ってるというわけではございません。

分けて参加をしているという状況です。だから、最低６名、最大９名という感じになり

ます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 ４３万９，０００円だと結構な金額になるかなと思うんですけれども、大体

それも交通費とか、参加負担金という形になってますけど。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 この負担金の中では交通費等は含まれておりません。研修会の参加

負担金という形で参加費または参加資料であるとか、そういうような形の分でございま

す。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 はい、わかりました。 

  それと、これまで、なかまの本の配布について、いろいろ問題指摘をしてきましたけ

ども、２５年度ではどういった形になって、予算的にはどれぐらいの金額が計上される

ことになるんですか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 なかまの購入費ございます。小学校では、今は破損、傷んだものの

補充とかそういう購入になってございます。小学校では２５冊、１冊４００円でござい

ますので、１万円の予算となっております。中学校では１冊４８０円、２校合わせまし

て１０冊、４，８００円という予算を教育振興費の中の消耗品の中に組み込ませていた

だきまして、毎年計上しております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 これもいっとき、全冊配布をしてたのを段々減らしてはきておられますけど

も、そもそもこれについても、特定の団体が発行しているものだということで指摘をし

ていますので、配付をするのにいろいろなところがいろんな物を発行していると思いま

すので、またその辺についても改善の要望をしておきたいというふうに思います。  
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  そうしましたら１１４ページのところで、要保護・準要保護の就学援助と給食費援助、

これもずっとしていただいてますけども、２４年度から比べて金額が減っているんです

けども、これはどういった状況でしょうか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 要保護・準要保護の児童就学援助費でございます。これにつきまし

ては、補助の必要な経費は見込ませていただいております。ただ、小学校ですと、６年

生が２４年度で２５人卒業いたします。その入れかえとしまして、あとは学年進行で１

年生が２年生、２年生がまた上がっていくわけでございますが、新しく入学するのが１

年生が１３人という予定をしておりますので、その人数の差が減額となっておるところ

でございます。 

  中学校につきましても同様でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今のを聞いて、必要な方は受けていただいているということで尐し安心しま

したが、この間、生活保護基準を国のほうが引き下げてこようという中で、これまでこ

ういう対象になっていた方が外れてしまうというようなことがひょっとしたら今後出て

くるかもしれませんが、そうしたものについてもきちっとつかんでいただいて、またそ

ういう方が出てきたときには町のほうとしていろんな対応できるような検討をしていっ

ていただきたいというふうに思いますので、今のところはそうしたらそういうふうにこ

れまで受けれていた方が受けれなくなったというような状況ではないというふうに理解

しておいていいですか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 今のところでは基準等ございますが、それとその方の収入、所得で

すね、それを比較しまして、対象になる方がきちっと対象にさせていただいているとこ

ろです。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 次に、幼稚園費のところで、ちょっと学級編制のことについてお尋ねしたい

んですけども、これまで年中さん、年長さんで、小・中学校のほうでは３０人学級が進

んできている中で、幼稚園の中で３５人学級になっているという実態があったかと思う

んですが、２５年度の学級編制ではそういった状況についてはどうなっているんでしょ

うか。 

○飯髙委員長 清水教育長。 
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○清水教育長 原則として、今まで条例等で決めております。年尐については原則２０人、

年中・年長については３５人という枞で基本的にやっておりますけども、東幼稚園につ

きましては、クラスの教室数によりまして、年尐が今度、本来２０人のところを２４人

だけとらせていただいて、そのかわりに副担任をつけさせていただくという形をとらせ

ていただいてます。 

  そのほか、年中・年長につきましては、３５人に近い数字のクラスもあることはござ

いますけども、特に配慮が必要な子ども等につきましては補助の臨時職員を配置するな

どして、支障のないように考えているところでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、年尐さんでは副担任をつけられて、これはクラスを分けないで

そのままということですかね。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 東幼稚園の年尐にのみ１クラス２０人を超えますので、副担任をつけると

いうことでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 東幼稚園だと４クラスの、部屋としては４つあったかと思うんですけども、

そうすると３つを使う、来年度は３つを使うという形になって、１つ空くことになるん

ですかね。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 今言いました年尐組が１クラス、２４人で１クラスです。年中組が

３６人おりますので２クラスになります。年長組が３２人の１クラスと、計４クラスに

なるところです。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら、年長さんについても、今、教育長おっしゃっていただいてみたい

に臨時の方を配置していただいて、職員じゃないでしょうけども、フォローしていただ

いているということですか。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 特に配慮の必要な子、多動であったりですね、いろんな障害を抱えている

子ども、原則公立幼稚園という役目もしてまいりますので受け入れているわけでありま

す。そうした配慮が必要なクラス、子どもがいてるクラスについてはそうした臨時職員

で、幼稚園教諭の資格を持った者でございますけども、採用して補助としてつけている
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という状況であります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。 

  そうしましたら１２３ページのほうの地域健康スポーツ教室ということで、教育長の

説明の中でも触れられておりましたけども、これもちょっとどういった形で事業をされ

るのか、もう尐し詳しい形でお尋ねをしておきたいと思うんですけども。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 地域健康スポーツ教室の開催につきましては、地域住民の活動拠点

として、４月１日に開館予定の法隆寺五丁地区の地域交流館を拠点として、地域住民の

社会参加を促進するため、初心者などを対象とした誰でもが参加できる健康教室、体操

教室やウォーキング教室、ヨガ教室などを開催の事業委託を行う予定をしております。 

  委託先につきましては、国も町も育成に力を入れている地域総合型スポーツクラブ元

気クラブいかるがを考えており、元気クラブいかるがはこういった初心者のスポーツ参

加にも実績があるということからも適切ではないかと考えておるところでございます。  

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 これ、予算を３０万円組んでいただいておりますけども、全額町負担になる

んですかね。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 この３０万円で、今、課長が申しあげましたように元気クラブに委託をす

るんですけど、これに対する県とか国の補助金は今のところないということでございま

す。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 こういったスポーツ教室をやっていくことは、町民の皆さんのためになるか

と。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 すいません。先ほど３０万円の補助はないと言ってしまったんですけども、

申しわけございません。国の補助金、またリストについては詳しくまた後で説明させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今度新しくできる地域交流館のほうでそれをされるということも、地域交流

館の活用も含めて、広く町民さんにも参加していただいて知っていただくということも
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含めて、効果的な取り組みができればいいかなと思うんですけど、ただ１つ心配なのは、

逆にその地域交流館の住民さん、団体さんの申し込みが多過ぎた場合に、こういったも

のが併用していけるのかなと。そうした場合に、例えば生き生きプラザでかわりにスペ

ース的なものを確保してやっていくという考え方もできないこともないのかなと。今、

生き生きプラザのほうも、もっと活用をということで求められていますので、地域交流

館のほうで継続してやっていけるよということであれば特に問題ないと思いましたけれ

ども、ちょっと住民さんの利用状況を見ながらそれも対応していっていただきたいなと

思います。やっていただくのは別にいいことやと思いますので。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 さっきの補助率の関係なんですけども、補助率４０％ございます。 

○飯髙委員長 巻企画財政課長。 

 すみません、補助金なんですけども、具体的には１２万、国からい

ただけるようになっておりますので。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 国の補助もそういうふうに活用してやっていただけるということで理解して

おきます。 

  それと、１２４ページのほうで、斑鳩ユネスコ協会の活動助成金が出てますけども、

これも２０周年の関係かなとは思うんですが、具体的にはどんなことをしはるんでしょ

うか。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 今おっしゃっておりますように、法隆寺地域の仏教建造物がユネス

コの世界遺産登録に登録されて２０周年を迎えることから、ユネスコ協会としても何ら

かの記念事業を企画立案していただくために、助成をさせていただくものであります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、具体的には今内容があって、これ、助成金を出されるという状

況ではないということですか。 

○飯髙委員長  

 ユネスコ協会の補助金の増額なんですけれども、これにつきまして

は２０周年ということで、姫路市さんといろいろな関係の中で事業を展開してまいりま

す。そういった中の補助金の一環の１つとして、ユネスコ協会にもそういった手助けを

していただきたいということで、補助金のほうを今回特別に措置させていただいたとこ
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ろでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 総務費のところで１００万円計上されていましたけれども、あれと関連する

ような形になるんですかね。 

○飯髙委員長  

 総務費のほうで１００万円、姫路と斑鳩の負担金、共同での開催と

いうことがあったんですけども、これにつきましては市と町がやる１つのイベントとし

て、負担金のほうを計上させていただいてます。 

  それとは別にユネスコ協会で、何らかの事業を共同でやっていただけないかというこ

とで予算措置をさせていただいた分でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そういう思いで予算化されるということで、今、具体的にはユネスコ協会の

ほうとして何かをしていただけるというような話というのは、もうできてるんですかね。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 斑鳩ユネスコ協会と今後、姫路のユネスコ協会で協議をしていく中で、斑

鳩町としては２０万円を計上するわけでありますけども、その範囲内で今後具体的な計

画について、町と市のイベントの絡みもありますので、そこらで検討をこれからしてい

ただくという段階であります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、ユネスコ協会の活動としても、斑鳩町独自で勝手に決めること

ができなくて、市と共同開催をする中で相談しながら決めていくという理解でいいんで

すか。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 どういった内容でするという中身について、全く趣旨が違うことにはなら

ないと思うんですけど、ある程度一定協議をしながら進めていく必要がありますので、

これから検討していくことになるということでございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 わかりました。 

  次に、小・中学校で、特に小学校で３０人学級、来年度、新たに５年生まで拡大をさ

れるということで、非常に評価のできる取り組みだというふうに考えてます。  

  町のほうは、これまで要望としては小・中全学年、全クラスで３０人学級をやってい
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ってほしいというふうにこちらも要望をさせていただいてきましたけども、今年度、５

年生まで拡大をされるということについては理解もできますし、評価もさせてもらいま

すけども、それからさらにの拡大ということについての町の見解というのはどういうふ

うに考えておられるのでしょうか。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 教育委員会といたしまして、将来的には小学校６年まで、中学校も３年、

３学年まで全部導入をしていただきたいという希望を持っております。 

  町のほうも、財政状況を見ながら、それを前向きに検討をしていただいているという

状況でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 特にこれまで、以前に私はお聞きした話ですけども、中学３年生、受験を控

える中学３年生の保護者の方が、せめて中学３年生だけでもということで３０人学級実

施をされたという経緯なんかもお聞きする中で、私としてはできるだけやっぱり早期に、

町のほうもされるというふうにお答えいただいてますけども、あわせて、できるだけ早

期に３０人学級については実施をしていっていただきたいというふうに思いますので、

これも要望しておきたいと思います。 

○飯髙委員長 清水教育長。 

○清水教育長 先ほど私申しあげましたように、教育委員会としても将来的には全学年、

９年間希望をしております。今さら言う必要もないかもわかりませんけども、教育委員

会としても、以前もそういう思いを持っております。余計なことを言うかもわかりませ

んけども、木澤委員がおっしゃったのでやったということではないのでございますので、

その点ちょっと語弊があるかもわかりませんけども、よろしくお願いしたいと思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 こちらとしても、私が要望させていただいてやったというよりも、町民の皆

さんの願いにきちっと応えていただいているということは理解はしていますけども、私、

今考えているのは、今年度の予算の中で、削減できるところは削減して、せめて中学校

３年生まで、できるんやったらお願いしたいなという思いも持ってますけども、それに

ついては、じゃあ、いかがですか。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 木澤委員がおっしゃるように、ここにもこの５年までやってくる中で、２，

３００万ほどの私も町費でやっておるわけですからね。ただ、問題はやっぱり先生が集
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まってこない、その辺のことをやっぱり一番心配される保育所でも結局それが確保され

ましたかとおっしゃるけれども、やっぱりそれが一番大変なんですよ。だから、それを

ある程度やっぱり固めていかなかったら、やりますよと言ったかて、先生がはい私来ま

すよと言うて、公募をしても来てくれません。ある程度やっぱりこちらでこの先生方に

お願いをしてやってますから。当然、県費じゃそういうことは全くないですから、やっ

ぱり町費で、これは自分のとこで雇うわけですから、その辺のとこも的確に判断をしな

きゃいけませんから、やっぱりそういうことも踏まえて教育委員会としては教育長も努

力をされていると思います。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら次に、１３３ページの元気クラブいかるがの補助金２０万円あがっ

てるんですけども、先ほども今後、先ほどのスポーツ教室委託の話も出てきましたけど

も、元気クラブいかるがのほうは立ち上げられて何年かたつ中で、収入を得て活動され

ていると思いますけども、今、その運営状況というんですか、経営状況というのか、黒

字になってきてるんじゃないかなというふうに思うんですけども、その点の実態につい

てちょっとお尋ねしたいと思います。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 今、木澤委員が黒字になっているとおっしゃいましたのは、元気ク

ラブいかるがにつきましては、現在、ｔｏｔｏの助成が入っております。それは、自立

支援事業で３６０万、クラブマネージャー設置費で３０６万９，０００円の合計６６６

万９，０００円が平成２３年度では入っております。そういったことから黒字でありま

す。 

  今後、しかしそのｔｏｔｏの助成もなくなってくるということから、今後の経営状況

につきまして、また研究をしていかなければならないという状況でございます。  

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今、ｔｏｔｏの助成があって黒字になっていて、今後なくなってくるという

ふうにおっしゃいましたけども、いつごろなくなるのか、それに向けてどういう形で赤

字が発生してくるのかどうか、その点の見通しというんですか、どういうふうに理解し

たらいいんでしょうか。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 元気クラブが立ち上がって、ことしは５周年ということで、５周年なんです

けども、ｔｏｔｏというのはこれ補助をもらってますけども、今公益法人に今この元気



－ 107 － 

クラブはしてますから、やっぱりその利益そのものについてはやっぱりいろいろと難し

さがあろうと思います。 

  それだから、監査委員もご指摘のようにやっぱりそういう点についてはどうこれから

あるべきかということを十分考えないと、単年度で考えますと黒字とかそういうものが、

やっぱりできるだけ公益法人ではそのことはやっぱりとんとんにすべきということです

から、やっぱりそういう努力をしていかないけませんし、私はこの総合スポーツ、文部

科学省ですから、ある程度そういう点についてはこれからそういう点が伸びていくとい

うのは、奈良県でもこの総合スポーツが県下の市町村にできることを体育協会の会長も

おっしゃっているわけです。そういう点については、私はやっぱりこの元気クラブとい

うのは斑鳩町にとっては非常に有効かつ皆さん方がたくさん子どもさん、あるいは親子

が参加できる競技だと思いますし、そのかわりこの料金というのをものすごく安く設定

しているんです。できるだけ参加をしてもらうためにですね。そんなことである程度は

補っているという面もありますし、やっぱり一番問題は講師とかそういう先生方を呼ん

でくるのが一番金がかかるんです。それはやっぱりできるだけ安くお金を、ギャラを安

くするというのか、やっぱりそういうことも努力して、非常に事務局そのものが非常に

頑張ってやっていただいていると思ってますので、これからもやっぱりそういう点につ

いては十分見ていかなかったら、なかなかそのｔｏｔｏだけでということにはならない

と思っております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 もう尐し具体的に、経営を続ける中で、ｔｏｔｏの助成金がいつまで出て、

どういう段階で赤字になっていくとかいうような見通しは今お答えはいただけないです

かね。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 ｔｏｔｏの助成につきましては、先ほど申しました自立支援事業に

つきましては２７年度まででございます。 

  ただ、ＮＰＯ法人をとられた関係で、クラブマネージャーにつきましては、そこから

３年間まだ続くということでございます。 

  今現在、それに対して、積み立てというか黒字の分を積み立てしておられます。その

分が１２月現在で６２０万ほどございますので、それを活用しながらまたいろんな事業

についても精査しながら続けていくという方向を検討していかれるということになって

くると思います。 
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○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今、積み立てが６２０万円あると。赤字になっていく、ｔｏｔｏの助成がな

くなったら赤字になっていくけども、要は助成金を出していることにどれぐらい活動の、

経営の足しになっているのかなというところがあまり見えてこないんですけども。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 今、支出させていただいている２０万円につきましては、クラブマ

ネージャー費がｔｏｔｏの助成では４月から２月分までしか対象になりません。その残

り３月分の、約１か月分の２０万円を助成させていただいているという状況であります。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そうすると、そのマネージャーの分の３月の分が赤字になるので、それに対

する助成ということで理解していいんですかね。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 当然、ｔｏｔｏの助成が、そのクラブマネージャー費が３月分つき

ませんので、当然、元気クラブいかるがさんにしてもその分が発生しませんので、その

分を助成させていただいているという状況でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 そしたら、年間の収入がどれぐらいあって支出がどれぐらいなってるんです

かね。ちょっとその辺の全体の像がわからない中でいろいろお聞きしてもちょっとあま

りぴんとこないんですけども。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 平成２２年度になりますねんけども、収入が全体で、実績で１，４

６５万４，６７７円ということでございます。支出が１，０９６万２，１５４円という

ことでございます。３６９万２，５２７円の繰り越しということでやっております。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 先ほど、ｔｏｔｏの助成が３６０万ありますというふうにおっしゃってたと

思うんですけども。今、ｔｏｔｏの助成金の額は、じゃあ幾らなんですか。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 ｔｏｔｏの助成金につきましてはその年間によって。 

（「２２年度のやつ言うたらええねや」と呼ぶ者あり） 

○佃田生涯学習課長 ２２年度につきましては５３５万７，０００円でございます。これ

は自立支援事業とクラブマネージャー費を合わせてのものでございます。先ほどの六百
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何万の分でございます。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 大体わかりました。それで、５００万円の分がなくなると赤字になるという

ことで、この補助金ですね、行く行く赤字になっていくよということで、まあ出してい

るということで理解しておきます。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 要するに、結局ｔｏｔｏがあるからどうかというよりも、結局、言うたら何

かをやっぱり下げていかなかったらできないです。事務局が今、仮に二十何万というあ

れをもろうてますけども、しかしこれ、ｔｏｔｏから出なかったらやっぱり十何万ぐら

いはボランティアですから、やっぱりそういうふうになってくるということで、やっぱ

り一番心配なのは、今現在もらっている金からやっぱり下がっていくさかい大変なこと

ですから。そういうことも踏まえて経営というのか、元気クラブというのか、やっぱり

親からもらう会費でも１，０００円を５００円にしたり、子どもさんの場合は５００円

にしたりですね、極力下げているわけです。その中でやっぱり年間延べ１万人ぐらいの

会員がおられるわけですから。やっぱりそういう点では非常にこの元気クラブというの

は活発な活動をしてると。ただ、ｔｏｔｏがなくなった場合はどうなるかということは、

やっぱりそれだけの分は下がっていかないかんということで、やっぱりそのことをどう

するかということは我々も役員会でそういう指示をしているわけです。そういうことで

すので、これからのｔｏｔｏがなくなった場合にはやっぱり心配はあると思います。 

（「結構です」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

  木田委員。 

○木田委員 去年で終わりになったのかな。町の野外活動センターの今の現状とそれとこ

れからの、活用はあんなとこでは行われないと思うねんけども、それをどういうふうに

今後考えて、考えるというのか、活用していこうと思っておられるのか、お聞かせ願い

たいと思います。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 これはいつも議員さんから出ますように、早く売却せえということですけど

も、売却がなかなか買い手がなかったらできませんし、やっぱりいつまでもそういうと

こを置いておくというのはあれやということで、やっぱりそういうことでいつも議論に

なっていることでございます。 
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○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 私の同級生にも、白石畑でシイタケの栽培をしている人たちがおってね、

「ちょっと、あそこらはどうかな」と言うてなにしたら、「もう、シイタケはあかんね

ん」ということで、やっぱりなかなかあそこの活用も難しいのかなというふうに思いま

すねんけども、あそこには地元の人の借地とかは入ってないんですかな。 

  それと、今現在までで使用されてたときの電気とか水道とか、そして小屋というたら

おかしいけど建物建ってたものについてはどういうふうな現状になっているのか、それ

らについて教えていただきたいと思います。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 建物等につきましては撤去いたしております。今現在、更地になっ

ておる状況でございます。 

 電気も水道も撤去しております。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 ほんでその借地はあらへんの。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 借地につきましては、森林組合から進入路等を借りておりましたけ

ども、それは返還しております。今残っておりますのは町有地のみでございます。  

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 はい、結構です。 

  それとちょっと、小学校費の中だけなんですねんけど、受水槽の清掃業務委託てあり

ますねんけど、これ、もう中学校とかは直圧式になってて、受水槽の清掃業務委託とい

うのはなくなっているのかね。それとほかの教育関係の施設の中にそういう受水槽を使

っているようなとこはないのかどうかそれらについてですね。やっぱり何トン以上かは

知らんけど、それは法定的に年に１回か何か掃除せないかんというなにがあると思いま

すねんけど、それについて今現在、ここに出てるだけの小学校の中だけにしかないのか

どうか、それもお聞かせ願いたいと思います。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 受水槽につきましては、各小学校、中学校ございます。その点検委

託でございますが、小学校費、中学校費それぞれ委託料として組まさせていただいてい

るところでございます。 

（「中学校で出てないねん。」と呼ぶ者あり） 
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○西川教委総務課長 中学校では。 

（「小学校では１１２ページに出てありましたけど。」と呼ぶ者あり） 

○西川教委総務課長 中学校は１１６ページになります。１１６ページの中学校の学校管

理費の中の１３項の委託料、その中の上から警備保障費ございますがその３つ目、受水

槽保守点検業務委託料がございますので、それぞれ学校、毎年１回そういう清掃をして

いるところです。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 それと、ほかの教育関係のなにの、公民館とかそこらにはないんですかな。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 中央公民館におきましては、点検を委託しております。１２５ペー

ジ、委託料の。 

（「清掃業務のなにか。」と呼ぶ者あり） 

○佃田生涯学習課長 申し訳ございません。中央公民館におきましては、もう委託はして

おりません。受水槽がございませんので、直圧でやっておりますので、ございません。 

○飯髙委員長 木田委員。 

○木田委員 ほんならもう学校関係だけのあるだけですね、ほんなら教育委員会関係は。

そんでよろしいね。結構です。 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

  伴委員。 

○伴委員 １１２ページの第１４節の下から２つ目の土地借上料ですか、この小学校のこ

の土地いうのはどこのあたりになるわけですか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 斑鳩小学校でございます。運動場のほぼ、学童保育とそれから本館

の校舎、それから小学校のプールがございますが、その真ん中、ちょうど運動場の西よ

りの真ん中ぐらいに位置する約３３０．５７平米の敷地の土地でございます。  

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 今のお話を聞くと、結構、小学校の隅っこでのうて、もうど真ん中みたいな感

じにちょっと聞こえたんですけど、これ、１００坪ほどの土地がこれ、借りておられる

と。これ、私ら行ったとき、もうずっと昔、斑鳩小学校ができてからこれはずっと借り

続けてきてはるわけですか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 
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○西川教委総務課長 昭和３７年に斑鳩小学校の用地全体を借地としてまずは始まったと

ころでございます。その後、昭和４８年にあと３，６００坪ほどを買収したのですが、

そのときに同意が得られなかった土地が今現在も借地として残っている、今現在までき

ているところでございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 これは多分、町としたら地主さんと交渉されていると思いますが、その今の状

況を教えてください。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 今、この借地料につきましては３年に１回の覚書等で交わさせてい

ただきましてやっております。その覚書の更新時には、まず、売っていただけるように

ということで交渉もしておりますし、また現在の借地料２，４００円、平米２，４００

円でございますが、これも平成１２年からの据え置きでずっときておるものでございま

すので、これも今の評価額に換算しますとかなり高額なものになってございます。その

値下げといいますか、減額のほうも交渉をしております。 

  ただ、所有者の方が所有地、お父さんのを引き継がれて遺言ということでなかなか売

ったり、その交渉等の同意は得られない状況でございますが、町としては引き続き何回

でも繰り返し交渉に当たって、そのことを言っていきたいというふうに思っております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 今、遺言ということで、えらい遺言を残してくれはったなと、ちょっと私は個

人的に思ってますねんけど、何しろ道がついてるとかそういうことではまた利用価値が、

そういうものでもありませんし、非常に公益性のあるところで、やっぱりその辺、町の

ためにということで粘り強く交渉していただきたいと要望しておきます。 

  続きまして、１１８ページの一番上の教育講演会講師謝金、これ、新しいやつと思い

ますけど、教育講演会ってどんな講演会ですの。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 これは中学校の生徒を対象にした講演会でございます。平成２２年

度から保健センターのほうで県の事業の思春期触れ合い体験モデル事業というのがござ

いまして、３年間、２４年度までやっていただいた事業でございます。 

  この事業は、性教育に関しまして中学校の子どもたちの思春期における心の発達とか

また体の発達についての、産婦人科のお医者さんまたは助産師の方が来ていただいて講

演していただくということでございます。なかなか３年間やった中で、子どもたちにそ
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ういう今の中学生の時代にあったものということで、中学校のほうでも引き続いてやっ

ていくということでございましたので、今年度は新しく、町単独にはなるわけでござい

ますが、実施してまいろうというふうに考えておるところでございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 私のときは確か、小学校の高学年やったか、確か女の子だけがそういうような

のがあったような気がしますねんけど、これはほんなら男女とも受けると考えさせても

らって。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 内容としましては、２年生、３年生、それぞれ年１回、１学期です

ね、体育館に男女それぞれ同じように集まりまして、講演、産婦人科の先生または助産

婦さんに来ていただいて講演していただくということでございます。また、年１回、文

化祭の中で、その展示会も子どもたちがその授業の中で覚えたことを、勉強したことを

表現、展示するということで、そういう取り組みをしております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 非常に性教育に避けることなくやっていただいているということは、私は非常

に大事やと思います。 

  続きまして、１２１ページの１５節の西幼稚園プール改修、これ、昨年確か東幼稚園

のプールの改修、４１０万でやっていただいた、ことしちょっとこれ１２０万円ほどち

ょっと高価になってますねんけど、前のプールと、園児数は西のほうが尐なかったと思

いますねんけど、これはどんな関係でこんななってますねんやろ。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 今の、既設の西幼稚園のプールでございますが、コンクリート製の

プールとなってございます。大きさは、東に元あった、東はＦＲＰ製、プラスチックの

プールでございました。その撤去をするのにコンクリート製のプールを撤去して、そこ

にＦＲＰ製のプールを置く、また地盤といいますかコンクリートの基礎をつくる必要が

ございます。その工事費が東よりも高くつくということで、それと周りの通路の整備も

必要となりましたことから、尐し工事費が上がっております。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 何で上がったのかはわかりました。 

  続きまして、１２８ページの１５節工事請負費、史跡中宮寺跡の整備工事で３００万

あがっていると。確か、総務委員会でも、実際の設計業務というのはこれからやという
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ような形を聞いてたんですが、ここでもう３００あがってきてると。この関連性はどう

いうようなことですか。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 ただいま基本設計について作成を今年度しております。それに基づ

きまして、整備方法の大枞を決めた設計書に基づきまして、工事の実施にかかります必

要となる材料及び工法、経費などを実施設計でくくってまいります。それに基づきまし

て、ちょっと補助の関係で一部工事も入らなければならないということがございますの

で、一部造成工事に入らせていただくということでございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 補助を受けようと思ったら工事を始めるといいますか、そういうことが必要や

と、今のお話ですねんけど、この工事自体に国の補助というのはもちろん入っていると

考えさせてもらっていいんですかね。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 この工事費も含めまして国の補助に入ります。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 ちょっと細かいことを聞きますが、国は何％これを補助してくれてるんですか。

県のほうも、もし出たら、国・県と教えてください。 

○飯髙委員長 今すぐ出ますかね。国・県。 

  佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 国が１００分の５０、県が１００分の１５でございます。 

○飯髙委員長 伴委員。 

○伴委員 ６５％出るということで理解させていただきます。 

  最後に、１３３ページ、今、同僚議員から質疑があった元気クラブについてなんです

が、これ確か、私、一般質問させてもらったときに、非常に利用率が高い、８５％、平

日を含め８５、これは大分と、元気クラブがその辺の活動でそれだけの回転率といいま

すか、あげておられるのかなと私は理解してたんですが、そのあたりはどうですか。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 元気クラブさんだけの利用率というのはちょっと今把握しておりま

せんねんけども、元気クラブさんにおいて利用率はかなり高くなっているものと把握し

ております。 

○飯髙委員長 伴委員。 
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○伴委員 実際、私もジョギングで半年、確か１，０００円か２，０００円か払わせてい

ただいて参加させていただいて、安価で運動をさせていただいてますねんけど、実際の

ところ元気クラブさん自身、さっきのｔｏｔｏのがなくなれば非常にこれ苦しい状態。

確か、小学生の会員さんとか半分に値下げされて会員数をふやすと、将来の会員数をふ

やすために、非常に子どもたち、斑鳩の子どもたちが参加しやすいようにしていただい

たと思います。その辺の状況は今わかりますかね。どれぐらいかいうのわかりますか。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 すみません、ちょっとそこまで今把握しておりません。 

（「結構です。」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

  小林委員。 

○小林委員 私のほうから２点。 

  予算書の１３３ページの保健体育全般についてなんですけれども、元気クラブさんに

ついては、町長のほうもいろいろ答弁いただきまして、当初からマネージャーの方が手

弁当でやっていただいているという状況もありまして、ここ数年、より活性化してきた

なというふうに見てわかる状態ですし、体育協会のほうも斑鳩町の活性化、生涯学習の

充実ということで、郡民体育大会、県民体育大会についても年々若い子も来たり、すご

い充実してるなというふうには受けとめさせていただいております。 

  その中で、ここにあります各種競技全国大会参加助成金についてなんですけれども、

この予算の見積もりの件数と、その金額の基準はいつから同じなのかと、周辺の地域の

現状について、この３点についてお聞かせいただきたいと思います。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 今おっしゃっております各種全国大会参加助成金につきましては、

１人当たり５，０００円で１８人を見込んでおります。 

  近隣の状況につきましては、大体同じであろうと思いますねんけども、正確な額につ

いては把握しておりません。 

○飯髙委員長 小林委員。 

○小林委員 近隣では王寺町のほうがちょっと高めみたいなんですけれども、斑鳩町もこ

うやって生涯学習、保健体育とかに力を入れておられるんでしたら、今の現状にこれか

らもどんどん、どんどん全国大会とかに出て行かれる方、そういう方々の生きがいじゃ

ないですけれども、地域貢献としてもちょっと、もう一定の協議を考えていただきたい
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なというふうに今後要望させていただきます。 

  最後に、予算書の１３６ページの工事請負費のところのコインシャワー改修工事につ

いてなんですけれども、これ、ちょこちょこ改修していただいたんですけれども、今回

このように大きな金額で出てきていますけれども、どのような改修をされるのか、お尋

ねします。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 スポーツセンターのコインシャワーにつきましては、２０年を経過

する中で老朽化が進んでおります。そういったことから今、８台、男女各４台ずつござ

いますねんけども、２年間にわたりまして各２台ずつを入れかえするということの改修

工事でございます。 

○飯髙委員長 小林委員。 

○小林委員 ここにもコインシャワーと書いていただいてますので、コイン式、それとま

たボイラー式ということでいいんですかね。 

○飯髙委員長 佃田生涯学習課長。 

○佃田生涯学習課長 はい、そういうことで考えております。 

○飯髙委員長 小林委員。 

○小林委員 これ、体育館のコインシャワーについてなんですけれども、これすごい、担

当課ご存じかもしれませんけれども、すごいびっくりするぐらい評判があまりよくない。

利用されている方も、もう昔からちょっと調子が悪いですし、私も去年もちょくちょく

見せていただきましたし、これからもいろいろ見させていただいた中で、直ったと思っ

ても直ってなかったり、そういうことも担当課とお話をさせていただいたこともあった

んです。そういう状況でこういうふうに改修していく、役場のほうで改修されても、も

う既にジム、ジムのほうで利用されている方についても、体育館で利用されている方に

ついても、ちょっとあまりイメージがよくありませんので、せっかく改修したものを使

っていただけるように、ただ改修しましたじゃなくて、ちょっと周知というか、イメー

ジアップみたいなこともされないと利用していただけないのかなというふうにも今の段

階では思っていますので、そのことについてもこれとあわせて検討していただきたいな

というふうに、要望だけさせていただきます。 

  以上です。 

○飯髙委員長 他にございませんでしょうか。 

 木澤委員。 
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○木澤委員 斑鳩町は子育て支援にこの間ずっと力を入れてきていただいてます。そんな

中で、私も先日、子育て施策に取り組んでおられる所に視察に行ってきましたけども、

やっぱり高齢化が進んできている中で、給食費を無料にされたりとか、また出産手当を

つけたりとか、斑鳩町、子どもの医療費無料化なんかは斑鳩町も既にやっていますけど

も、さらに先日、一般質問の中でも義務教育にやっぱりお金がかかってしまうというよ

うな状況もあったと思いますが、いろいろそういう子育てに対して支援をしていくこと

で尐子化を克服していこうというような取り組みが全国的に進んできている中で、今後、

そうしたさらなる子育て支援の取り組みについて、保護者の負担を軽減するということ

に対して、町のほうとしては今具体的に、例えば給食費を無料にするとかいうのは難し

いかもしれませんが、いろいろ義務教育の中での保護者の負担を軽減するというような

方向性について、町のほうとして考え方というんですかね、さらなる前進をしていただ

きたいというふうに思っているんですけども、そうした検討についてはいかがでしょう

かね。ちょっとわかりにくい聞き方かもしれませんけど。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 今、給食費とかそういう問題等については、私は当然やっぱりいただくわけ

ですから、やっぱりそういうものについては。以前も入院については入院したら食事も

ついてまんねんというとこから、それはやっぱり食事代は食事代としてやっぱり別にし

ようということで、今なってますけども。当然、やっぱり４００円という１つの一食、

なかなか中学校では４００円、小学校で３２０円。 

 だから私のほうは、今でもやっぱり給食の中で牛乳代の、１日１６円何ぼですけども、

これ、年間やっぱり勘定しますと、あの数をＰＴＡの会報をもうたら必ず書いてるのは、

１６円何ぼかしか書いてないですけども、年間、二百何日をかけたら一人に対してはか

なりの補助をしているわけでございますので、やっぱりそういう点についてはどこでも、

どこの市町村でもなかなか十何ぼを補助するというのはないと思います。斑鳩町はずっ

とこれ継続してるわけですから。そういう点、斑鳩町についてはそういう点では皆さん

方もやっぱり努力をしていただいて、この給食代についてもそこまで皆さん方が一生懸

命やってるわけですから、やっぱりそういう点についてはやっぱり自分でそら何ぼ給食

代がかかってるのか。そりゃもう我々の時分でしたら、必ず皆さん方が時分だったら給

食の袋をもらって、お母さんが給食のお金を入れて渡したわけですけど、今やったらも

う振り込み、口座振込になってますから、そういう点にいろいろとありますけども、や

っぱり何ぼかかってるかということはなかなか皆さんはわからないんですね。何でも一
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緒で、電気代何ぼでっかと言われるけども、一万何ぼ、うちかかってまんねんと言った

ら、うちは何ぼかわからしません、もう振り込みで口座から落ちまんねんというような

形の方も多いですからね。やっぱり何ぼ水道料金でも全部そういうことでやっぱり皆さ

ん方が理解をしていただいて、そしてこの水道料金は単価えらい高いねんということで

いろんな議論が出るわけですけども、そういうことも踏まえて当面の間はやっぱり給食、

小学校、中学校も給食代というのは免除するということは、それは生徒によっては違い

ますけども、やっぱり町としてはそれはなかなかできないと思っています。  

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 今後将来的なものも含めて、尐々検討していただきたいなというふうに思い

ますので、そのことはちょっと要望させていただいておきます。 

  あともう一点、その牛乳等の助成を小・中学校のほうでしていただいていると思いま

すけども、幼稚園のほうは今、どんな形になってるんでしょうか。 

○飯髙委員長 西川教委総務課長。 

○西川教委総務課長 幼稚園のほうでは、給食補助金といいますか、今の１６円２６銭の

分についてはありません。補助についてはしておりません。 

○飯髙委員長 木澤委員。 

○木澤委員 確かに、幼稚園、義務教育ではないんですけども、それに準ずるような形に

段々なってきているのかなと。３０人学級についても小・中学校で実施していただいて、

やっぱり幼稚園でも実施をしていっていただきたいなということで、同じ教育という分

野においてかかる保護者の負担については、できるだけ軽減していただくということで、

また検討していただけないかなと思いますので。 

○飯髙委員長 小城町長。 

○小城町長 幼稚園の関係等、いつも毎年質問が出ますけども、私はやっぱり３０人で抽

せんをしてたんです。３０人で、もうそれしか入れませんから。それにかかわらず以前

の共産党の野呂民平さんが質問されて、双子やったら１人通って、１人は外れてと、そ

れやったらどうするということで、やっぱり３２、３人、３３人ぐらいやったら認めて

やってくれというとこからこうして今、こういう現状になってますけども。まあまあ、

ずれていたかもしれませんけど、今３５人ぐらいはいますけどね。やっぱりそういう形

を取らざるを得ないのかなと。やっぱりそら抽せんでやってしまったら、必ずそれはま

たありますから。 

  それとやっぱり、私立の私学がありますから。一番議論が出るのは、やっぱり私学に
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対する振興助成金、これを聞かれたらやっぱり町の保育料、保育料は６千何ぼしてます。

もう私学でも就園奨励費を差し引いたら、やっぱり６，０００円か７，０００円ぐらい

になると思います。一万何ぼ払ってますよ、お母さんは、家の人は、授業料として。だ

けど、就園奨励費を引いたらかなり安いですから。やっぱりそのことがなかなか皆さん

理解していただけない。そういう点については、これは私は当初からこんなものやっぱ

り国は私学に対して助成してるということは、もう私学で幼稚園とか保育所をやってい

ただきたいということなってきたんです。それがやっぱりそんなん私学でするんやった

ら公立もせないかんということで、私どもがようやく幼稚園も、法隆寺幼稚園とそんな

取り決めがあったと思います。恐らく、法隆寺幼稚園任すよってに、だから１００万円

というお金を助成しておったと思います。それが４８年か４９年に斑鳩幼稚園ができま

したから、それから西小学校、あるいは東、それから西幼稚園、それから東幼稚園とい

うことで３園できてますから、そういうことを考えますといろいろとございますし、ま

た入園料もとったときにも、恐らく園児は減るんちゃうかという心配はありましたけど

も、しかし入園料をとってもやっぱり皆さん、現状の３５人、３４人ということはこら

れるということでですね、やっぱりそれはおっしゃっていただくように、そりゃ３０人

を３０人にしたいわけです。ですからそういう設計で３０人の東幼稚園やったら４つ、

そういうことでできてますから、そういうことを考えていただいて、よろしくお願いを

いたします。 

○飯髙委員長 ほかにございませんでしょうか。 

         （「なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 ないようですので、これをもって第９款教育費に対する質疑を終結いたし

ます。 

  これをもって、教育委員会所管に係る予算審査を終わります。 

  以上をもちまして、当委員会に付託されました一般会計及び各特別会計予算、水道事

業会計予算の審議を終わります。 

  ここで理事者入れかえと審査結果についての取りまとめのため、暫時休憩といたしま

す。 

（午後 ４時４３分 休憩） 

（午後 ４時４５分 再開） 

○飯髙委員長 再開いたします。 

  まだ尐し残っておりますが、１９時まで時間延長をとりあえずさせていただきます。  
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  それでは、採決に入らせていただきます。 

  お諮りいたします。 

  議案第１２号 平成２５年度斑鳩町一般会計予算については、討論の申し出がありま

す。よって、これより討論を行います。 

  初めに、本案を可決することに反対の方の意見を求めます。 

  木澤委員。 

○木澤委員 それでは、議案第１２号 平成２５年度斑鳩町一般会計予算について反対の

立場から意見を申しあげます。 

  今回の予算編成を見る中で、各分野で前進面が多く見られ、評価できるものもたくさ

んありました。ただ、本当に必要かと思われるものや、さらに削減できるもの、また住

民要求を反映するという立場で、もっと優先度の高い施策があるのではないかと感じま

したので、指摘をさせていただきたいと思います。 

  主なもので言いますと、まず町長の交際費についてですが、過去５年間の決算額で見

ますと、平成２０年度の７０万３０３円が最高額となっており、その後削減の努力もさ

れておられると思いますが、減尐してきている現状です。現在、県町村会の会長もされ

ているので、急な支出に備えた予算枞が必要とのことですが、昨年度、今年度と同様に

会長を務めてこられて、この実績なので、もう尐し削減が可能ではないかと考えます。  

  次に、イベント関係についてです。 

  今回、法隆寺地域の仏教建造物が世界文化遺産に登録されて２０周年を迎えるという

ことや、この間、全国のいろいろな町と友好関係を築いてこられ、そうした交流を目的

としたイベントが盛りだくさんに組まれています。そうした行事やイベントは、文化交

流や住民同士のふれあいにもなるので否定するものではございませんが、しかし、開催

には費用が伴うことから、余りたくさんあるのもどうかと思います。もうちょっと厳選

して行う必要があるのではないかというふうに感じています。 

  次に、団体に対する補助金についてですが、近隣の市町村と比べて、斑鳩町は商工会

にかなり手厚い補助金を出しているというのが数値的にも明らかになっています。現在

の不況が続く中、商工会の運営も困難な状況があるかとは思いますが、過去５年間の人

件費の推移を見ても、多い時と尐ない時で１００万円程度の開きがあり、いっときより

も必要な人件費は下がっているのではないでしょうか。 

  また、今回、特産品の開発等、全国展開支援事業補助金として、さらに１００万円の

補助金が計上されています。商工会自身が地域経済発展のために努力をされている点に



－ 121 － 

ついては理解し、しっかりと結果を出せるよう事業を支援していくことは必要だと考え

ますが、運営面については補助金頼みにならないよう、努力を求めていくことが必要で

はないかと考えます。 

  またほかにも、以前から指摘をしてきましたが、人事考課制度の導入に向けての職員

研修費や特定の団体が主催する研究集会などへの参加負担金、また、いかるがパークウ

ェイの整備促進などに関する予算は制度自体に反対だったり、見直すべきだと考えてい

ることから、削減するよう求めておきたいと思います。 

  そうした一方で、これまで本当にいろんな要望をさせていただいてきましたが、とり

わけ３０人学級の拡大と学童保育の時間延長については早急に対応を求めたいと思いま

す。 

  今回、町提案の予算でも来年度、小学５年生まで３０人学級を拡大するとの方針が示

されており、また、今、教育長のほうからも、将来的には、小・中学校全学年で実施を

したいというお答えもいただいております。さらに、教育長にはご努力とご苦労をおか

けすることになるかもしれませんが、今、中学校の３年生で１クラス、もう一人先生を

確保していただければ、３０人学級が実現できるというような状況です。その点につい

てはまことにご苦労をおかけしますが、ぜひ実施に向けて努力をお願いしたいと思いま

す。 

  さらに学童保育の時間延長については、町のほうからその考え方は示されなかったと

いう点が非常に残念です。この点についても町のほうでいろいろと検討はされているか

と思いますが、実際に共働きで育児をしている家庭が困っているという声が寄せられて

おり、早急な対応が必要だと考えます。 

  以上の点から、今回の一般会計予算については評価できるものがたくさんありますが、

部分的には問題があると考えており、そうした今回の予算審査の中でも、明らかになっ

た問題点について、より具体的な形で改善の提案をしていきたいと考えています。  

  町職員の皆さんには住民のためにと非常にご努力いただいているという点については

理解をしております。今後、さらなる一層のご努力をお願いいたしまして、私の反対意

見といたします。 

○飯髙委員長 次に、本案を可決することに賛成の方の意見を求めます。 

  伴委員。 

○伴委員 議案第１２号 平成２５年度斑鳩町一般会計予算に賛成する立場から意見を申

しあげます。 
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  一昨年春の東日本大震災や昨年秋の紀伊半島南部の大水害により大きな被害が発生し

たことによる自然災害への不安や、世界経済についても先の見えない厳しい状況にある

中、行政、とりわけ住民に身近な市町村に寄せられる住民の期待は一段と高まっており、

子どもから高齢者、障害のある方の住民一人ひとりの暮らしの安全と安心を守っていか

なければなりません。 

  このような状況の中、平成２５年度一般会計予算案は、来るべき高齢化率３０％を超

える尐子高齢化社会に備えたまちづくりに向けて、子どもから高齢者の方々までいきい

きと暮らせるまちづくりを後退させないよう、福祉や教育に財源を重点的に配分されて

います。また、環境問題に対応すべく、防犯灯のＬＥＤ化、住宅用太陽光発電システム

設置の支援、第４次斑鳩町総合計画にうたわれている住民と行政の協働を実施すべく、

ごみのゼロウエイストの推進や自主防災組織設立の支援に取り組まれております。 

  今後は、町財政の健全化を堅持するため、事業の選択や優先順位を明確にしていただ

き、また丁寧に説明された後に、適正に住民に対する一部負担を求めることも今後は必

要になってくるときが訪れようとしてきている今、行政の真の勇気ある判断をお願いい

たしまして、議案第１２号 平成２５年度斑鳩町一般会計予算の賛成意見とさせていた

だきます。委員の皆様のご賛同をよろしくお願いします。 

○飯髙委員長 これをもって討論を終結いたします。 

  本案については、賛否両論であります。よって、これより採決を行います。 

  本案を原案どおり可決することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

            （挙手多数） 

○飯髙委員長 挙手多数であります。 

  よって、議案第１２号については、当委員会として賛成多数で可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第１３号 平成２５年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算について、

当委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１３号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第１４号 平成２５年度斑鳩町大字龍田財産区特別会計予算について、当

委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 
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         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１４号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、議案第１５号 平成２５年度斑鳩町公共下水道事業特別会計予算につい

て、当委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１５号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  続きまして、議案第１６号 平成２５年度斑鳩町介護保険事業特別会計予算について、

当委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１６号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  引き続きまして、議案第１７号 平成２５年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて、当委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。  

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１７号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  引き続きまして、議案第１８号 平成２５年度斑鳩町水道事業会計予算について、当

委員会として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 異議なしと認めます。 

  よって議案第１８号については、当委員会として満場一致で可決すべきものと決しま

した。 

  これをもって、本会議から付託を受けました平成２５年度の一般会計、各特別会計予

算及び水道事業会予算の審査については全て終了いたしました。 

  なお、委員会審査の結果報告につきましては、正副委員長にご一任いただきたいと思
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いますが、これにご異議ございませんか。 

         （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○飯髙委員長 はい、ありがとうございます。異議なしと認めます。 

  それでは、閉会に当たり町長の挨拶をお受けいたします。 

  小城町長。 

○小城町長 本会議から付託されました予算の関係等につきまして、平成２５年の関係に

つきまして、３月８日そして本日と２日間、慎重審議を賜りまして、いろいろと一般会

計等につきましても、賛成、反対という立場がございましたけれども、反対をされてい

る方も評価する点が多いという中で、おっしゃってますように、できるだけ出てきた意

見等は十分、副町長を初め皆さん方職員が切磋琢磨して考えていただいたものだと思っ

ております。 

  ８２億７，０００万円という金額に絞ってきたわけですけども、我々としてもできる

だけ今一番問題なのは、やっぱり県あたりがもう尐しやっぱり拡大をして、子どもの就

学前の関係をいつまでも就学前に置いておくのではなしに、やっぱりせめて小学校ぐら

いまで上げてくるとなりますと、我々としてもまたそれだけの分は助かるわけでござい

ますけれども、やっぱり町でこれだけやっていくといったら、年々事業費そのものには

若干ふえてくる場合がございますから、そういう点についてもやっぱり今後、いろいろ

と努力をしなきゃいけないと。今、町村会としても今回の関係等については、子どもの

就園前のやつを県に対して要望をしながら、できるだけやっぱり小学校３年あるいは小

学校５年ぐらいまで、あるいは小学校までというふうに県が補助をしてやろうという措

置をしていただくようなことも今お願いをしております。その点につきましても、これ

から努力をしながら斑鳩町の限られた予算について、皆さん方とともに慎重に執行をし

ていきたいと思います。 

  そういう点につきましては、２日間本当に精力的にご努力いただいた中で、こうして

原案どおり可決いただきましたことを厚く御礼申しあげます。 

  またあと、６議案の特別会計等については、皆さんそれぞれ満場一致ということで、

本当にありがとうございます。 

  しかし、国民保険の状況というのは大変厳しいものがございますし、また、この保険

制度というのはもう以前からも昔は老人保健とかいろいろありましたけども、これもう

全て潰れてきたわけですから、今、後期高齢者という名前に変わってますけども、やっ

ぱりいずれにいたしましても国の関係も結局２割負担を１割にずっと置いてあるわけで
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すから、これもいずれまた参議院選挙が終わってそれは進むのか知りませんけども、や

っぱりそういう点についてもやっぱりこれ明確にしていかなかったら、なかなか我々も

財政等が非常に、一般会計等では努力をしてますけども、特別会計でやっぱりこれだけ

の赤字をやっぱり繰上充用ということで今やってますものの、これ、やっぱり５億円あ

るいは６億円ぐらいになってきたらやっぱり大変なことですので、そういう点について

もいろいろと皆様方にはご協力とご理解をいただくような点もあると思いますけども、

これからもひとつ、皆さん方の慎重審議を賜って、そして我々、聞かせていただいた意

見を十分反映するように努力をしてまいりたいと思います。 

  本日、８日との２日間、本当にありがとうございました。 

○飯髙委員長 皆様には、２日間にわたり熱心に審査を賜り、本当にありがとうございま

した。 

  なお、本会議から付託を受けました補正予算につきましては、１９日に改めて予算決

算常任委員会を開催し審議をしてまいりますので、定刻までにご参集いただきますよう

よろしくお願いを申しあげます。 

  これをもって予算決算常任委員会を閉会といたします。 

  ご苦労さまでございました。 

（午後 ５時 １分 閉会） 

 


